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は じめに

1.「 法 ・未来学 」:未 来学の半世紀

2.「 未来 ・法学 」:政 策法 学の問題提起

3.未 来法学研究所 の課題

お わ りに

付録1:「 トロ ッコ問題」 と自動運転車 の設計 について

付録2:汎 用技術 の開発 の規制 について

「未 来 とわれ われ の能力 とを評価 す るこ とに よってのみ 、われ われ は未来 の旅

に備 え ることができ る」2。

「未 来 を予測す るた めの一番 いい方 法 は、未 来 を発 明す るこ とだ」(ア ラン ・

ケイ)3。

1成 膜大 学法 学部 教授 ・未 来法 学研 究所 長。 本稿 は 、2019年6.月13日 に開催 され た成 膜

大 学未 来法 学研 究所 第1回 研 究会 にお け る報 告 に基づ く。 コメ ン トを下 さった参加 者 の

方 々 に感 謝 申 し上 げ る。 本稿 が表 明す る見解 は筆者 個人 の もの であ り、個 々 の見解 すべ て

を所員 が共 有 して い るわ けでは ない。
2HarrisonBrownetal .,TheIVextHundredYears:Man'sNaturalandTeehno70gieal

Rθsoureθs(1957),p.4[ハ リソン ・ブ ラ ウン他 、寺村 誠 一 、上妻 斉訳 『百年 後 の世界 』(1958

年)15頁].「 繰 り返 し危機 が到 来 す る時代 に未 来 を予測す る能力 が ない とい うこ とは …

時限爆 弾付 きの人生 を送 る とい うこ とで あ る」 と もい われ る。べ ・ドンチ ョル 、 チ ェ ・

ユ ンシ ク、金泰旭 訳 『富 の未 来 図:2030年 』(2011年)78頁 。 「最 悪 の事 態 を予測 す る

こ とこそ が、最 悪 を回避 す る最 善の 手段 」で あ り、「予測 す る とい う行 為 の最大 の敵 は怠 慢」

で ある。 「最 悪 の事態 が訪 れ て も立 ち向か う気力 が な く、尽力 しな けれ ばそ こか ら逃 れ られ

ない の に、 そ の こ とを怖 くて認 め よ うとしな い」 な らば、そ の結 果 を甘受 す る しかない 。

ジ ャ ック ・ア タ リ、林 昌宏訳 「日本 の読者 へ 」『2030年 ジ ャ ック ・ア タ リの未 来 予測:不 確

実 な世 の 中 をサ バイ ブせ よ!』(2017年)3頁 参 照。 同序 文10頁 も参 照(「 現代 人 がい た る

ところで社 会 が 自滅 す るの を傍 観 し続 けた こ と」 は、未 来 の歴 史 家 に とって 「謎 とな るだ

ろ う」 と慨 嘆す る)。 ア タ リには、Ullθbr∂vθhistoirθdθ1'avθllir(2006)[『21世 紀 の歴 史:

未 来 の人類 か ら見 た世界 』(林 昌宏 訳 、2008年)]と い う著作 もあ る。
3モ バイ ル社 会研 究所 編 『きみ がつ な ぐみ らい:モ バイ ル ビジ ョン2030』(2006年)20-21

頁。 具 体的 に は、「未 来 の予 測 よ りも重要 なこ とは、 ジ ョー ジ ・オー ウェル の 『1984年 』の

よ うな未来 を阻止す る こ とで ある」とい われ るこ ともあ る。SeeArthurC.Clarke,Forward

toMillennialEdition,inProfi7θsoftheFuturθ:AnEnquiryintothθLimitsofthθ

Possib7θ(1999),pp.1,3.
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は じめに

日本 は課題先進 国で ある といわれ る4。社会的 な対応 を必要 とす る課題 が他 国

に先 ん じて発生 してい る とい う意 味で ある。課題先 進 国には、課題 解決先進 国

とな ることが期待 され る5。

課題 先進 国 は、 自国 よ りも後 で同 じ課 題 に直面す る他 国が対応策 を考案す る

まで無為 にす ごす猶 予 はない。後 に触 れ る 「政策 法学」 の観 点か ら強調 され る

よ うに、 「国産の理論づ くり」に よって 自国の課題 の解決 を模 索 しなけれ ばな ら

ないのであ る6。例 えば、 これ までの 日本 の医療 は、必要 に応 じて 「つ まみ食 い

的に」海 外 の事物 を取捨 してきた こ とか ら、総合 的 システ ムを発 展 させ る こと

に失敗 して きた といわれ る7。 日本 の医療 が、課題解決後進 国であ ることを 自覚

していた時期 に、課題 解決先進 国で あった海外 に追いつ くために、 自国 は失敗

の危 険を引き受 け ることな く、他 国の経験 に 「ただ乗 り(フ リー ライ ド)」す る

とい うア プロー チ を採 用 した ことは賢明 であったか も しれ ない。 しか し、東洋

医学 の伝統 に加 えて、西洋 医学 の輸入 につい て も、1774年 の 『解 体新 書』

JohannAdamKulmus,OntieedkundigeTafe7θn(GerardDictentrans1.,

1734)の 前野 良沢 による翻訳一一 の刊行 か ら245年 が経 ち、国家 として 「智識 ヲ

世界 二求 メ」 るこ とを表 明 した1868年 の 「五箇 条の御 誓文」公表 か らです ら

151年 が経過 した現在 で も、同 じアプ ローチを と り続 け ると した ら、医療 の点で

日本 が課題 解決先進 国 となる見込 みは ほ とん どない。 とい うの も、 日本 よ りも

課題後進 国であ る他 国が 当該課題 の解 決先進 国 にな るまで、 日本 はそ の課題 を

放置 し、対応 の時機 を逸す る ことにな るか らであ る。 国力 が相対 的 に上昇 して

い る隣国な どに対 して、 日本 の国力 は相 対的 に低下 してい る8。 その よ うな状況

4日 本 は1980年 にはす で に 「不安 だ らけの超 大 国」お よび 「世 界 で最 も悩 み多 い 『超 大 国』」

で ある と指 摘 され てい た。 アル ビン ・トフ ラー 、ハ イ ジ ・トフラー 「超 大 国 日本 の神 話 」

アル ビン ・トフ ラー 、鈴 木健 次他 訳 『第三 の波 』(1980年)639,642頁 参 照。 それ と同時

に、 日本人 は 「と りわ け未 来 へ の志 向性 が強 く、未 来 に対す る関心 が高い 」 ので 、 「日本 の

書 物や テ レビは未 来 論 であふ れ てい る」 ともいわ ていれ た。 同論 文658-659頁 参 照。
5小 宮 山宏 「人類 史 の転換 期 にお け る国家戦 略:プ ラチナ社 会 へ 向か う課 題 解決 先進 国」

自由民 主党 国家 戦略 本部 編 『日本未 来 図2030:20人 の叡 智 が描 くこの 国のす がた』(2014

年)13,15,22頁 参 照。

6大 橋洋 一 「『政策 法 学』 と行政 法 学:阿 部 泰隆著 『政策 法学 の基本 指針 』」 『自治研 究』72

巻11号(1996年)121,124,132頁 参 照。 トフ ラー、 トフラー前 掲論 文(注4)660頁 も

参 照(日 本 は これ まで の よ うに西 欧 を模 倣 してい るだ けで はす まな い と警 告す る)。
7船 山信 次 『毒 と薬 の世界 史』(2008年)181頁 参照。
8SeeNatinoalIntelligenceCounci1 ,U.S.,Globa17}θllds2030:AltθrnativθWorlds

(2012),p.17[米 国国家情 報会 議編 、谷 町真 珠 訳 『2030年 世界 は こ う変 わ る:ア メ リカ情 報

機 関 が分析 した 「17年 後 の未 来」』(2013年)36頁 参 照。 日本 の領 土 を 占領 して い るまた

は侵 略 す る意 図 を表 明 して い る国家(地 域)か らの軍事 的 ・政治 的 な脅威 を受 けつ つ課題
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で、ひ とたび対応 の時期 を逸す る と、日本 が挽 回 しうる見込 みは きわめて低 い。

日本 が課題 解決先進 国 になれ るか どうか は結果論 の問題 であ る。 しか し、そ う

な ろ うとす る意思 と努力 がなけれ ば、 日本 がそ うな る可能性 は皆無 であ る9。

他 国 に先が けて 日本 が直面 してい る課 題 は、一言 でい えば、不確 実性 の増大

した 「リス ク社 会」へ の対応 であ る。人類 史の開始 か ら17世 紀 まで の 「遠 い過

去 」の時代 には、未 来 は過去 お よび現在 と変 わ らない ものであ る とみ な され て

いた。18世 初頭 か ら20世 紀後半 までの 「昨 日」、す なわ ち、(主 として西洋 の)

資本 主義 ・工業社会 の時代 には、未 来 は現在 よ りも良い ものにな る と信 じられ

ていた。 しか し、 「今 日」では、未 来が現在 よ りも良い ものであ る どころか、過

去 お よび現在 と断絶 した脅威 に満 ちた ものであ る と考 え られ る脱 工業化社会一

一 「明 日」 へ と変化 しつつあ る と考 え られてい る10。人 々は、歴 史的文脈 に

照 ら して未来 を理解す ることができない とい う 「方 向喪失感」のなかで、 「驚愕

と衝撃 」である未来 に対面す る ことにな り、 「歴 史のなか に、そ して歴史 のため

に生 きた祖先 の人た ち と違 って、 … 行 方 も知 らず漂流 してい る」11の であ る。

この よ うに、過渡期 にある と考 え られ る社会 が、経 験値 を十分 もた ない要 因の

規 定す る課題 を解決 す るた めには、 「高度 の柔軟性 と進 化能力 」が必要 であ り、

法 学 も隣接諸学 と協働 し、法解釈 学の狭い領域 を超 えて課題 を制御 す る統一 的

な社会理論 の構築 に参画す ることが必要 とな る12。

課題先進 国が 「国産 の理論づ く り」を試 み る際 には、社会 実験 が必要 とな る。

社会 実験 は、全 国規模 の もの も重 要で あるが、 自治体単位 での ものが と りわ け

先 進 国 で あ る こ と は 、 日 本 に と っ て 大 き な 挑 戦 で あ る 。

9「 先 進 事 例 」 を み ず か ら創 り 出 し た 例 と し て
、 ソ ウ ル 市 冠 岳 区 の 「人 に や さ し い 図 書 館

(humanlibrary)」 が 挙 げ られ る 。塚 原 正 彦 『み ん な の ミ ュ ー ジ ア ム:人 が 集 ま る 博 物 館 ・

図 書 館 を ま ち な か に た く さ ん つ く ろ う:博 物 館 ・図 書 館 未 来 学 』(2016年)139-140頁 参 照

(同 区 の 職 員 は 「本 と 生 活 を 結 ぶ 数 々 の 学 び の プ ロ グ ラ ム を 開 発 し 、 実 証 実 験 を 展 開 し た 」

と 紹 介 す る)。

10SeeRobertHeilbroner
,VisionsoftheFuturθ(1995),pp.6-16[ロ バ ー ト・ハ イ ル ブ ロ ー

ナ ー 、宮 川 公 男 訳 『未 来 へ の ビ ジ ョ ン:遠 い 過 去 、昨 日、今 日、明 日』(1996年)6-19頁].See

alsoJohnTiffin,TheHyperRealityParadigm,inHyperreality:Paradi辞mfortheThird

Mi71θnzlium(JohnTiffin&NobuyoshiTerashimaed.,2001),pp.25,41[ジ ョ ン ・テ ィ フ

ィ ン 「ハ イ パ ー リ ア リ テ ィ ・パ ラ ダ イ ム 」JohnTiffin&NobuyoshiTerashima編 、 寺 島 信

義 監 訳 『ハ イ パ ー リ ア リ テ ィ:第 三 千 年 紀 の パ ラ ダ イ ム 』(2002年)26,48-49頁].

11RobertL .Heilbroner,TheFuturθasHistory・'ThθHistoricCurrθntsOfOurTimθand

thθ.OirθctioninMZhiehThey.4rθTaking.4mθriea(1960),p.15[ロ バ ー ト ・L・ ハ イ ル ブ ロ

ー ナ ー
、 松 田 銑 訳 『歴 史 と し て の 未 来:現 代 の 歴 史 的 動 向 と ア メ リ カ の 進 路 』(1970年)

13頁].

12E・ シ ュ ミ ッ ト=ア ス マ ン
、海 老 原 明 夫 訳 「ドイ ツ 行 政 法 の 最 近 の 発 展(上)」 『自治 研 究 』

72巻9号(1996年)3,7頁 参 照(「 リ ス ク 社 会 」 と い う概 念 は 、 行 政 法 学 を 行 政 学 な ど と

架 橋 す る 契 機 に な る と 指 摘 す る)。
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重要 であ ると考 えられ る13。その理 由の1つ は、社会 実験 の実施 は小規模 な単位

の ものの方 が大規模 な もの よ りも相 対的 に容易 で あるこ とであ る。 それ と同時

に、政 策 の成否 が地域 ご との条件 に依存す る問題 が少 な くないか らで もあ る。

例 えば、 自動運転 システ ムの導入 につい て、法律 の制定 を待 つ こ とな く、過疎

や過密 な ど地域 ご とに特有 の課題 をもつ 自治体 が、それぞれ 「我 が町 の走行環

境条件 」 を特定 し、それ を前提 に導入 を試行す るこ とが必要 であ る と指摘 され

てい る14。また、新 しい技術 が受 け入 れ られ るか どうかが、地域文化 に依存す る

場合 もある。例 えば、音声イ ンター フェー ス技術 の導入 が可能 で あるか ど うか

につ いて、「言葉で指示す るのは恥ずか しい と思 う人がい る」とい う障壁 があ り、

その よ うな人 の割合 はア ジアで高 く、欧米 ではそれ ほ ど高 くない とい う調査 が

あ る。「言語や文化の違い もUX[UserExperience]デ ザイ ンでは個別 に対応 して

い く必要 があ[る1」 のであ る15。

社会 実験が成功すれ ば、そ の実験 の条件 に適合す る範 囲で、その適用 を拡大

させ るこ とが可能 にな る。 そのなかか ら、最 善実行(ベ ス ト ・プ ラクテ ィス)

と して普及す るものが あるか も しれない。 しか し、実験 であ るか らには、それ

が失敗 す る こともあ る。そ の場合 にも、社会実験 が無駄 であ るわ けで はない。

いわ ゆる 「失敗 学」や 「危険学 」の観 点 か ら指摘 され てい るよ うに、そ の情報

を共有 すれ ば、同 じ課題 に直 面す る者 が失敗 に終わ る試み を回避 で きる とい う

意義 をもつか らで ある16。 「なにがな し得 ないか を知 るこ とは、 なにがな し得 る

かを知 ることと同様 に重要 」17なので ある。

なお、 「失敗学 」の手法 は法学 において も採用 されつつ ある。例 えば、従来 、

「誤判研究」 が確立 して こなかったのは、 「誤 判」 とは何 であ るかについて共通

認識 が確 定 され て こなか った ことが理 由であった。 そ こで、下級審 が有罪判決

を下 した が、上級審 が下級審 に よる事実認定 に合理 的 な疑 いを抱 き、 当該判決

を破棄 した場合 に、その よ うな判決 を 「誤判 」 として 「失敗 学」の方法 を適用

す るべ きであ ると提 唱 され てい る18。また、法学教 育 について も、解釈論 の学習

13阿 部泰 隆 『政策 法学 の基本 指針 』(1996年)38頁 参照。
14日 経BP総 研 編 『ビジネ ス を揺 るがす100の リス ク:日 経BP総 研2030展 望 』(2018年)

169頁 参 照。 なお 、2019年3H8日 に 閣議 決 定 され た道 路交 通法 改正 案 が国会 を通 過す る

と、公 道 にお け る条 件付 きの 自動 運転(「 レベル3Dが 承 認 され るこ とにな る。

15河 野道成 『音声 に未 来 はあ るか?』(2018年)167 ,279頁 参 照。
16畑 村 洋太 郎 『失敗 学 のすす め』(2005年)14頁 参照。 「失 敗 学」 はす で に発 生 した失 敗

を分析 す る手法 を、 「危 険学 」 は、危 険が存 在 して い るが、失 敗 が まだ発 生 してい ない状 況

を分析 す る手法 を意 味す る。畑 村洋 太郎 『危 険学 のす す め:ド アプ ロジェ ク トに学 ぶ 』(2006

年)244頁 参照 。
17ArthurC .Clarke,PrOfi7θsofthθ1PTuturθ ・'AnEnquiryintothθLimitsofthθPossib1θ

(1999),pp.8,9[ア ーサ ー ・C・ ク ラー ク、福 島正実 、川 村 哲郎 訳 『未 来 のプ ロフ ィル 』(1966

年)7,11頁].
18石 塚章 夫 「失敗 学 と しての誤判 研 究」 光藤 景咬先 生 古稀祝 賀論 文集 編集 委員 会編 『光藤
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のみな らず 、具体的 な 「失敗例」に関す る学習 も重要で ある と指摘 されてい る19。

「誤判研究」 は このよ うな法学教育 に も貢献す る と考 え られ る。 さらに、 「政策

法 学」が指摘す るよ うに、法制度 の 目的 が十分 達成 され ない とい う失敗 は例外

ではな く、法制度 が最適 なあ り方 に到達す るまで には常 に生 じうるこ とを受 け

入れ るべ きであ り、すべか らく法 制度 の設計 は、失 敗 した場合 の訂 正可能性 と

その方法 を考慮 に入れ た ものに され るべ きなのであ る20。

もっ とも、社会 実験が失敗す る と、国民 は政府 の責任 を追及 しが ちで あ る。

きっきん

そ こで、客観 的には喫緊の課題 であ るものにつ いて も、 国民 が当該 課題 の存在

を認識 してい なかった り、 その存在 は認 識 していて も、迅速 に対応 す る必要 が

あ る と認 識 していなか った り、迅 速な対応 を要 求 してい て も、提案 され てい る

対応 が社会 実験 と して成 功す る確 率 が低 か った りす る場合一 一 い わ ば国民 に

「病識 」 がない場合一一 には、政府 は、必要 な社会 実験 を回避 しよ うとしが ち

にな る。そ もそ も、政府 は、情報 を歪 曲 し、課題 の存在 を隠蔽 した り、 それ は

認 めて も、対応 がす ぐに必要 な もので はない とみなす よ うに国民の認識 を操作

　く　 　 　 　 　　

した りす るか も しれ な い。 国 民 の 社 会 情 勢 に 関す る 認 識(perception)は 、

政府 に よる広報(publicrelations)に 大 き く依存す るか らであ る21。政府 に正確

な情報 を公 開 させ 、社 会実験 を適 時 にお こなわせ るた めには、社 会実験 が失敗

して も、それ は最適 な政策 を確 立す るた めに不 可避 な場合 があ るこ とを国民が

受 け入れ 、政府 を委縮 させ ない ことが必要 であ る。

日本 におい ては、科 学的方法 に よる実験的事業 がお こなわれ るこ とは 「まず

な く」、社 会実験は濫 用 と不 当な忌避 の両方の危 険 に直面 してい る といわれ る22。

その代 わ りに、理念 法のみ が制 定 され る ことが少 な くない。例 えば、最 も深刻

な課題 の1つ で ある少了化 について、日本 は2003年 に、少了化社会対策基本法

お よび次世代 育成支援対策推進法 を制定 してい る。 この2つ の法律 は、 日本 が

景 咬先 生古 稀祝賀 論 文集 下巻 』(2001年)699,710-711頁 参 照。弁 護 士実務 に 「失敗 学 」

の適 用 を試 み る著作 も刊 行 され てい る。 高 中正 彦他 編 『弁護 士 の失敗 学:冷 や 汗 が成 功 へ

の鍵 』(2014年)。

19柳 田邦 男 「解 説:『組 織 文化 』を変 える失 敗 学」畑村 洋 太郎 『失敗 学 の法則:決 定版 』(2005

年)248,254-255頁 参 照。
20大 橋 前掲 書評(注6)124頁 参照 。後 述8-9頁 も参照。
21政 治 におい て は 「『実 体』 は重 きを な さない。人 び とが 『実体 』 と思 うこ と す なわ ち

バ ーセ プ シ ョンが 『実体 』 とみ な され 、 その もとですべ て のパ ワー ・ゲー ム が進 行 」す る

こ とが あ り、そ の場 合 に は 「『虚 構』がいつ の まに か 『実 体』にな りか わ る」 と指 摘 され る。

近藤 誠 一 『歪 め られ る 日本 イ メー ジ:ワ シ ン トンのバー セ プシ ョン ・ゲー ム』(1997年)4

頁 参照 。
22白 取耕 一郎 「行 政 にお け る 『実験 』 の機 能 ・方 法 と限界:構 造改 革特 区 ・モデル 事 業 ・

交 通社 会実 験等 、方 法的 に厳密 でな い 『実 験』 の研 究」(2007年)16頁 参照 。
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「す ごい政策 を推進 してい る」 印象 を与 え る。 しか し、そ の よ うな印象 を受 け

ていた外 国の研 究者 がそれ らの実体 を知 る と、肩透 か しされ た よ うな顔 をす る

といわれ る23。例 えば、後者 は10年 間の時限的立法 であ るとい う社会実験 立法

の よ うな性質 を もつ もの の、制裁 を ともな う義務 を課 し、実効 的な政策 を推進

す ることのない単な る理念法 だか らであ る24。 日本 の 「法学者」は、この よ うな

状況 に もかかわ らず 、他国 の経験 を 日本 に紹介す るだ けの研 究者が 「○国では」

じょうとうく で わ の かみ 　 　

を常套句 とす る 「出羽 守」、 「外 国の こ とを語 って 『日本 は… 』 と撫 然 とす る」

「蟹箭 等」 と椰 楡 され てい る蹴 法学者 にかぎ られ ず、 「日本 の学者 は世界 的に

権威 づ け られ た こ とには熱心 で も、 目の前 につ きつ け られ た事 実 には冷淡 なの

であろ うか」26と 問われてい るこ とは少 な くない。

失敗 の危険 を抑 えつつ課題へ の最適 な政策 を模 索す るためには、実地 の社会

実験 の前 に、 さま ざま な学 問分野 で思考実験(「 図上演習」)が 試 み られ る こと

が重要 とな る。 その際には、次 の2つ の方法が重要 となる。第1に 、現在 か ら

未来 を予測す る 「フォア キャス ト」 に加 えて、未 来の視点 か ら現在 を検討す る

「バ ックキャス ト」 をお こな うこ とで ある。r未 来の時点 に立ってみ るこ とは、

歴史 の岐路 を よ り深刻 に再 考す る機会 を与 えて くれ る」27からであ る28。第2に 、

社会 的な選択 がお こなわれ る分 岐点 にっ いて、選択 され なかった選 択肢 を含 め

23阿 藤誠 「日本の少子化対策 と今後の展望」毎 日新 聞社人 口問題調査会編 『人 口減少社会

の未来学』(2005年)139,151-152,168頁 参照。
24同 じことは、LGB(同 性愛お よび両性愛 を性的指 向とする)個 人に対す る差別の解 消に

ついてもい える。 日本国政府は、異性愛者 に認 めている婚姻する権利 をLGB個 人には保障

しないとい う法律上の差別を維持 しつつ、2000年 に人権教育及び人権啓発の推進 に関す る

法律 を理念法 として制定 し 同法 自体は差別禁止事由として 「性別」を挙げっっ、性的

指 向は挙げていない 、同法に基づ く施策 として、国民によるLGB個 人 に対する事実上

の差別 を解消す るために、その教育 と啓発 をお こな うとするのである。佐藤義明 「オ リン

ピックとLGB(中 一2)」 『成膜法学』91号(2019年 、近刊)。 理念法の下でおこなわれ る

行政指導については、それが功を奏 さないと、いっそ う実効的な法の制定が課題 とされ る

どころか、「規制が放置 されて しま うことす ら少 なくない」 と指摘 され る。大橋洋一 『行政

法学の構造的変革』(1996年)24頁 参照(日 本 では、近代法モデル 自体が未発達なので、

超近代的な法モデル を導入 しよ うとす るのではな く、近代法モデルの構築に さらに努 め、

必要な場合にはハー ドな手法 を貫徹 しうるよ うにす ることが課題であると指摘する)。
25樋 口陽一 『ふ らんす:「 知」の 日常をあるく』(2008年)15-16頁 参照。
26根 本順吉 「訳者あ とがき」ジ ョナサン ・ワイナー、根本順吉訳 『次の百年:地 球はど う

なる?』(1990年)300,302頁 。
27佐 藤仁 「開発 と援助の未来学:特 集 にあたって」『東洋文化』97号(2017年)1

,4頁 。
28バ ックキャス トを適用 した著作 として、例 えば、モバイル社会研究所編前掲書(注3)

15-16,95-97頁 参照。
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て 「シナ リオ ・プ ラニ ング」29す るこ とで ある。 もちろん、構想 され るシナ リオ

は、で きるかぎ りデー タに基づ き、経済学や社会 学の知見 が反 映 された もので

な けれ ば な らない。 それ と同時に、 日本 にお いては 「法律 に よる行 政」 の原則

の下で、政策 は法令 とい う形式 で実現 され るこ とにな るので、当該 シナ リオに

含 まれ る政策 が、憲法の下 で許容 され る ものであ るか、法令や判 例 と整合 的な

ものであ るか、 さらに、制裁(sanction)刑 罰や過料 な どの 「負 の制裁 」 と

補助金 な どの 「正の制裁」 の組 み合 わせ が受 け入れ られ るものであ るかな ど

も重要 な要素 とな る30。

法制度 に 「完成 品」は存在 しない。 それ は 「生物 が進化 してい った の と同 じ

よ うな形 で進化 を遂 げ る」 ので あ り、 「後戻 りでき る自由は絶 えず担保 しなが ら

実験 をす る」 とい う 「撤 退論 を備 えた実験 志向の制度論 」が必 要で ある31。この

観 点か ら、比較 法は他 国 の法 を 「地球 レベル での実験」 とみ なす研 究で あ り、

法制 史は 「歴史 上の時点 を変 え るこ とに よって、実験的 な成果 を求 めた」法 を

研究す る分野 であ る32。比較法の興味深い例 として、ドイツ にお ける 「実験法律 」

があ る。 ドイ ツでは、規制 を手段 とす る行政 か ら、学習 と進化 に開かれ た行政

へ と大 きな変革 が図 られて い る。 そ こで、政府 が新 た な義務 を負 うこ とは認 め

られ るよ うになった。 す なわち、法案 提 出の際 に、複数 の選択肢 の うちその案

が採用 され た理 由 を詳 細 に記載す る義務、そ して、 当該法案 が採 択 され た後 に

立法 事実 の変化 を観 察 し続 け、法律 を維 持 ・修 正 ・廃 止いずれ とす るか を適 時

に審査す る義務 な どが認 め られ るよ うになったのであ る33。ドイツにおいて この

よ うな 「実験法律 」の法理 が定着 した とすれ ば、それ が受 け入 れ られた条件 を

解 明 した うえで、日本で 同法理 を採用す るべ きか、採用す るべきであ る場合 に、

日本 の条件 に合 わせ てそれ を修正 す る必要 があ るか ど うかな どを検 討す る こと

29木 下理英 、角和昌浩 「シナ リオ ・プラニング:不 確実性への対応」城 山英明他編 『日本

の未来社会:エ ネルギー ・環境 と技術 ・政策』(2009年)30,33-34頁(社 会 の基本構造が

変化 しているときには、過去の延長線上に未来があるとい う仮定に基づ く予測は有用では

ないので、複数 の可能性 を考察す ることによって未来への意思決定を支援す る 「シナ リオ ・

プラニング」が有用になると指摘する)。 同書x頁 も参照。同書に所収 されている城 山英明

「公共政策プ ロセスの再構築」は、ステー クホルダー との非公式なコ ミュニケーシ ョンに

よって情報 と問題意識 を収集 し、また、方向性 を示唆 し、誘導す る従来の 「ビジ ョン行政」

が、透明性の要求などを受けて維持 しに くくなっているとして、ステークホルダー分析 と

シナ リオ分析 が公共政策プロセスのマネジメン トを再構築す る道具になると指摘す る。同

書214,217-218頁 参照。
30規 制 と給付 とい う直接的活動に加 えて、誘導 と媒介 とい う 「市場 を経 由させ る」国家の

活動が増加 しつつあるとい う指摘 として、原 田大樹 「人 口減少時代における政策実現手法

の展開」『レファレンス』782号(2016年)3,14-15頁 参照。
31大 橋洋一 「法政策学について」『新世代法政策学研究』7号(2010年)1

,7頁 参照。
32同 論文13頁 参照。
33大 橋前掲書(注24)19 ,294-296頁 参照。
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が有用 とな るのであ る。

この よ うな立法 手続 に関す る提 言 に加 えて、実体 規定 も 「挑 戦」 を許容す る

内容 にす るべ きであ るとい う提言 があ る34。法 は二面性 をもつ。一方で、それ は、

社会 のイ ンフ ラス トラクチ ャー と して、技術 の進化 とともに、未 来 を予測す る

際に考慮 され るべ き要因で あ る。他 方で、法令 の改廃 や判例 の変更 は、未来 を

操作す る手段 であ り、技術 の進化 を促 進 した り抑制 した りす るこ とがで き る。

た しかに、法 によって技術 の進化 を制御 しよ うとす る試 みがないわ けで はない35。

しか し、各 国単位 で技術 の進化 を抑 制す る ことは不可能 であ る。 ある国 があ る

技術 の開発 を抑制 して も、他 国がそれ を奨励すれ ば、 当該技術 は開発 され る。

そ うす ると、前者 に対す る後者 の国力の優位 が確 立 され るこ とにな る36。技術 の

開発 につ いては、普遍的 に拘束力 をもち、履行 が確保 され る規則 を確 立す るか、

それ がで きないか ぎ り、他 国に先 駆 けてそれ を遂行 す るか とい う二者択一 しか

ないので ある。課題 となるのは、遅かれ早 かれ 開発 され る技術 が社 会 の福利 に

反 して利用 され ない よ うに、 「他人 と仲 よ くや って行 くこ と、他人 と意 思 を通 じ

合 い、そ の英知 と創 造力 を人類 の直面す る問題 に協力 に適用す るこ とのでき る

よ うに、人類 を組織す ることにあ る」37と考 え られ る。核兵器 の例 の よ うに、法

は、技 術 の進化 を抑 制す る ことはで きない が、 当該 技術 の利用 を抑 制す る こと

はで きるかも しれ ない。人類 の未 来は、法学 を含 む社会科学 に依 存 して い ると

い えるか もしれ ない。

現代 で は、 国家 が 目標 を特定 し、それ を追求す る とい う産 業政策 は有効 では

な く、 「少 しで も状況 が改 善 してい るよ うな環境整備以外 に[国家が1で き ること

がない ことは 自明」である といわれ る38。 日本 法は、憲法以外 のほ とん どの分野

で大陸法 を継受 してお り、許容 され る行為 を規 定 し、規定 され てい ない行為 は

違法 で ある と推 定す る。そ の よ うな法文化 のなかで、 アメ リカ的な コンプライ

ア ンスが強調 され るよ うにな り、 日本企業 は、明確 に許容 され てい ない ことへ

34そ もそ も、法 律 のな か に実 験 的な もの とそ うで ない もの が存在 す る とい うよ りも、 「立法

は人 間の運命 を用 いた実 験 で ある」 こ とか ら、 「実験 として の法律 」 とい う理解 を提 唱す る

立場 も存在 す る。 同書281,287-288頁 参 照。

35例 えば、AI(人 工知 能)の 開発 を制御 す るた め、2017年7.月 に総務省AIネ ッ トワー ク

社 会推 進会議 は 「国 際的 な議 論 の ため のAI開 発 ガイ ドライ ン案」 を公表 してい る。 同案 は

2018年3.月 のG7雇 用 ・イ ノベー シ ョン大 臣会合 議長 サ マ リー付属 書Bに お いて言 及 され

てい る。 同付属 書 は、availableat

https:〃www.soumu.go.jp/menu _news/s-news/01tsushinO6_02000117.html.し か し、その

よ うな(拘 束力 を もた ない)ガ イ ドライ ンす らま だ採 択 され てお らず 、 ま して法 的拘東 力

を もつ 規則 は締 結 され てい ない。

36「 付録2:汎 用 技術 の 開発 の規 制 につ い て」(後 述43-48頁)参 照。
37Brownetal .,suρranote2,p.153[邦 訳198頁].Seealsoid.p.154[邦 訳199-200頁].

38坂 村 健 「360年 後 の世界 」 あ らた にす 編 『2030年 の 日本 へ:あ らた にす 「新 聞案 内人 」

の提言 』(2012年)96,98頁 参照 。
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の挑戦 にそれ まで以 上に消極 的 とな り、イ ノベ ーシ ョンが生まれ に くくなった。

「今 の 日本 は昔 に比べ、ガバ ナ ンスや コンプ ライア ンスばか り気 に して 、失敗

を恐れ るよ うになって しまった」39ので ある。これに対 して、英米法 の国々では、

「ベ ス トエ フォー ト」の哲学 に基 づいて、制 定法で禁止 され てい るこ と以外 は

や ってみて、問題 が生 じた ときに裁判 でそれ を解決 してい くもの とされ てい る。

英米 法は挑戦促進 的なので あ る。 イ ノベー シ ョンを生みやす くす るた めには、

日本 は英米法 の国々にな ら う必要 があ るといわれ る40。

本稿 が追究 しよ うとす る 「未来 法学」 は、伝統 的な法学 の方 法 に基礎 を置 く

とい う意 味で 「未来 を構築す る法学(jurisprudenceforfuture)」 で ある。未来

に向 けて必要 な政策 を法体系 のなか に位 置づ け、最 適 な法制度 ・法解釈 を案 出

す るた めに、伝統 的な法学 の蓄積 の うえに 「創造性 と想像力 」 を駆使 しよ うと

す るものであ る41。このアプ ローチ は、法学のなかで も、行政法学 を母体 として

提 唱 され た 「政策法学」の蓄積 の うえに、それ を発展 させ るものである42。また、

「未 来法学」 は、経 済学や社会学 の応 用 に大 き く依 拠す る 「未 来学」 の専 門的

な方法 に よる 「法に関す る未 来学(futurologyoflaw)」 でもあ り、 「未来学」の

一翼 を担 お うとす るもので もある。これ ら2つ の性質 は、「未来 ・法学」と 「法 ・

未来 学」 と表記す るこ とが でき る、 これ らの学 問的営み は不 可分な もの と して

相補 的に 「未来法 に関す る学(studyoffuturelaw)」 を構成す る とい うことも

でき る。

1.「 法 ・未 来 学 」:未 来 学 の 半 世 紀

39喜 連川優 「情報爆発が人工知能を新次元に:も のづ くりはデータ活用で変わる」『日経 コ

ンピュータ』870号(2014年)36,39頁 。
40坂 村前掲論文(注38)100-102頁 参照。法典 を前提 として、その解釈 を任務 としてきた

大陸法的法学の影響の下にある日本の私法学を念頭に、生命倫理に係わる法などにおいて

は、「後追い的であるけれ ども、しか し、それが先導的な意味をもつ、機能を果たす とい う、

学問的ケース ・ロー とい うものを 目指すべ きではないのか」 とい う指摘がある。石井紫郎
「クリティックとしての歴史的素養」村上淳一編 『法律家の歴史的素養』(2003年)134,

140-142頁 参照。
41E・ シュミッ ト=ア スマ ン、海老原 明夫訳 「ドイツ行政法の最近の発展(下)」 『自治研究』

72巻10号21,24頁 参照。 同論文28頁 も参照(「 行政法総論は、特定の新 しい課題に適合

的な手段を見つ けださなければならない ときに、準拠枠 を提供す る」 とい う 「発 明機能」

を果たす と指摘する)。
42「 政策法学」の提唱 と同 じ志向が、医学においても 「処方分析」として提唱 されてい る。

日本人は分析 をお こなえばそれで完了 としがちであるが、 「アメ リカ人 は 『どれだけの効果

(利益)を どう出すか』 を重要視 します」 として、分析 を臨床 に架橋する 「処方分析」の

導入 が提唱 され るのである。西村周三他 「最先端テ クノロジーが導 くヘルスケア革命:AI

は医療課題 を解決す る救世主 となれるのか」西村周三監修『医療 白書2017-2018年 版』(2017

年)12,24頁 参照(山 田昭雄発言)。
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(1)1970年 前 後 の未 来 学 ブ ー ム

「未 来 学(Futurology)」 とい う用 語 は 、1943年 に フ レ ッチハ イ ム に よっ て

鋳 造 され た とい われ る43。 当時 は、 第2次 世 界 大 戦 の た だ なか の 「危 機 の時 代 」

で あ り、 現 在 が現 在 と して 実 感 され に く く、不 可 逆 的 に失 われ る過 去 と革 命 的

に新 しい未 来 の 間 の転 換 期 と して 実感 され る とい う認 識 が存 在 した44。そ の よ う

な 時代 を生 き抜 くた め に、 未 来 を展 望 した い とい う欲 求 が生 ま れ た も の と考 え

られ る。そ して 、1960年 代 に入 っ て 、例 え ば、ArthurC.Clarke,Profi7esofthθ

Future・'.4nEnquiryintotheLimitsoftheRossib7e(1962)が 刊 行 され 、 同 書 の

邦 訳 が1966年 に刊行 され るな ど、未 来 学 へ の 関 心 が 高 ま った45。 この 時代 も、

1962年 の 「キ ュー バ 危機 」 の 経 験 絶 望一 一 と、 デ タ ン ト(緊 張緩 和)

希 望一 一 とに揺 れ た 時 代 で あ っ た。 同 書 は、 「過 去 は、 ヒン トこそ 提 供 す るが 、

確 た るガイ ダ ンス は何1つ 与 え て は くれ な い」46と して 、未 来 を予 言 す る こ とは

不 可能 で あ る と認 め つ つ 、 未 来 とい う 「辺 境 地 域 を測 量 し、 そ の 拡 が りの程 度

につ い て な に が しか の概 念 を掴[む1」 こ とは 可 能 で あ る とす る47。1960年 代 後 半

か ら1970年 代 にか けて も、未 来 学 に関 連 す る多 くの 業績 が 刊行 され て い る48。

この 時 期 に は 、画 期 的 な技 術 の進 化 が み られ た こ とに も注 意 す る必 要 が あ る。

例 えば 、1970年 代 半 ば に は 、感 染 症 領 域 の診 断 シ ス テ ム と してMYCINと い う

プ ロ グ ラ ム が 開発 され た り、 心電 図 検 査 に基 づ く 自動 診 断 が 実用 化 され た り し

て い る49。

未 来 学 が 日本 にお い て最 も注 目を集 め た の は 、お そ ら く、1970年 の大 阪 万 国

43SeeAmyWebb
,ThθSigna7sArθTa7king∵J7VhyToday'sFringe.lsTon?orrow's

Mainstream(2016),pp.9-10[エ イ ミー ・ウェブ、 土方奈 美訳 『シ グナル:未 来 学者 が教 え

る予測 の技 術』(2017年)11-12頁].
44SeeOssipK .Flechtheim,HistoryandFuturology(1966),p.63.
45な お 、ク ラー クは1982年 に、 「1人 あた り4ト ンもの爆薬 を蓄積 してい る種 は、そ の他

の点 を問題 とす るまで もな く、す で に生物 学的 に存続 す る適 格性 をもた ない か も しれ ない」

と述べ てい る。CitedinSimonWelfare,Futurology(1989),p.61.似 た指 摘 は少 な くない。

「自然 界 の未 来 図 は暗い。 絶滅 危 惧種 が あま りに も多 いの で、 この 時代 の化石 を遠 い未 来

の地質 学者 がみ た ら、爬 虫類 時代 を終 わ らせ た大量 絶滅 の化 石資 料 と同列 に扱 うか も しれ

ない」 とい う指 摘 がそ の例 で ある。 ジ ョナ サ ン ・シルバ ー タ ウン編 、太 田英利 監訳 、池 田

比佐 子 訳 『生物 多様 性 と地球 の未 来:6度 目の大量 絶滅 へ?』(2018年)5頁 参 照。

46Clarke ,suρranote17,p.89[邦 訳100頁].
47Seeid .p.5[邦 訳3頁].な お 、 ク ラー クは、一般 的 に未 来学 は短 期 的 には過 度 に楽観 的

で、長 期的 に は過 度 に悲観 的で あ るが、未 来学 は 自己実 現預 言(self」fulfillingprophecy)

とな る可能性 が ある こ とか ら、悲 観 的で あ る よ り楽観 的で あ るべ きで あ る として いた。See

Welfare,躍 ρ盟note45,p.62.未 来 に楽観 的 で あ るべ きで あ る とす る主 張 として 、竹 内均

監修 『近未 来 と上手 にっ きあ う法:ハ イテ ク時代 なん て怖 くない 』(1984年)17頁 参 照。

48こ の 時期 にお け る未 来学 につ い て、例 えば、seeArneJensen,7}affie,0ρ θrational

Rθsθarch,Futurolog7(1980),chap.12.
49沖 山翔 「人 工知能 と医師 は共存 で き るか:AIの 進展 と医療現 場へ の影 響」西 村周 三監 修

『医療 白書2017-2018年 版 』(2017年)40,44-45頁 参 照。
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博覧会 の前後 であった50。例 えば、1967年 の座 談会 において、「万国博 を考 え る

会 」会 員で あった梅樟 忠夫 が、東 南ア ジア諸 国な どにお いては 「未 来論 はまだ

出て こない です。 そ うい うところでは未 来 はあ るのだ か らね。 かな りはっき り

した未 来像 が描 かれてい る。過去 の 日本 がそ うや った」 と発言 し、 同 じく同会

会員 で あった加藤秀俊 が 「日本 にはそ うい う未 来がな いか ら、一生懸命 に未来

をっ く らなけれ ばな らない」と受 けてい る51。翌年 、同会 を発展 させ て 日本未来

学会 が創 設 され た。 同会 の事務局 は(公 益財 団法人)未 来 工学研 究所が担 って

きた。 この年 には、経 済発 展協会か ら 『20年 後の産業 と人間:産 業未 来学序説』

(1968年)も 刊行 されてい る。なお、 この年 は、後 に述 べ る とお り、成践 大学

の政治 経済学部 が法学部(法 律学 科お よび政治 学科)と 経済 学部 とに発展 的に

分割 され た年 で もあ る(こ の うち、経済学部 は2020年 に新 たな経 済学部 と経 営

学部 に分割 され る予 定であ る)。 そ して、万国博 の開催 され た1970年 に、 日本

は高齢化社会 に突入 した52。

法学 関連で は、国際未 来学会 に参加 した経験 を受 けて著 され た、森 田康 『法

の未来学』(1971年)が 刊行 され てい る53。同書は、「地 上にユー トピア[を1実 現

[する1未来 を公約 す る コンピュー ター文化(computopia)が 、人工冬眠 を完成

す る 日は あるいは遠 くない」 とす るな らば、長期 ・短期 の冬 眠人が多数現れ 、

家族 関係 法 な どは、その安定性 ・実用性 ・正 当性 な どが根本 か ら動揺 を受 け る

ことにな ると指摘 してい る54。また、未 来学は国内法 ・国際法に条件 づ け られ る

が、未 来学 も国内法学 と国 際法学 におい て勘案 され るべ き もので ある として、

と りわ け、世界法 へ と変質 しつつ あ る国際法 は、未 来学 と 「盾 の両面」 と して

構成 され るべ きで ある と提唱 してい る55。続 いて、 山本 草二他 『未来社会 と法』

(1976年)が 刊行 されてい る。 同書 は、 「宇宙法 」、 「国土計画」、 「情報産業」、

そ して 「原了力法」と題 した論文 を所収 してい る。同書を編集 した伊藤正 己は、

社会 的変動期 であ る現代 にお いて、新 奇性 の際立つ これ らの分 野 は 「近代法 の

原理や思考 を こえた現代法 を要請す る」 として、 「公私 法にわたって多 くの領域

にかかわ りつつ考 察 しな けれ ばな らない … 専門的 に分極化 した立場で はな く、

50佐 藤 前 掲緒 言(注27)2頁 参照。 「小 塩篤 史先 生 イ ンタ ビュー 『デ ー タサイ エ ンス と未 来

学:今 ま で とこれ か らにっ いて』」『人 工知 能』194号(2019年)264,265頁 も参 照(小 塩

教授 は 「未 来学 を専 門 とされ て」 い る と紹介 す る)。
51佐 藤 同緒言1頁 参 照。
52河 合 雅 司 『未来 の年 表:人 口減少 日本 で これ か ら起 き るこ と』(2017年)25頁 参 照(1994

年 に 日本 は高齢社 会 を迎 えた こ とも紹 介す る)。
53こ の年 、 「第8回 世界 未来 学会 議 」を舞台 とす るス タニス ワフ ・レム、深 見弾 、大 野典 宏

訳 『泰 平 ヨンの未 来学 会議 』(改訳版 、2015年)の 原 著 が刊行 され て い る。映画"TheCongress"

(2013年)[邦 題 「コン グ レス未 来学 会議 」]は 本 書 を原 作 と して い る。
54森 田康 『法 の未 来学 』(1971年)20頁 参 照。
55同 書32-33 ,34,333-334,356-359頁 参 照。
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総 合 的 見地 か らの究 明 を必 要 とす る」 と指 摘 して い る56。

1970年 代 か ら1990年 代 にか けて 、アル ビ ン ・トフ ラー に よ る三部 作 が刊 行 ・

邦 訳 され て 、人 口に膳 衆 され た。 す な わ ち 、AlvinToffler,FuturθShoek(1970)

[『未 来 の 衝 撃:激 変 す る社 会 に ど う対 応 す るか』(徳 山二 郎 訳 、1970年)]、Alvin

Toffler,ThθThirdWave(1981)[『 第 三 の 波 』(1980年)]、AlvinToffler,

Pomzershift!1㎞o幅 θ4如,Wealth,alldViolelleeattheEdgeOfthe21st

O肋6昭 γ(1990)[『 パ ワー シ フ ト:21世 紀 へ と変 容 す る知 識 と富 と暴 力』(徳 山

二郎 訳 、1990年)1で あ る。 これ らの うち例 えば 『パ ワー シ フ ト』 は 、 「日本 人

は 心配 して い る。 … 個 々 の 日本 人 は経 済 一 般 につ い て だ けで な く、 自 らの将 来

に つ い て も心 配 して い る」57こ とや 、 「日本 は未 来 意 識 に漬 か っ て い る 」58こ と

な どを指 摘 して い た。

ま た 、未 来 学 の 教 科 書 と してSimonWelfare,Futurology(1989)が 刊 行 され て

い る。 未 来 に 関す る教 育 は 、現 在 と未 来 の難 問 か ら逃 避 す る こ とな く、 それ ら

を 直視 させ る た め に 有 用 で あ る。 そ の よ うな教 育 は 、 教 科 書 に 沿 って 定 型 的 に

お こな うだ け で は十 分 な もの に は な りえず 、 「真 に創 造 的 な教 師 」 に よっ て初 め

て 可能 に な る ともい われ る59。 しか し、 「真 に創 造 的 な 教 師 」 で あ っ て も、練 り

あ げ られ た 教 育 を 無 か ら創 造 す る こ とは 困難 で あ る。 そ れ ゆ え、 この 教 科 書 の

よ うに、 未 来 に 関す る多 様 な 「問 い 」 を準 備 して お くこ とは有 用 で あ る と考 え

られ る。 例 え ば 、 この教 科 書 は 、JohnLangdon-Davis,.4ShortHistoryofthθ

Future(1936),p.197が 「1960年 ま で に 労働 は1日3時 間 に か ぎ られ る よ うに

な っ て い る」と して い た こ とな ど、未 来 の予 測 に失 敗 した例 を7つ 挙 げて い る60。

た しか に、 ラ ング ドン=デ イ ビス の こ の予 測 は 当た らな か っ た。 しか し、 かれ

は 、 労働 か ら解 放 され た 人 間 が余 暇 を 「平 和 的 な 哲 学 的 推 論 や 自然 美 に 関す る

熟 考 」 に費 や す こ とは あ りそ うに な い と も してい た61。 この 点 で は 、そ の 予測 は

正 しか っ た と考 え られ る。 多 くの 論 者 は、 「低 レベ ル の 労力 か ら解 放 され る こ と

で 、よ り高度 な活 動 に人 間 の能 力 を振 り向 け られ る よ うに な る」62と考 えて きた。

56伊 藤 正 己 「は し が き 」 山 本 草 二 他 『未 来 社 会 と 法 』(1976年)1
,2-4頁 参 照 。

57AlvinToffler
,1Povvθrshifr:Kinovvledge,Wealth,andVio7eneeattheEdgθofthθ21st

Century(1990),p.119[ア ル ビ ン ・ ト フ ラ ー 、 徳 山 二 郎 訳 『パ ワ ー シ フ ト:21世 紀 へ と変

容 す る 知 識 と 富 と 暴 力(上)』(1990年)185頁].

58AlvinToffler
,Powθrshift!Kinow1θdge,〃 盈11勉,andVio7θneθatthθEdgθofthθ21st

Century(1990),p.444[ア ル ビ ン ・ トフ ラ ー 、 徳 山 二 郎 訳 『パ ワ ー シ フ ト:21世 紀 へ と 変

容 す る 知 識 と 富 と 暴 力(下)』(1990年)298頁](ア メ リ カ は 「現 在 」 に 焦 点 を 当 て 、 欧 州

は い ま だ に 過 去 志 向 が 強 い と 指 摘 す る).

59SeeFlechtheim
,supranote44,pp.66-67.

6〔〕SeeWelfare
,suρranote45,p.32.

61SeeJohnLangdon-Davis
,.4ShortHistoryofthθFuturθ(1936),pp.207-208.

62た だ し
、 例 え ば 、 移 動 技 術 へ の 依 存 は 、 脚 力 の 減 退 や 、 生 活 習 慣 病 の 発 症 の 誘 発 と い う

副 作 用 も 発 生 さ せ う る 。 暦 本 純 一 「人 間 拡 張 学 の 展 望 」 暦 本 純 一 監 修 『オ ー グ メ ン テ ッ ド ・
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しか し、例 えば、スポー ツ基本法 の下で振興 され るべ き もの とされ るスポーツ

観戦 が 「よ り高度な活動」であ るか ど うかは1つ の問題 で ある。ハ クス リーは、

『素晴 らしい新世 界』 にお いてスポー ツを愛好す るよ うに条件 づ け られ るは、

人 間の5つ の階級 の うち下か ら2番 目の階級 な ど「大衆」の乳児 で ある とした63。

ケイ ンズ も、人 間 らしい 「真 の問題 」 は 「人 生の問題 ・人 間関係 の問題 ・創作

と行動 と宗教 の問題 」64で あ り、 「熱烈 な観 照 と交わ りとにふ さわ しい主題 は、

最愛 の人、美 、お よび真理 であ り、人生 にお け る主た る 目的は、愛で あ り、美

的体験 の創 造 と享受で あ り、そ して知識 の追求で あった」65と す る。 もっ とも、

かれ が 自認 す るよ うに、かれ は 「最後 のユー トピア論者 、あ るい は時お り世界

改良論者(meliorist)と 呼 ばれ るものに属 していた」66。 かれ は、 「体制変革 の

期待 において素朴 であ り、少 な く ともあま りにも賢人支配者 の傾 向が あった」67

と評 され てい るのであ り68、一般 にはその よ うな思想 は古臭 い もの と考 え られ る

か も しれ ない。

1970年 前後 のブームの後の 日本 にお いて も、 「未 来学」 とい う言葉 を冠す る

著作 は散発 的に刊行 され てきた69。一一例 を挙 げれ ば、塚原 正彦 『みんなの ミュー

ヒュー マ ン:AIと 人 体科 学 の融合 に よ る人機 一 体 、究極 のIFが 創 る未 来』(2018年)455,

460-461頁 参照 。

63SeeThθColleetθdMZorksofAldousUuxle7Vol .22!BravelVewl7Vorld:.4Nove1(1958),

p.17[オ ル ダス ・ハ クス リー 、大森 望訳 『す ば らしい新 世 界』(2017年)34頁].
64PrefacetoThθCol1θetθdWritillgsOfJohllMayllardKeynθs ,Vo7.■X・'Essaysill

Persuasion(1972),atxvii,xviii[宮 崎義一 訳 「序文 」『ケイ ンズ全集 第9巻:説 得論 集』(1981

年)xxiii,XXV頁].
65MyEarlyBeliefs

,inThθCol1θetθdJ7VritillgsofJohnMayllardKe7nθs,Vo7.X.'Essays

inBiography(1972),pp.433,436-438[大 野 忠男訳 「若 き 日の信 条 」『ケイ ンズ全集 第10

巻:人 物評伝 』(1980年)565,570,572頁].
661d .p.447[邦 訳583頁].

67こ の評 言 の後 に 「しか し、 よ りよい世 界 にか んす る この見解 は、 かれ の経 済学者 と して

の活動 を支 配 した」 と続 け られ る。D.E.Moggridge,Keynes(3ded.1993),p.170[D・E・

モ グ リッジ、塩 野谷 祐一 訳 『ケイ ンズ』(1979年)207頁].

68ク ラー ク も、 「思考機 械 」が 日常 的な仕 事 をお こな うよ うに な る と、人 間は 「もっ と高 尚

な思考 」 に集 中で き る とい う。SeeClarke,suρranote17,p.203[邦 訳218頁].そ して 、

真 に価 値 のあ る行 為 は 「知識 の探 求 と美 の創 造 で あ る」、文 明 は 「そ の知 的達成 」 と 「その

芸術 作 品」に よって評価 され る(id.p.83[邦 訳93頁])、 真 に価 値 あ る もの は、「美 と知慧 、

笑 い と愛」 な ので 、 「淫逸 きわ ま る快 楽主義 」 に陥 った 「完全 に飽 満 した倦 怠 」 に代 えて、

「働 く必要 が た とえない として も、生涯 を幸福 に過 ごせ る」 よ うに人類 を文 明化 す る こと

が 「未 来 に残 され た最大 の課題 」 で あ る(id.p.150[邦 訳160-161頁])と す るので あ る。

なお 、佐 藤 が2012年 にハー バ ー ド大 学 で参加 した研 究 会 にお いて 、若 い非 日本人 の 間で 、

「日本 文化 をアニ メで代 表 させ るべ きで はな く、源 氏物語 な どで代表 させ るべ きで ある」
　 　 　　　 　　　

とい う趣 旨の発言 と、 「高級文化(上 位文化)と 大衆文化の区別に意味はな く、 日本文化 を

アニメで代表 させ ることに問題 はない」 とする趣 旨の発言の応酬があった。
69例 えば、 『医療未来学:バ イオが変える医療新時代』(1993年)お よび毎 日新聞社人 口

問題調査会編 『人 口減少社会の未来学』(2005年)が ある。
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ジアム:人 が集 ま る博 物館 ・図書館 をまちなか にた くさんつ くろ う:博 物館 ・

図書館未来学』(2016年)が ある。 同書 は、博物館 法(1951年)の 下の博物館

や 図書館法(1950年)の 下の図書館 は、その役割 が限定的な もの とされ 、それ

らに期 待す る ことので きるはず の役割 を十分果 た して いない と して、それ らを

古典古代 の 「ムセイオ ン」の伝 統 を受 け継 ぐ 「ミュー ジアム」、す なわ ち、「人 、

モ ノ、情報 を収集 し、それ らを縁結 び しなが ら、新 しい知 を想像 し続 け、人 々

の限 りない成長 を促 す」機 関へ と位 置づ け直 し、それ を活用 した 「知 と学 び」

を通 して、新 しい社 会 をデザイ ンす る 「ミュージア ム未来学 」の樹 立 を提 唱 し

てい る70。

(2)50年 後 の未来学再興

近年 、 「未来」がブー ムで ある。国は、内閣官房 の 日本経 済再生総合事務 局の

下に未来投資会議 を設置 し、2018年6月15日 に 「未来投資戦略2018:『Society

5.0』 『データ駆動型社会』へ の変革」を公表 した り71、総務省 の情報通信審議会

の下に 「10T新 時代 の未来づ く り検討委員会」を設置 し、2018年4月 に 「未来

をつ かむTECH戦 略(中 間 とりま とめ)」72を 公表 した りしてい る。また、大学

の名前 と して、公立 はこだて未来大学や東京未来大学 な どが存在す る。さ らに、

大 学の部局 の名 前 として、大 阪大 学の未来戦 略機構 や千葉大 学の国際未来教 育

基幹(運 営組織)73が 存在す るほか、東京電機大学 に未来科学部 、田園調布 学園

大学 に子 ども未来学部 が設置 され てい る74。大 学におけ る実践 的教 育プ ログラム

と しては、「地(知)の 拠 点大学 に よる地方創世推進事業(COC+)」 の枠組 みの

下で、和 歌山大 学の 「わかや ま未 来学副専攻 」も開設 されてい る75。高等 学校 と

7〔〕塚原 前掲 書(注9)40-41 ,45-49頁 参 照(「 ミュー ジアム」 を 「人 と未 来 を結 ぶ創造 装 置

で あ り、未 来 をデ ザ イ ン し、発 明す る中核 施 設」 と位 置 づ け る)。 同書63頁 も参 照(「 学 び

が核 にな ってす べ てが未 来志 向で動い て い くのが 『知 の成 長 社会 』 で ある とす る」)。塚 原

正 彦 、デ ヴィ ッ ド ・ア ンダー ソン、土井利 彦 訳 『ミュー ジア ム国 富論』(2000年)に 寄せ た

「序 にか えて:ミ ュー ジア ム ・ビッグバ ン:知 の大爆 発 が始 ま った」 にお い て、望 月照 彦

は、市 民 を 「知 民」 へ 、地域 を 「知域 」へ 変 え る 「ミュー ジア ム ・ビッグバ ン」 に 日本 を

導 く もの と して、 同書 を位 置 づ けてい る(11-12頁)。

71狩 猟社会 、農 業社 会 、工 業社 会 、情報社 会 に続 い て、IoT(モ ノのイ ン ター ネ ッ ト)や

AIな どのイ ノベ ー シ ョン を特徴 とす る第4次 産業 革命 に よって成立 させ るべ き もの が

「Society5 .0」 で あ る とされ てい る。政 府 は、2016年1.月22日 の閣議決 定 「第5期 科 学

技術 基 本計 画」 以 降、 「Society5.0」 の実現 を 目標 と して掲 げて い る。

72こ の 中間 と りま とめは、 人 口減 ・高齢化 な どを 「静 か な る有 事」 と呼ぶ(1頁)。 「静 か

な る有 事」 につ い て、河 合前 掲書(注52)11,145,192頁 参 照。 河合 雅 司 『未 来 の年表2:

人 口減 少 日本 で あなた に起 き る こと』(2018年)14頁 も参 照。
73千 葉 大 学 の倉 阪秀史 教授 は 「未 来 カル テ」 の作成 で知 られ てい る。 同カル テ のサイ トと

して 、seehttp:〃opossum.jpn.org/.

74梅 光学 院大 学子 ども学部 に は、子 ど も未 来 学科 が存在 す る。
75冨 永哲雄 「地域 志 向教育 の教 育効果 と課 題 に 関す る一考 察:わ かや ま未 来 学副 専攻 を事
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して も、福 島県立ふ たば未来学 園高等学校 な どが76、中学校 として も、鳥 取市立

福部未 来学 園中学校 な どが存在す る。 小学校 にお ける 「プ ログラ ミング教育 」

を推進す るために、文部科学省 な どは2017年 に 「未来 の学び コン ソー シア ム」

を設 立 してい る77。2020年 度 か ら小学校 において、意 図す る一連 の活動 を実践

す るた めに、 どの よ うな動 きの組合せ が必要 か、個 々 の動 きに対応 す る記 号 を

どの よ うに組み合 わせ るべ きか、そ して、そ の組合 せ を どの よ うに改善すれ ば

意 図 した活動 に近 づ くか な どに関す る 「論理 的思考」 であ る 「プ ログラ ミング

的思考 」を育成す る教育 が開始 され る予定 であ る78。

民間機 関 と して も、例 えば、リクルー トキャ リア に2013年 に設 立 され た就職

み らい研 究所 な どが存在す る79。また、 「未来 」 を表題 に含 む雑誌 の特集や80、

論文 な ども少 な くない。例 えば、星野俊也 「未 来共生 による人間の平和論 」(2015

年)は 、 「よ りよい明 日」 が実現す る保証 はない ものの、 それ に向かい、 「過去

や現在 の思考や方 法 に止 ま らず 、創 造的 ・革新 的な発 想や手段 を通 じて 『イ ノ

ベ ーシ ョン』 を もた らそ うとす る姿勢」 に よる 「未 来共生」 とい う理念 を提案

す る81。それ は、 「自らと他者 の尊厳 に対す る深 い理解 と敬意 に立脚 し、多様 で

異 な る文化的背 景や社 会的属性 を有す る人び とが互い を高 め合 い、共通 の未来

に向けた斬新 な共生 モデル を導 き出す知識 ・技能 ・態度 ・行動 力」82を意 味す る

例 として」『大 学地 域連携 研 究:地 域 と大学 を繋 ぐコーデ ィネ ー ターネ ッ トワー ク構 築事 業』

5号(2018年)43頁 参 照。福 島大 学 も、ふ くしま未 来 学(COC)推 進 室事 務局 を設 置 し、

『ふ く しま未 来 学:地 域 とつ な が る。 とも に学 ぶ。 』(2018年)お よび 『「ふ く しま未 来 学」

の5年 間 のま とめ』(2018年)を 刊 行 して い る。

76高 校 生 向 け教材 と して、栃 木 県教 育委 員会 事務 局生涯 学 習課編 『じぶ ん未 来学:と ち ぎ

の高校 生』(2016年)が 刊 行 され てい る。 同書 は 「自分 ・親 ・子 ども ・家族 ・地 域 ・社会 」

とい う視点 か ら、高 校生 が 自分 の将来 を考 える学習 で あ る とされ て い るが(4-5頁)、 技術

の進 化 を受 けた社 会 の変化 な どは強調 してい ない。

77同 コン ソー シ アム のサイ トと して、seehttps:〃miraino-manabi.jp.
78総 務 省 「平成30年 版 情報 通信 白書:ICT白 書:人 口減 少 時代 のICTに よる持 続 的成長 」

340頁 参 照。

791965年 創 業 の未 来工 業 も 「日本 一社 員 が しあ わせ な企 業 」 として取 りあ げ られ る こ との

あ る株 式会 社 で ある。 また 、未 来 予報株 式 会社 とい う会社 も存在 したが 、VISIONGRAPH

Inc.へ と改名 して い る。

80例 えば、 「地方 国立 エ ックス大学 、2040年 の未 来予想 図」『文 教速 報』8565号(2018

年)2頁;「 発進!SDGsビ ジネ ス:2030年 ま での成 長戦 略」 『国際 開発 ジ ャー ナル 』739

号(2018年)12頁;「 『不動 産 業 ビジ ョン2030』 策 定 」『.月刊不 動産 流通 』2019年8.月 号

76頁 参 照。

81星 野俊也 「未 来 共生 に よ る人 間 の平和 論」神 余 隆博他 編 『安全 保 障論:平 和で公 正 な 国

際社 会 の構 築 に 向けて』(2015年)503,506,518頁 参 照。 「未 来共 生学 」 は大 阪大学未 来

戦 略機構 第5部 門、 「未 来 共生 イ ノベ ー ター博 士課 程(RESPECT)プ ログ ラム」 にお いて

創案 され た概 念 で あ る。 同 プ ログ ラムのサ イ トと して 、see

http:〃www.respect.osaka-u.ac.jp.

82同 論 文507頁 。
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とされ る。そ して、 「未来共生秩序」 として、主権 国家の間で機能す る国際社会

を 「イ ンター ・ヒューマ ンな社会」で ある 「グローバル な社 会」(世 界社 会)へ

と変質 させ てい くことを構想す るのであ る83。さらに、注 目され るシ リーズ刊行

と して、三菱総合研究所 の総合未来読本 「フロネ シス」84シ リー ズ、ナカニシヤ

出版 の 「メデ ィアの未来」85シ リー ズを挙 げるこ とがで きる86。

この よ うに未来 に注 目が集 ま る理 由 と しては、3つ 考 え られ る。

第1に 、技術 の進化 の加速化 に よる未来 の不確 実性 の増 大であ る。例 えば、

世帯普及率 が10%に 到達す るまでの期 間は、電話 が76年 で あったが、イ ンター

ネ ッ トは5年 で あった87。この よ うな速度 は、人間 に とっての1年 がその生涯 に

とって7年 分の意 味を もつ といわれ る犬の時間、す なわ ち ドッグイヤーの速度

であ るといわれ る88。さらに、ドッグイヤー とい う概念 で も十分 ではない と して、

その2倍 の速度 を意味す る 「ダブル ・ドッグイ ヤー」89や 、人間 の18倍 の速度

を意 味す る 「マ ウスイ ヤー」goなどの概念 も用い られ る。実際 に、AIの 進化 は、

デ ィープ ラー ニ ング(深 層学習)を 用い る ことによって、ブ ロック崩 しゲーム

で遊 んでいた3歳 児が、3年 後 に囲碁の世界的なプ ロ棋 士 を破 り、さらに2年 後

に医師 と同 じ水 準で眼病 を検 出で きるよ うにな るよ うな速度 であ る とい われ る

91。多様 な問題 を解決す る多角的 な能力 を 自身 で獲得 し、設 計時の想 定 を超 えた

83同 論 文511-512頁 参 照。
84『2030年 の 「クル マ社 会 」を考 え る』(2009年)を 第1巻 として 、『2030年 の 「食 と農 」

を考 え る』(2010年)、 『2030年 の 「住 ま う」 を考 え る』(2010年)な ど、『新 イ ン フラ論:

「イ ン ター ス トラクチ ャー」 がス マー トな未 来 を創 る』(2019年)ま で20巻 が刊行 され て

い る。

85池 田 理 知 子 、松 本 健 太 郎 編 『メ デ ィ ア ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 』(2010年)に

始 ま り 、 第11巻 に あ た る 岡本健 、松 井広 志編 『ポ ス ト情 報 メ デ ィ ア 論 』(2018年)

ま で 刊 行 され て い る 。
86な お 、 「トラス ト未来 フォー ラ ム研 究叢 書 」 も2018年 まで に83の 書籍 を刊行 してい る

が、 その 内容 は必ず しも 「未 来」 を焦 点 とす る もの とはか ぎ らない。

87志 村 幸雄 「ドッグイ ヤー 的進化 を遂 げ るITの 今 後」『あ さひ銀 総研 レポー ト』166号(2001

年)16頁 参 照。
88吉 井博 明 「ドッグイ ヤー 時代 の複 眼行 政 システ ム」 『消 防科学 と情 報』60号(2000年)

4-6頁 参 照。 日垣 秀彦 「ドッグイヤ ー のサイ エ ンス」『バ イ オ メカニ ズ ム学会誌 』32巻2号

(2008年)53頁 も参照(ド ッグイヤ ー の速 度 で進化 す る再 生 医療 は、宗教 や倫 理 の世界 に

踏 み込 ん でい る こ とか ら、 「サイ エ ンス におい て、 も し、 ドッグイヤ ーの先 にバ ブル 崩壊 が

あ る とすれ ば 、人類 の生 存 に深 く影響 す る と危 惧す る」 と警 告す る)。

89室 田泰 弘 「今や ダブル ・ドッグイ ヤ ー の時代!:何 で こん な に速 い?IT革 命 のス ピー ド

レー ス」『エ コ ノ ミス ト』3481号(2000年)70頁 。

go坂 村 前 掲論 文(注38)96-97頁 参 照。
91日 経 ク ロス トレン ド編 『デ ィー プ ラー ニ ン グ活 用 の教科 書:先 進35社 の挑 戦 か ら読 む

AIの 未 来』(2018年)2頁 参 照。AIは 、それ が提 唱 され た1956年 以 来、 不断 に進化 して

きた わ けでは な く、1960年 代 の第1次 ブー ム、1980年 代 の第2次 ブ ー ム、そ の後 「AI冬

の時代 」 を経 験 した うえで、2010年 代 に第3次 ブー ムが生 じた といわれ る。 山 田誠 二 「AI
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問題 を解決す るAIを2030年 までに開発 す ることを 目指 して、2015年 に 「全脳

アーキテ クチャ ・イニ シアテ ィブ」が設 立 され てい る92。その後、2030年 がAI

に よる 「知識獲得」 の画期 にな るとす る予測 も公表 され てい る93。

第2に 、技術 の進化 の速度 が 「マ ウスイヤー」 となって も、人 間の脳 の進化

はそれ よ りもは るかに遅 いままであ ることか ら、「文化遅滞(culturallag)」94が

生 じ、技術 の進化 を社 会的 に コン トロール した り、新 しい技術 に起因す る事故

を防止 した りす るこ とがい っそ う困難 とな るこ とで ある。例 えば、ボイ ラーの

場合 の よ うに、危険 を回避す るために 「1つの技術分 野で十分 な経験 を積 むには、

だいたい200年 近 くかか る」 こ とか ら、原子 力や ロケ ッ トな どの先端技術分野

では、人間の経験 不足 による危 険が存在す る と考 え られ る95。この よ うな危 険 を

認識 してい なが らそれ を十分管理 す るこ とがで きない とい う無 力感 は、社会 的

不安 を増大 させ る96。た しかに、教育 に よって 「文化遅滞 」を解 消 させ うるな ら

(人 工知能)と は何 か:第3次 人 工知能 ブ ー ム とデ ィー プ ラー ニ ン グの可能性 」 西村 周三

監修 『医療 白書2017-2018年 版 』(2017年)12,13-15頁 参 照(第3次 ブー ム は、基礎 理 論

の進 展 に よるもの では な く、IT企 業 に よ る応用 先行 の性 質 が強 い こ とか ら、 限界 をもつ と

指 摘す る)。 松尾 豊 「デ ィー プ ラーニ ング と人 間拡 張」暦 本純 一 監修 『オー グメ ンテ ッ ド ・

ヒュー マ ン:AIと 人 体科 学 の融合 に よる人機 一 体 、究極 のIFが 創 る未 来』(2018年)303,

304頁 も参 照(第2次 ブー ムの 際 のアル ゴ リズ ムに、計算 能力 とデ ー タの拡 大 が加 わ る こ と

に よって 、第3次 ブー ム が生 じた とす る説 明 を紹 介す る)。

92同 イ ニ シアテ ィブ のサイ トと して、seehttps:〃wba-initiative.org/.こ の よ うなイ ニ シア

テ ィブ とな らんで 、 「マ イ ン ド ・ク ロー ン」 と呼 ばれ る脳 の情 報 を永続 させ るた めの媒体 の

開発 も試 み られ て い る。谷 田部卓 『未来IT図 解:こ れ か らのAIビ ジネ ス』(2018年)153

頁 参照 。
93日 経 ク ロス トレン ド編 前 掲書(注91)16-17頁 参 照。
94森 元孝 『未 来社 会学 序説:勤 労 と統治 を超 える』(2018年)187頁(こ の概 念 は、1923

年 にオ グバ ー ンが 唱 えた もので あ り、 存在(下 部構 造)が 意識(上 部構 造)を 規定 す る と

い うマ ル クス主 義 の着想 に根 ざす もので あ るが、 日本 社 会 には 同概 念 で説 明 で きる現象 が

存在 す る と指摘 す る)。SeeWilliamFieldingOgburn,SocialChallgθwithRθspθetto

OulturθandOriginalNature(newed.1950),pp.199-213[オ グ ヴァー ン、雨宮庸 蔵 、伊 藤

安 二訳 『社会 変化 論 』(1944年)187-200頁](森 林 伐採 に よる環 境破 壊 とそれ に対 応す る

森 林保護 立 法 の間 に遅滞 が生 じる例 で、文化 遅 滞仮説 を説 明す る).た だ し、 オ グ ヴァー ン

は、文 化遅 滞 の理 由 と して 、脳 の進化 の速 度 よ りも、習慣 に従お うとす る心理 的傾 向 な ど

の 「文化 慣 性(culturalinertia)」 を強調 して い る。Seeid.pp.148-149,176-180,193-196

[邦訳140-141,166-170,182-184頁].生 物 学的進 化 よ り速 い文 化 的進化 です ら技 術 の進化

に追 いつ かな いの で ある。Seeid.pp.284-285,290-291[邦 訳268-269,274-275頁].オ グ

ヴァ ン とほ とん ど同 じ1927年 に、ケイ ンズ も、 「われ われ の環 境 は、 われ われ 自身 よ り

は るか に速 く変化 を とげて い る」 と指摘 してい た。SeeClissold,inThθCol1θctθdJ7Vritings

OfJohnMaynardKeynθs,Vo7.IX・EssaysinPersuasion(1g72),pp.315,316[宮 崎 義一 訳

「ク リソル ド」 『ケイ ンズ全集 第9巻:説 得論 集』(1981年)379 ,381頁].
95畑 村 洋太 郎 『危 険不 可視社 会 』(2010年)84-87頁 参 照。
96「 今 とは異 な る世界 」へ の ビジ ョンが衰退 す るなかで危機 感 が 高ま る と、 「今 とは異 な る

世 界」 が鮮 明 に意識 され る。 そ こで 、後者 に関す る 「『神 』学 」 が 「一 種 の 『未 来』 学」 と

して注 目され る といわれ る。福 嶋 揚 『カール ・バル ト:未 来 学 と しての神 学』(2018年)
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ば、社会 的不安 はそれ ほ ど増 大 しないか も しれ ない97。 しか し、社会科学 ・人文

科 学の研 究 につ いて も 「文化遅滞 」は生 じる。研 究です ら技術 の進 化 を先取 り

した り、時 間的な懸 隔 な くそれ に追いつ いた りす るこ とができないので 、研究

の成果 を基礎 と して成 立す る教 育が技術 の進化 に後 れ を とるこ とは当然 であ る

98
0

第3に 、 この よ うな不 安 に もか か わ らず 、有 用 ・無用 な情 報 量 は指 数 関数 的

に増 大 し続 け て い る こ とで あ る。象 徴 的 に い え ば 、情 報 量 が 「ペ タバ イ ト」(250

バ イ ト)単 位 か ら 「ゼ タバ イ ト」(270バ イ ト)単 位 へ と短 期 間 に急 増 して い る

の で あ る99。1999年 度 以 降 、選 択 可能 情 報 を 中 心 と した情 報 の流 通 量 が劇 的 に

増 加 した状 況 は 「情 報 爆 発(informationexplosion;info-plosion)」 と呼 ばれ る

100。 「情 報 爆 発 」 は 、情 報 公 開 を介 して 「知識 の爆 発 」 を 引 き起 こ して い る と も

い われ る101。 しか し、 逆説 的 な が ら、情 報 量 の 急 増 は 、 い わ ゆ る 「知 識 産 業 の

時代 」 で はな く、 「知 識 が経 済 的価 値 を もた な い 時代 」 を も た ら した102。 情 報 が

どれ ほ ど存 在 して い て も、 それ を収 集 ・整 理 す る能 力 が な けれ ば 、 「情 報 洪 水 」

の な か で 、信 慧 性 の低 い情 報 や 偽 造 され た情 報 に翻 弄 され る こ とに な る103。種 々

12,172-174頁 参 照。

97後 に触 れ るH・G・ ウェル ズ は、歴 史 を 「教 育 と破 滅 の競争 」 で あ る とみ な してい た と

いわれ る。SeePatrickParrinder,BiographicalNote,illH.G.Wells,ThθTimθMachinθ

(1985),atvii,xi[バ トリック ・パ リンダー 「H・G・ ウェル ズ小伝 」H・G・ ウェル ズ、池

央 取訳 『タイ ム ・マ シン』(2012年)189,197頁 参 照。

98合 衆 国にお い ては 、教育 シ ステ ムにつ い て、主観 的 に 、生徒 が学校 に通 って も学習 能力

は 向上 しない と考 え る割 合 が80%、 学校 に通 う主要 な理 由 は学習 で はない と考 え る割 合 が

60%に の ぼ ってお り、客観 的 に も、 「ほ とん どの生徒 は現 代社 会 で働 くた め に必要 な知識 を

身 につ けず に学校 か ら離 れ る」 といわれ る。SeeJacquesAttali,Vivementapres'demain!:

15anspoursortirde1'impasse(2016),pp.64-65[ジ ャ ック ・アタ リ、林 昌宏訳 「日本 の読

者 へ」 『2030年 ジ ャ ック ・アタ リの未来 予測:不 確 実 な世 の 中 をサバイ ブせ よ!』(2017

年)65-66頁](「 多 くの国 では、学校 の教 育 カ リキ ュ ラムに宗教 色 が強 ま ったた め、科学 と

理性 の場 と しての学 校 の機 能 が弱 ま って い る」 と も指摘 す る).

99小 林剛 「『巨大 デー タ経 済』が意 味す る もの」『エ コ ノ ミス ト』4123号(2010年)7-8頁

参 照。

100総 務 省情 報通 信政 策 局情報 通信 経 済室 「平成17年 度 情報 流通 セ ンサ ス報告 書 」(2007

年)1-12頁 参 照。 「情 報爆 発 」 とい う用 語 は2004年 に鋳 造 され てい る。喜 連川 優 「ビ ッグ

デ ー タ、IoT、AIは 一 体 で進 化 『情 報爆 発 』がイ ノベ ー シ ョンを生む 」『テ レコ ミュニ ケー

シ ョン』386号(2016年)16,17頁 参照。

101小 林 前掲 記事(注99)9頁 参照。
102野 口悠 紀 雄 「ITは 経 済 を成長 させ る:誰 もが知識 を入 手で き る時代 の ビジネ スモデ ル 」

『エ コノ ミス ト』4123号(2010年)10-11頁 参 照。
103小 関悠 『先読 み 「情 報脳 」の鍛 え方:情 報 中毒社 会 サバ イバ ル ガイ ド』(2011年)20-21

頁 参照 。情 報洪 水 のな かで は、信 慧性 な どの質 で はな く、 ア クセ ス の容 易 さ 例 えば、

イ ンターネ ッ ト上 での検 索 の容 易 さ に よって 、判 断の基礎 とな る情報 が決 定 され が ち

とな る。 「既 存 の情 報 で得 られ た ものか ら少 し出 た ほ うが 良 い解決 が出 る とい う場合 で も、

その ことに気 がつ かな いか 、 あるい は気 がつ いて もそ の間 の距離 を埋 める工夫 を しよ うと
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の知識へ のアクセ スが容易 になった ことに よって、自己の 目的 と関連 し、かっ、

信 慧性 の高い知識 を特定 し、それ を選別 す る 「知識 に関す る高次[メ タ レベル1

の知識 」104-一 「リテ ラシー」 が希少材 として価値 を もつ時代 になったの

であ る。 情報 の適切 な選別 は現代 にお けるサバイバル術 であ る105。 リテ ラシー

を十分 もた ない人 々 は、過剰 な情 報の なかで方 向 を見失 い、必 要な知識 の過小

に直面す ることにな るのであ る106。

ところが、情報爆発 は人間 の リテ ラシー を減衰 させ る可能性が ある。例 えば、

広告 につい て、無視 され る情報 の増加 のなかで、消費者 が情報 の選 択権 を もつ

とい う前提で戦略 を立て るこ とにな ると指摘 されて い る107。それ は、商 品の質

に関す る情報 を詳細 に伝達す る代 わ りに 「関係 性 を深 める」 もので あ り、 「私 に

言 わないで、私 に見せ て」とい う消費者 の欲求 に応 じるものであ るといわれ る108。

ここで想定 され る人 間は、品質 を理解 し、選択す るとい う理性 的主体ではな く、

感性 に従 って反応 し、消費す る直観 的主体で ある。情報の過剰 ゆえに、 「情報や

モ ノを見極 めて買物 をす る ことに心的 ス トレスや 時間的 コス トがかか る よ うに

なって しまった」こ とか ら、買物 を面倒で ある と感 じる人 が増 える109。そ こで、

「失 われ た20年 」に提 唱 され ていた 「情報 を集 め比較 し合理 的に選ぶ」(AISAS)

顧 客 を想 定 していたマーケテ ィングではな く110、買物 に 「リテ ラシー」 を発揮

しないで手元にある情報の中だけで結論をだ して しま う」 ことになるのである。滝井繁男

「法学部で何を学ぶか」『青山法学論集』52巻1号(2010年)319,340頁 参照。
　　　　 　　　 り　　

104Toffler
,理 ρ蝦note57,p.140[邦 訳200頁](現 代 の 「超 象 徴 経 済 」 に お い て 、 最 も

重 要 な の は 「知 識 に つ い て の 知 識 」 で あ る と す る)。

105谷 田 部 前 掲 書(注92)131頁 参 照 。

106「 現 実 」は 、仮 想 現 実(VirtualReality)、 複 合 現 実(MixedReality)、 拡 張 現 実(Augmented

Reality)を 超 え て 「ハ イ パ ー リ ア リ テ ィ(HyperReality)」 に 変 質 しつ つ あ る と 指 摘 さ れ

て い る 。SeeNobuyoshiTerashima,TheDefiniyionofHyperreality,inHypθrrθa7ity!

ParadigmfortheThirdth71θnnium(JohnTiffin&NobuyoshiTerashimaeds.,2001),pp.

4-5[寺 島 信 義 「ハ イ パ ー リ ア リ テ ィ の 定 義 」JohnTiffin&NobuyoshiTerashima編 、 寺 島

信 義 監 訳 『ハ イ パ ー リ ア リテ ィ:第 三 千 年 紀 の パ ラ ダ イ ム 』(2002年)1頁].SeealsoJohn

Tiffin&NobuyoshiTerashima,HyperMillenium,inHypθrrea7ity:Paradigmforthθ

ThirdMJ77θnnium(JohnTiffin&NobuyoshiTerashimaeds.,2001),pp.pp.142,146-147,

152[ジ ョ ン ・テ ィ フ ィ ン 、寺 島 信 義 「ハ イ パ ー 新 世 紀 」JohnTiffin&NobuyoshiTerashima

編 、寺 島 信 義 監 訳 『ハ イ パ ー リ ア リ テ ィ:第 三 千 年 紀 の パ ラ ダ イ ム 』(2002年)199,206-208,

215頁](確 信 で き る 「現 実 」 は 自身 の 存 在 の み に な り、 「社 会 に 対 す る 関 心 の 終 焉 と と も に 、

『自分 の 時 代(ミ ー イ ズ ム)』 が 到 来 し 」、 そ の よ う な 「『個 人 』 の 時 代 は 、 自 ら が 見 た い と

思 う も の だ け を み る よ うな ナ ル シ ス ト的 な 時 代 と な る 」 可 能 性 を 指 摘 す る)。

107佐 藤 達 郎 『教 え て!カ ン ヌ 国 際 広 告 祭:広 告 と い う カ タ チ を 辞 め た 広 告 た ち 』(2010年)

162-163頁 参 照 。

108同 書224
,228-229頁 参 照 。

109博 報 堂 買 物 研 究 所 『な ぜ 「そ れ 」 が 買 わ れ る の か?:情 報 爆 発 時 代 に 「選 ば れ る 」 商 品

の 法 則 』(2018年)3-8,43-46頁 参 照 。

110同 書38-40頁 参 照 。
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しよ うと しない人 々を想定す るべ きであ るといわれ てい るのであ る。

この よ うな人 々の態 度が 自覚 的選 択 による もので ある とす る と、 自己決 定 と

自己責任 の問題 にす ぎない か も しれない。 しか し、ひ とたび その よ うな態度 を

とる と、脳 そ の ものが変質す るこ とになる。脳 は、そ の機 能 を機械 に依存す る

よ うにな ると、過剰適応 し、みず か らの を減衰 させ る一一 いわば廃用 に させ る。

それ ゆえ、人 間 と機械 を一体 とす るシステ ムを設 計す る際 には、 当該 システム

を脱着 した ときに脳 に残 る影響 を変数 として組 み込ん でお く必 要が ある と指摘

され る111。例 えば、機械 による 自動化 を導入 す る際 には、機械 に全面的 に依存

す る と人 間が判 断能 力 を喪失す る とい う 「自動化 バイ アス」 が生 じる可能性 が

あ るこ とか ら、それ を防止す るた めに、人 間に よる適度 な介入 を要求す る設計

に しな けれ ばないのであ る112。また、機械 システ ムが人 間に 「依 存症」 を生 じ

させ る可能性 もあ るこ とか ら、適切 な立法 が必 要な場合 もあ る。例 えば、オ ン

ライ ンゲー ムへ の依 存 は、覚せ い剤 へ の依存 の場合 と同 じよ うに、社会生活 に

支 障 をもた らす機能 的障害 のみな らず、脳 に不 可逆的 な器 質 的変異 を もた らす

ことか ら、それ は 「デ ジタル ・ヘ ロイ ン」113と 呼ばれ る114。 とりわけ、若年 の

ころか ら依存症 に陥 ると、そ の悪影響 が生涯 に及ぶ。そ こで、例 えば、 「アヘ ン

戦争 」 を経験 してい る中国や 、依 存症 の有病 率が高い韓 国は、児童 によるオ ン

ライ ンゲー ムの利用 を規 制す る立法 をお こな ってい る115。両国 とは対照 的に、

日本 は 「日本流 のなあな あ主義」 でそれ を放 置 してお り116、両国がゲー ム会社

を介 して 「無 防備 な状態 に置 かれ た 日本 の若者[を1、21世 紀の阿片に蝕[む1」 に

まかせ てお り、 「アヘ ンが蔓延 し亡国の道 を歩 んだ清朝 中国の二の舞 にな[る1」

m牛 場 潤 一 「神 経機 能 を変容 させ るサイ ボー グ技術 」暦 本 純一 監修 『オ ー グメ ンテ ッ ド ・

ヒュー マ ン:AIと 人 体科 学 の融合 に よる人機 一 体、 究極 のIFが 創 る未 来』(2018年)61,

67-68頁 参 照。

112暦 本 前掲 論文(注62)460頁 参 照。

113岡 田尊 司 『イ ンターネ ッ ト・ゲー ム依 存症:ネ トゲか らスマ ホ まで』(2014年)12 ,42,

282頁 。

114同 書3-14 ,68,120,127,280-281頁 参 照。岡 田は、「宗 教 は、大 衆 の麻薬 で あ る」 とい う

マ ル クス の言葉 にな らい 、「神 も仏 も信 じな い現代 人 が不幸や 空虚 を忘れ るため には 、[オ ン

ライ ンゲー ム な ど]の 新 しい麻 薬 が必 要 な のか も しれ ない 」 と喝破 す る。 同書159頁 参 照。

また 、オ ン ライ ンゲー ムは 、 と りわ け 「負 け組 の麻薬 」 とな りや す い と して、 「敗者 復活 を

さ らに困難 に して しま う」とい う 「二重 の悲劇 」が あ る と指摘 す る。同書184-185頁 参照 。

115同 書13 ,57,187-193,222,286頁 参 照。
116同 書57-60 ,70,79,195-197頁 参 照(日 本 にお いて ゲー ムの有 害性 を指 摘す る研 究者 に

は個人 攻撃 がお こなわれ 、 そ うす る こ とが 「タブー に近 い状 況 とな って いた」 と批判 し、

国が 「ゲー ム産 業 に遠慮 して及 び 腰 の対応 しか しない とい うの は、 国の未 来 を守 る意思 が

ない と しか思 えな い」 と慨 嘆す る)。 同書217頁 も参 照(「 この国 は放 って おい て も、 自分

か ら主 体的 に動 く ことは期待 しづ らい。 本気 に させ るには 、社 会 が本気 にな って 国 を動 か

す しかな い」 と指摘 す る)。
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おそれ も指摘 され てい る117。この よ うな状況 は、対外 的に、 日本 の国力 の低 下

を加速 す るだけではない。 国内的 にも、理念 とされて きた民 主主義の脆弱性 を

高め る。オ ン ライ ンゲー ムへ の依 存 によって、価値 判断 に重 要な役 割 を果 た し

てい る眼窩前頭葉や 「共感性」 な どに係 わ る前 帯状 回 が変異 した脳 を もつ人 々

が増加 す る と、消費行 動 のみ な らず、熟議 に よる民主主義 について も、 それ が

前提 として きた 「リテ ラシー を もつ選挙民」 とい う擬 制 を維持す るこ とが困難

にな ると考 え られ るのであ る。

この問題 を さらに突 き詰 め ると、つ ぎのよ うな結論 にた どりつ く。す なわち、

「われ われ が発 明 した道具 は、それ 自体 がわれ われの後継者 なのだ。生物学 的

進化 は、 よ りは るか に急速 な進化一一 技術進化 に席 を譲 ったので ある。機械 が

人 間の あ とを受 け継 こ うとしてい る」。 「機械 には思考 が可能 なばか りか 、いつ

の 日か地 球表 面か ら思 考す る人 間を追い払 うこ とにもな りか ねない」。 それ が

「何 世紀 とはいわぬまで も一 一何 十年 か は先 の こ とになろ うが、 しか し、す で

にその実現が可能 な ことを、われ われ は確信 してい る」118と い う結論 であ る。

機械 の 「知能」 が生物 としての人 間の知能 を超 えて、人 間に よるコン トロール

が及 ばな くな る 「技術 的特異 点(TheSingularity)」119は 、2045年 に到来す る

と予想 されてい る120。 しか も、それ が 「一般 に考 え られ てい るよ りも早 く到来

す るか も しれ ない」121と い う指摘 もあ る。 コン ピュー タは模倣 が得意 であ り、

117同 書192-193頁 参 照。 日本 はパ チ ン コ産 業 の年 間売上 が20兆 円にの ぼ る 「ギ ャ ンブル

大 国」 で あ り、 日本 の ギ ャンブル 依存 症患者 は500万 人 を超 えて い るので あ る。 井 手英策

他 『未来 の再 建:暮 らし ・仕事 ・社会保 障の グ ラン ドデ ザ イ ン』(2018年)193-196頁 参照 。

118Clarke ,suρranote17,pp.194-196[邦 訳208-210頁].
119「 シ ンギ ュラ リテ ィ」 は、人 間 の 「生物 として の思 考 と存 在 が 、みず か らの作 りだ した

すい

テ ク ノロジー と融合 す る臨界 点」 で あ る。 「テ ク ノ ロジーが 、人 間性 の粋 と され る精 巧 さ と

柔 軟 さに追 いつ き、そ の うち大幅 に抜 き去 る」 こ とか ら、 「人 間 的で は あって も生物 として

の基盤 を超越 して い る」世界 が現 れ る。SeeRayKurzweil,ThθSillguralitylsNear:MZhθn

Humalls7}ianseθndBio70gy(2005),p.9[レ イ ・カー ツ ワイル 、『ポス ト・ヒュー マ ン誕 生:

コ ン ピュー タが人類 の知性 を超 え る とき』(2007年)20頁] .レ イ ・カー ツ ワイル 、NHK

出版 編 『シ ンギ ュラ リテ ィは近 い:人 類 が生命 を超越 す る とき』(2016年)15頁 も参 照。

「シンギ ュ ラ リテ ィ」 は、脳 の リバー スエ ンジニ ア リン グを挺 子 として 、脳 を超 え る コン

ピュー テ ィ ング技術 に よっ て実現 され る と考 え られ る。 同書(『 シ ンギ ュ ラ リテ ィは近 い』)

33,84-88,92頁 参 照。

120SeeKurzweil ,id.p.136[邦 訳151頁1.カ ー ツ ワイル 同書(『 シ ンギ ュ ラ リテ ィは近 い』)

7頁 参 照。 シ ンギ ュ ラ リテ ィ につ い て、三 菱総 合研 究所 「フ ロネ シ ス」 シ リー ズ(前 掲 注

84)か ら、『働 きかた の未 来:シ ンギ ュラ リテ ィ とマネ ジ メ ン ト2.0に よって組 織 と個人 の

関係 は こ う変 わ る』(2015年)が 刊 行 され てい る。
121暦 本 純 一 「人機 一 体 、究極 のイ ンター フェー スが創 る未 来 」暦本 純一 監修 『オ ー グメ ン

テ ッ ド ・ヒュー マ ン:AIと 人 体科 学 の融合 に よ る人機 一 体 、究極 のIFが 創 る未 来』(2018

年)1,8頁 参照 。
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模倣 とい う点 で、人 間は コン ピュー タ と同等の能力 を もつ こ とはで きない122。

それ ゆえ、模倣 に よって コン ピュー タが人 間に追いつ き、追 い越 す こ とは可能

で も、人 間を超 えた コン ピュー タに人間 が追 いつ く可能性 は小 さいので あ る。

長期 的に は、 「我 々をチ ンパ ンジー としかみ な さない情報 生命 によって[世界 が1

運 営 され るよ うにな るのか も しれ ない」123。 ここにい う 「情 報生命 」 は、従来

か らミー ム(文 化 的遺伝子)と 呼ばれて きた もので あ り、人 間の遺伝子 よ りも

複製能 力が はるかに優 れてい る ものであ る124。なお、遺伝子操 作 によって も、

ホモ ・サ ピエ ンスの知性 を超 え る生物が 出現 し、ホモ ・サ ピエ ンスがチ ンパ ン

ジー と異 なる存在 とな った の と同 じよ うに、出現 した生物 がホモ ・サ ピエ ンス

と異 な る存在 とな る可能性 もあ ると指摘 され てい る125。

未来学 の展 開に対す る障害 もないわけではない。 その よ うな障害 と して3つ

挙 げ られ ることがあ る。第1に 、現在 の社会科 学は、実証 を重視す るあま り、

不確実 な未来 の検討 を回避 しがちであ ることであ る。 「エ ビデ ンスに こだわって

論文生産 を心掛 けてい る うちに、未来へ の想像力 が貧 しくなってい く」126こと、

そ して、研 究対象 が、社会 的必要性 を基準 と して設 定 され る代 わ りに、デ ー タ

を容易 に収集 しうるか ど うかに よって決定 され ることが問題 とな る。第2に 、

研 究 と実務 との協働 とい う標語 の下で、実務界 の依 頼す る現在 の現場 に関す る

研 究 を研 究者 が請 け負 うことが奨励 され るあま り、長期的視 野に立 った研究 が

お こなわれ に くくなってい ることであ る。 プ ロジェク トは通 常3年 ない し5年

の期 間で成果 を出す こ とが要求 され るこ とか ら、研 究者 が未来 を議 論 しよ うと

す る と 「疎 まれ るだ け」で ある127。 とい うの も、社会 は長期 的な利 害 を もつ の

に対 して、資金 を配 分す る権力 をもつ実務界(お よび学界 の権 力者)も 、その

資金 に研 究 の継続 可能性 を依存す る研 究者 も、短期 的 な利害 のみが問題 だか ら

であ る。第3に 、研 究に価値 中立性 が要求 され るあま り、価値判 断を ともなわ

122SeeTiffin&Terashima
,suρranote106[HyperMillenium],p.158[邦 訳223-224頁].

123Seeid .,p.157[邦 訳222頁].

124「 文 化 伝 達 の 単 位 、 あ る い は 摸 倣 の 単 位 」 で あ り 、 乗 り物(ヴ ィ ー ク ル)で あ る 脳 か ら

脳 へ と 渡 り 歩 く 自 己 複 製 子 が ミー ム と 呼 ば れ る 。SeeRichardDawkins,ThθSθlfishGθnθ

(4thed.2016),pp.249-250[リ チ ャ ー ド ・ ドー キ ン ス 、 日高 敏 隆 他 訳 『利 己 的 な 遺 伝 子 』(40

周 年 記 念 版 、2018年)330-331頁].SeealsoRichardDawkins,Thθ 」PuxtendθdPhenotypθ ・'

TheLongReaehOfthθGene(OxfordLandmarkScience,2016),pp.165-166[リ チ ャ ー

ド ・ ドー キ ン ス 、 日 高 敏 隆 他 訳 『延 長 され た 表 現 型:自 然 淘 汰 の 単 位 と し て の 遺 伝 子 』(1987

年)212-213頁1.な お 、 ミー ム 概 念 を 法 学 と接 合 さ せ る 試 み と し て 、太 田 勝 造 『法 律 』(2000

年)41-46頁 参 照 。

125小 泉 宏 之 『宇 宙 は ど こ ま で 行 け る か:ロ ケ ッ トエ ン ジ ン の 実 力 と未 来 』(2018年)293-295

頁 参 照 。

126佐 藤 前 掲 緒 言(注27)2頁 参 照
。

127同 緒 言2頁 参 照 。
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ざるをえない未来 の考察 に研 究者 が臆病 になってい るこ とであ る128。もち ろん、

「現場 」 に関す る研 究で さえあれ ば価値 中立性 が 自動的 に保 障 され るわけでは

ない。 これ に対 して、研 究者 が実務 界 の請負 労働者 にす ぎないな らば、研究 に

係 わ る価 値判断 の責任 は依頼者 にあ るこ とにな り、研 究者 にはない こ とにな る

と考 え られ るのであ る。

これ らの障害は克服 しえない ものではない。第1に 、デ ータ を収集す る方法

が存在 しない ことは、そ の点 に関 して研 究す る必 要が ない ことを意味 しない。

実証 をで きるかぎ りお こな うことは、研 究 が社会 との 関連性 を もつ こ とを保証

す るた めに必要 であ る。 しか し、実証 を超 え る考 察や思考実験 な どが恣意 的な

もので体 系性 を欠 くとはかぎ らず 、社会 的に有用 であ りえないわ けで もない129。

第2に 、た しかに、研 究の 目的 も実務 の 目的 も社会 への貢 献にあ ることか ら、

両者 の協働 は重 要で ある。 しか し、研 究 は実務界 の一一部 門または下請 けにす ぎ

ないわ けで はない。研 究者 は実務 界か ら独立 に課題 を設定 し、それ を追究す る

ことに よって も社会 に貢献す ることができ る。む しろ、研究独 自の存在意義 は、

実務 界か らの需 要がその時点 では存在 しない が、社 会的 に必 要 とされ る知見 を

得 るこ とにあ ると考 える こともで きる。 国が、税収 を原資 と して研 究機 関に支

弁す るこ とが認 め られてい る予算 は、本来 、実 業界か ら資金 を得 るこ とが困難

な この よ うな研 究に向 け られ るべ きものであ る。研 究者 は、公益 の実現 とい う

使命 を踏 まえて、未 来 に向けて必 要な研 究課題 を設 定 し、衿持 をもって それ を

遂行す る必要 があ るのであ る。第3に 、研 究者 が価値 中立であ ることは、端 的

にい って不可能 であ る。問題 は、研 究者 が どの よ うな価値判 断に基づい て研究

課題 を設 定 し、その方法 を選択 したのか を説明す る責任(ア カ ウンタビ リテ ィ)

を果 たす こ とだけで ある。価値判 断が な され ていないふ りを装 うこ とも、研 究

は恣意 的 な価値判 断 を ともなわ ざるをえない と開 き直 る ことも望ま しくない。

価値判 断 をお こなった際 の選択肢 と選択 の理 由 を明示 し、それ らに関す る議論

に開かれた姿勢 を とるか ぎ り、価値 判断 を前提 としてい るだけで研 究 の価値 が

損 なわれ ることはないはず であ る。

政治 学 におい て、理 論 と実証 は、相 互 に補完す る方 向で対話す れ ば、 両者 の

方法 の内省 ・進化 につなが るといわれ る130。規範 的分析 と経験 的分析 は 「DNA

の二重螺旋構造 の よ うに、重層 的 に互い を補完 し合 い なが ら進化 してい く」 の

128同 緒 言2-3頁 参 照。

129AlvinToffler ,ThθThirdMZavθ(1981),p.5[ア ル ビン ・トフラー 、鈴木 健次 他訳 『第 三

の波』(1980年)13-14頁].Seealsoid.p.6[邦 訳15-16頁](「 正 しい問 いか け の方 が 、間

違 ってい る問 い に対 す る正 しい答 え よ り重 要」 な場 合 が ある とす る)。

130小 川 有美 「は じめ に:政 治理論 と実証研 究 の対話 」『年報 政 治学2015-1』(2015年)3 ,5

頁 参照 。
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で、「専門性 に囚 われ ない知的 な異種交配 な くして は、学術 が健全 かっ持続 的に

進化 してい くことはあ りえない」 とい うこ ともで きる131。同 じよ うに、法学 に

おいて も、規範 的研 究 と記述 的研 究 を統合 した 「処方的研究 」 を構 築す るべ き

であ ると提 唱 され てい る132。ここで重要な こ とは、 「異種交配」は専門性 を もつ

者 の間でな され るものであ り、「処方的研 究」 も専門的研究 を前提 として初 めて

可能 で あるこ とであ る。た しかに、い わゆ る 「第 二の波 の時代 」 に 「偏 らない

情報 の源 であ ると信頼 を受 けていた専 門家 の価値 を、[「第 三の波 の時代 」には1

一般 大衆 が認 めな くな って しまった。 専 門家 は、 自分 自身 の関心だ けを追求 し

が ちで あ り、また 『トンネル 的視 野』 としか言 い よ うのない幅の狭 い見方 しか

で きない と非難 されて」お り、意 思決定過程 に専門家以外 の人 を関与 させ て、

専門家の影 響力 を抑 えよ うとす る傾 向が強 くなって い る133。 しか し、一般大衆

が専門家 よ りも合理 的 に判断 で きるこ とは 自明ではない。 た しか に、意思決 定

を専門家 に完全 に委任 す るのではな く、専 門家 の知 見 を評価す る リテ ラシー を

もつ専門家以外 の人が関与す るべ き場合 は少 な くない と考 え られ る。 しか し、

その場 合 にも、専門家の知見 は必 要で あ り、また、専 門家以外 の人 には専 門家

ではない とい う消極 的資格 に加 えて、一一定 の資格 が要求 され るこ とを看過す る

べ きでは ない。最 高の専 門家 またはそ の よ うな専門家 によって啓蒙 され た人 が

構成す る集 団の判 断 よ りも、専門的以外 の者 のみが構 成す る集 団の決定 の方 が

正 しい場合 が少 な くない とい う指摘 も存在す る。しか し、それ には前提 があ る。

その集 団 を構成す る人々 の認識枠組 が多様性 を もつ こ と、お よび、そ の人 々が

判 断対象 につい て最低 限の知識 を もつ こ とな どで ある134。 これ らの前提 を満 た

さない一般大衆 の判 断が専 門家 の判 断に優 るわけではない。

2.「 未来 ・法学 」:政 策 法学の問題 提起

法 学の方法 は、大まか にいえば、法典 の用語 を解 釈 した り、法典 で用 い られ

131河 野 勝 、 三 村 憲 弘 「他 者 へ の 支 援 を 動 機 づ け る 同 情 と憐 れ み:サ ー ベ イ 実 験 に よ る 道 徳

的 直 観 の 検 証 」 『年 報 政 治 学2015-1』(2015年)61,85頁 参 照 。

132唐 沢 か お り 「『法 と人 間 科 学 』 の 構 築 に む け て:裁 判 員 裁 判 の 可 能 性 」 山 崎 優 子 、 サ ト

ウ タ ツ ヤ 編 『「法 と 人 間 学 」 と い う 学 融 的 領 域 が 切 り 開 く未 来 』(2014年)45,55-57頁 参 照 。

133SeeToffler
,suρranote129,p.262[邦 訳377頁].有 史 以 来 、 「こ れ ほ ど 多 く の 国 で 大 勢

の 人 び と が 、 知 性 の 力 に 自信 を 失 っ て い る 時 代 は な い 」 の で あ る 。Seealsoid.p.289[邦 訳

414頁].

134SeeScottE .Page,ThθDifferθneθ:HowthθPowθrofDivθrsityCrθatθs」Bθttθr

Groups,Firms,Schoo7s,andSoeiθtiθs(2007),atxxv-xxvi,PP.4,15,135-137,153-165,

194-196,205-209,319-328,335,352-353,357-358,369-370[ス コ ッ ト ・ペ イ ジ 、 水 谷 淳 訳

『「多 様 な 意 見 」 は な ぜ 正 し い の か:衆 愚 が 集 合 知 に 変 わ る と き 』(2009年)10-11,25,39,

179-182,200-214,249-251,261-267,394-405,413,432-433,438-439,452-453頁].
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て い る概 念 を分 析 し、 当該 概 念 に よ って 法 典 を体 系 的 に説 明 した りす る こ と を

課 題 とす る概 念 法 学 か ら、 裁 判 官 に よ る決 定 の動 因 の 解 明 と、 当該 決 定 を理 由

づ け る法 の認 定 や 解 釈 の分 析 を課 題 とす る リア リズ ム 法 学(1egalrealism)へ

と進 化 して き た。 この進 化 の1つ の画 期 は 、社 会 学 的 見地 に 立 っ て それ ま で の

法 学 を 「概 念 法 学 」 とい う概 念 を鋳 造 して批 判 し、例 え ば 、 「法 学 の概 念 天 国:

あ る幻 想 」(初 出1884年)135な どの著 作 で そ の 立場 を普 及 させ た 、ル ドル フ ・

フ ォ ン ・イ ェー リン グに よ る問 題 提 起 で あ っ た136。 もち ろ ん 、 現 在 で は 、法 に

埋 め込 まれ て い るイ デ オ ロギー を暴 露 す る批 判 的法 学(criticallegalstudies)

が定 着 して い るほ か 、 「法 と経 済 学(1awandeconomics)」 と呼 ばれ る法 制 度 の

経 済分 析 や 、法 に 関 与 す る者 の 心 理 を分 析 す る法 心 理 学一 一 と りわ け、 裁 判 に

お け る証 人 な どの心 理 を対 象 とす る心理 学 は 「法 心理 学(forensicpsychology)」

と呼 ば れ る一 一 な ど、 伝 統 的解 釈 学 とは異 な る学 問 分 野 の方 法 を法 現 象 に適 用

す る方 法 も豊 富 とな って い る。 法 現 象 を解 明す るた め に は 、 法 学 の 方 法 の 多様

性 自体 が 重 要 で あ る。 法 学 の方 法 と して 唯 一一の最 善 な 方 法 とい うもの は存 在 し

な い の で あ る137。

法 学 の 方 法 の な か で 、 最 も基 本 的 な も の は 、 リア リズ ム法 学 の先 駆 者 で あ る

ホ ー ム ズ(OliverWendellHolmes,Jr.)が 提 唱 した 、 「公 の力(publicforce)

が 法 廷 を 通 し て 人 々 に 及 ぼ さ れ る 状 況 に 関 す る 叙 述 、 す な わ ち 、 予 測

(prophecy)」138を 法 学 の課 題 とす る もの で あ る。 こ の理解 の うえ に、 「公 の 力 」

135RudolfvonJhering
,ImjuristischenBegriffshimme1:EinPhantasiebild,il2Schθrz

UlldErllst-illdθrJurisprudθnz・'EinθIVeihnachtsgabθftirdasJuristisehθPublikum

(11aufl.1912),p.245[ル ー ドル フ ・フ ォ ン ・イ ェ ー リ ン グ 、 眞 田 芳 憲 、 矢 澤 久 純 訳 「法 学

の 概 念 天 国:あ る 幻 想 」 『法 学 書 を 読 む 人 へ の ク リ ス マ ス プ レ ゼ ン ト』(2009年)279頁].

136最 も 人 口 に 膨 夷 し て い る 著 作 は 、1872年 に 刊 行 さ れ たRudolfvonIhering,DθrKampf

um'sRθeht(13Suf1.1897)[イ エ ー リ ン グ 、 村 上 淳 一 訳 『権 利 の た め の 闘 争 』(1982年)]

で あ る 。 同 書 は 、 例 え ば 、 「権 利 侵 害 を 黙 認 す る 国 民 は 、 自 己 に 対 す る 死 刑 判 決 に 署 名 す る
よ りらよう

よ うな ものだ。 隣 国 に よっ て1平 方 マイ ル の領 土 を奪 われ なが ら磨 懲 の挙 に 出ない 国は 、

その他 の領 土 を も奪 われ て ゆ き、つい に は領 土 を全 く失 って国家 として存 立す るこ とをや

めて しま うで あ ろ う。そ んな 国民 は、この よ うな運命 に しか値 しな いの だ」 とす る。Seeid.

pp17-18[邦 訳47頁].
137合 衆 国 を中心 とす る現在 の法 学 の方 法論 につ いて、例 え ば、吾妻聡 「RobertoUngerの

構 造論 につ い ての ノー ト」『成 膜法 学 』88号(2018年)97頁 参 照。

138Hoimθs-Po770ekLθttθrs ,Vo7.2(MarkDeWolfeHoweed.,2ded.1961),p.212.国 内 に

お ける 「公 の力 」 は政府 に独 占 され てい るの で、 国内法 学 の課 題 は 「国家 に よ る強制 が発 動

され る確 率 の予 測(prediction)」 で ある とい うこと もで き る。SeeOliverWendellHolmes,

ThePathoftheLaw[1897],inCo71θctθdLega1Papθrs(1920),pp.167,169,173.こ れ に

対 して、国 際法 を実現 す る 「力 」は分 散 してい るこ とか ら、予 測す べ き焦 点は 多様 で あ り、

「予測」と して 国際法 を叙 述す る ことは困難 で あ る と指摘 され てい る。SeeW.Michael

Reisman,InternationalIncidents,inlntθrnationallncidθllts(W.MichaelReisman&

AndrewR.Willardeds.,1998),pp.3,11(国 際社 会 にお い て 「予測 」を試 み る と、 「お とぎの

世 界」に迷 い込 む こ とにな る と指摘 す る).
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が指 定 され て、それが行使 され る状況 を動態 的 に理解 しよ うとす る法形成過程

(1egalprocess)に 注 目す る学派 な ども派生 してい るので ある139。ホームズは、

この課題 と一組 の もの となる課題 も挙 げてい る。 それ は、法 的文章 にお け る、

眼前 の事例 と先例 との類比 または区別 、お よび 、原則 か らの推論(deduction)

な どの操作 であ り、法 を 「論理(10gic)」 として精錬 し、駆使 しよ うとす るもの

であ る140。ホー ムズは、概 念法学 が唯一 の課題 とした法解釈 学 を全否定す るの

ではな く、概念や解釈 を法 の 目的 に対 して道具 で ある と位 置 づ けなが ら、道具

が道具 と して有用 であ るためには、 目的に完全 に従属す るのではな く、 「予測」

の精度 を高 めた り、一一貫性(integrity)を もって決 定 を正 当化 し、社会 的受容

を容易 な らしめた りす るた めに、一一定 の 自律性 をもつべ きであ る として いた と

理解 され る141。

ここで、 「公 のカ が行使 され る状況 の予測」は、統 計学 を出 自とす る機械 学習

を用 い るAIが 人 間を置 き換 える可能性 の高い作業であ る142。もっ とも、AIに

よる 「予測」 について は、現状 では限界 も存在す る。 まず 、機械 学習 の前提 と

な る判 例やそ の他 の決 定が ビッグ ・デー タ と して存 在す るか ど うか一一 日本 に

おいて、継受 され て150年 程度 しか経 っていない近代 法制 の下での判決 な どの

蓄積 が十分 であ るか ど うか一 一 、存在 す る と して も、 当該判決 が従 われ るべ き

もので あるか ど うか一一 例 えば、 当該判決 が基礎 とした当時の社 会通念 が現在

では否 定 され ていないか一一 な ど、考慮事 由が多数 で複雑す ぎ るので はないか

な どが問題 とな る。 また、AIに よる 「予測 」は、訴訟 当事者 な どが判決 を予測

す るた めの資料 と して有用 であ る として も、裁判 官が判決 を下す 際 に依拠す る

もの として は、正当性 に疑義 が残 る。 判決 は、予測 され るべ き未 来そ の もの を

自己言及 的に構成す る。判決 は、 「予測」に合 致 してい るこ とに よって正 当性 が

139代 表 的 ケー ス ・ブ ック として 、HenryM.Hart,Jr.&AlbertM.Sacks,ThθLegal

Proeess!BasieProb7emsintheMakingand.4pρlieationofLavv(tentativeed.,1958).同

書 は 「記念碑 的傑 作 」 と呼 ばれ る。SeeWilliamN.Eskridge,Jr.&PhilipP.Frickey,

PublicationEditor'sPrefacetoHenryM.Hart,Jr.&AlbertM.Sacks,ThθLθgal

Proeess!BasicProh7θmsintheMakingandApp7icationOf」 乙aw(1994),P.xi.
140SeeHolmes ,suρranote138,p.169.
141こ こでい う 「論 理 」は 、法解 釈 が形 式論 理 の問題 として一 義 的 に確 定 され る とい う意 味

では ない。 ホー ム ズの思想 の背景 に あ るプ ラグマテ ィズム に よれ ば 、 「意 味 とは行為(働 き

か け)に よっ て引 き起 こされ る(予 期 され た)『 未 来 の帰 結』」 であ る。 未 来 が不確 実性 を

もつ ことを前提 と して、 「現在 の状 況 を 『未 来 の帰結 』へ と変 換 」す る行為 が解 釈 で あ る と

され る。松 下晴彦 「意 味論:「 未来 の 帰結 」 として の意 味の探 究 」加 賀裕 郎 他編 『プ ラグマ

テ ィズム を学ぶ 人 のた めに』(2017年)158,165,170-171頁 参 照。 自然 言語 で記 述 され る

法 の解 釈 は、意 味 を創 造 す る実践 的行 為 で ある と考 え られ るの であ る。
142こ の よ うな予 測 の前提 は、裁判 記録 のデ ー タベ ース化 で あ る。 兵頭 二 十八 『米 中 「AI

大 戦」:地 球最 後 の覇権 は こ うして決 ま る』(2018年)153頁 参 照(ハ ーバ ー ド大学 な どに

よ る裁 判記 録 のデ ジ タル ・テ キ ス ト化 は 「法 の下 の平等 」に資す る と指摘す る)。AIに よる

「予測 」 につ いて 、谷 田部前 掲書(注92)12-13,18-19頁 参 照。
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保証 され るものではな く、現在 の社 会通念 を反 映 し、未来 に向 けた選択 と して

政治 的 に受 け入れ られ、それ と同時 に、法体 系の 「論理」 と整合 的 に理 由づ け

られ るとき、正 当性 を もつ のであ る。

未来 法学 は、ホームズ による 「予測」 と 「論理 」の精錬 とい う課題 を踏 ま え

つ つ、 日本 にお いて提 唱 され て きた政策法学 を発展 させ る とい う性 質 を もっ と

い えるか もしれ ない。 「政策法学」 は、 も とも と、行政 法学 について阿部 泰隆 ら

に よって提唱 され た もので ある143。 しか し、そ の影響 は現在 では他 の法学分野

に及 んでい る。政策 法学 に依拠す る業績 を掲載す る雑 誌 として、北海道大学 の

「新 世代法政策 学研 究」が刊行 されてい る。 また、慈学社 の 「政策 法学 ライ ブ

ラ リィ」144シ リー ズ と信 山社 の 「政策法 学 ライブ ラ リ」 シ リーズ も存在す る。

現在 までに、前者 のブ ック レッ トが16冊 、後者 の書籍が9冊 が刊行 され てい る

145。 また、一一時、近畿大学法学部 に政策法学科 が存在 した。

政策 法学 は法解釈学 を基盤 とす る146。 しか し、紛争局 面 を想 定す る法解釈学

を重視す る 「病理学 として の行政法学」のみな らず、 「制度設 計論 としての行政

法 学」の構 築 も重視 しよ うとす る ものであ る147。この よ うな提 唱 の背後 には、

従来 、法律家 が制度設 計論 と しての法学 を放置 し、不 明確 で難解 な法令 が制 定

され て 「法律家 ギル ド」 に よる解釈 へ の需要 が発 生す るよ うに誘 導 して きた と

い う認識 が存在す る。例 えば、 この よ うな特性 をもつ民事法が、 「任命 の根拠 も

明 らかで ない一部 の法解釈学研究者 か ら成 る法制審 議会 とい う法律 家 ギル ドの

支配者 たちが密室 で立案 して きた」148といわれ るのであ る。この理解 に よれ ば、

143大 橋 は、阿部前掲書(注13)と 平井宜雄 『法政策学』(第2版 、1995年)を 「現在の

日本 の学界 を代表す る2つ の著作」であるとして、両者 の統合が課題 であるとす る。大橋

前掲書評(注6)133頁 参照。ただ し、平井による 「利益衡量批判 の意図せ ざる帰結 として

の 『概念法学の復権』」は、 「『法 と社会』 との乖離現象」の固定化 に寄与 した と指摘 され る

ことがある。吉 田邦彦 「民法学 として学ぶべきこと、臨床法学教育、災害ボランテ ィア:

弘前大学ワークショップに参加 して」松岡勝実他編 『災害復興の法 と法曹:未 来への政策

的課題』(2016年)327,336-337頁 参照。概念法学のアンチテーゼである政策法学 を平井

の主張と接合できれば、ジンテーゼが成 立すると考 えられる。なお、阿部による政策法学

の適用 としての都市計画事業過程 に関する提案は、「時間」の要素を組み込んだ構成である

点が 「きわめて鋭 い」 と評価 されてい る。安本典夫 「大震災 を 「政策法学」か らどう見 る

か:阿 部泰隆著 『大震災の法 と政策』」『自治研究』73巻5号(1998年)125,135頁 参照。
144同 シ リーズか ら、例えば、石森久広 『政策法務の道 しるべ:憲 法が考える法律 と条例の

関係』(2008年)が 刊行 されてい る。
145同 シ リーズか ら、例えば、山口道昭 『政策法務入 門:分 権時代の 自治体法務』(2002年)

が刊行 されている。
146阿 部前掲書(注13)iii頁 参照。
147原 田前掲論文(注30)13頁 参照。
148福 井秀夫 「法解釈学か ら政策法学へ」『自治実務セ ミナー』37巻4号(1998年)8

,11

頁参照。法制審議会は、法務省設置法第5条 に列挙 される法律 に直接根拠を置 く組織では

なく、法務省組織令第61条 および法制審議会令 に基づ く組織 である。法制審議会令第2条
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日本 の近代法制 史は、そ の よ うに して作 られ た レン ト(利 権)を 法律家 が市 民

か ら収 奪 してきた歴 史であ ると考 え られ る149。「法の貧 困は市民の不幸であ る」

と して、「政 策法学」の進展 に期待 がかけ られ るのは150、この よ うな近代 法制史

の理解 か らは 自然 であ る。

政策 は、 関連す る複 数の要素 を組 み合 わせ たシステ ム として設 計 ・社会実装

され るべ きものであ る。 それ ゆえ、政策 目的の設定 が何 よ りも重要 であ る151。

そ して、政策決定 の際 には、複雑 な要素に関す る経 済分析 が主要な基礎 とな る。

例 えば、保健 ・医療 政策 の決定 の際 には、科学 的な指標 、臨床 の安全性お よび

有効性 、費用対効果 、財政 的負担 お よび財政許容性 、そ して、倫 理的 ・社会 的

要 素な どが考慮 され な けれ ばな らない152。 この よ うな問題 の場合 には、法学 の

なす べ き貢献 は、 もっぱ ら倫理 的 ・社 会的要 素 を構 成す る限定的な ものであ る

と考 え られ る153。 これ に対 して、都市計画 の場合 には、エ コノ ミス トが提案 を

お こな うことは可能 であ ると して も、それ を実現す るためには、 「都市計画家」

が三次元空 間の計画 として具体化 しな けれ ばな らず 、そ の際には、対象地 区の

既存 の権利 関係 を踏 ま えた容積率 の決 定な どが必要 とな る154。この場合 には、

権利 関係 の問題 が課題 解決 のため に決定的 に重 要な要素 であ るこ とか ら、法学

のなすべ き貢献 の重要性 は高 くな る。

政策 と法学 の役割 につ いては、行政法学 の任務 に関す る2つ のモデル が参考

にな る。1つ は、政策 目的 の特定 は議会 の任 務 であ り、その実現手法の開発 のみ

が行政法学 の任務 であ るとす る 「政策 の道具箱モデル」 であ る。 も う1つ は、

政策 目的を議会 が完全 に決 定 してお くことは不 可能 であ り、「行政過程 のなかで

の利益衡 量 の結果 、 口指すべ き公 益が創 出 され る」 として、政策 口的 の形成 に

も行政 法学 が関与す る とい う 「政 策の 内在化 モデル 」 であ る。 どち らのモデル

を とるか しだい で、行 政法学 の 自己理解 はま った く異 な る155。政策実現過程 の

実態 は後者 に近 い と考 えられ る。法的規制 を必要 とす る事実やその 「方 向づ け」

は経済学や社会学 の知 見を踏 まえて議会 が決定す ると して も、当該 「方 向づ け」

1項 は、 「委 員 は、学 識経 験 の あ る者 の うちか ら、法 務大 臣が任命 す る」 と規 定 してい る。

再任 に制 限は ない。

149福 井 同論 文12-13頁 参 照。下 山俊次 「法律 と技術 屋 さん」『現代 法学 全集 第54巻:付 録

10』(1976年)6,7頁 も参照。

150山 岸 敬子 「書 評 阿部 泰 隆著 『政策 法学 講座 』」『ジュ リス ト』1284号(2005年)57頁

参 照。

151澤 智博 「医療 現場 にお け る ビッグデ ー タ活用 のた めの基盤 整備 の在 り方 」『病 院 』78巻

3号(2019年)25,29頁 参 照。

152蓋 若 瑛 、森 臨太郎 「問 われ る 『命 の値段 』:医 療 技術 評価 をめ ぐる課題 」西村 周 三監修

『医療 白書2018年 度版 』(2018年)140,142頁 参照。
153阿 部 前掲 書(注13)46頁 参 照。
154伊 藤 滋 『た たか う東京:東 京 計画2030+』(2014年)36-37頁 参 照。
155原 田前掲 論文(注30)14頁 参 照。
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の下で具体的公益 を特定 し、その実現 のために法令 を設計 ・起 草 した り、訴訟

にお ける陳述や判決 を起案 した りす る基礎 を提供す るこ とは法学の任 務 であ る

とい うべ きであ る156。その よ うに して、 「隣接 学問が協力 してで きる総合 学問」

であ る 「法制度 の設計 」 に政策法学 は一 翼 を担 うのであ る157(本 稿 冒頭 の図、

参照)。

政策 法学 のアプ ローチ につ いては、例 えば、阿部 泰隆 『大震 災の法 と政策:

阪神 ・淡路大震災 に学ぶ政策法学』(1995年)に 対 して、 「政策 の体系化 を意 図

して、 …1人 の研 究者 と しては広 げす ぎ ともい えるほ どまで広 く諸施策 の法律

的検討 を行 ってい る」158と指摘 されて きた よ うに、 「総合学 問」の構築 可能性 に

は疑義 が表 明 され てきた159。同様 の懸念 は、未来学 に対 して も表 明 され てきた。

例 えば、未来学 を教 育 しよ うとして も、 「1人 の個人 がそれ ほ ど新規 で広 い事項

を教 えるよ うな能力 をもちえない」 とす るもので ある160。 しか し、政策法学 に

おいて、妥 当な政策 を設 計す るた めに専門 を架 橋す る ことは不可欠 であ り161、

未来 学 におい て も、専門分化 の進 んだ知 の統合 は不可欠 であ る とされ る162。 と

い うの も、特定分 野の専 門家 た ちだ けで は、全体 に とって最適 で はない が当該

分 野の観 点 か らは最適 な対策一一 「ローカル ピー ク」一一 で止 ま りが ちであ る

ことか ら、それ を超 えて全体 に とって最適 な対策 を発見す るた めには、 「分 野 を

超 えて観 点 、 ヒュー リステ ィ ック、解 釈、予測 モデル を共有す る」 こ とが不 可

156阿 部 前掲 書(注13)42頁 参 照。
157同 書317頁 参 照。 「政策 法学 」は他 の専 門領域 と協働 して 「政 策科 学 の一端 を担 う」 と

もい われ る。大橋 前 掲書 評(注6)123頁 参 照。

158安 本 前掲 書評(注143)137頁 参 照(同 書 は 関連学 問領 域 との共 同作 業 に法学 の面 か ら

関わ ろ うとす る もので あ る と評 価 す る)。
159同 書 につい て は、坂和 章平 「阿部 泰 隆著 『大震 災 の法 と政策:阪 神 ・淡 路大 震 災 に学 ぶ

政 策法 学』」『法律 時報 』68巻11号(1996年)89頁;馬 場孝 一 「阿部泰 隆著 『大震 災 の法

と政策:阪 神 ・淡 路大震 災 に学 ぶ政策 法 学』」『計画 行政 』19巻3号(1996年)108頁 参照 。

160SeeFlechtheim ,supranote44,p.67.
161井 手他 前掲書(注113)250-251頁 参照。
162SeeToffler ,suρranote129,pp.2,130,174-175,242-243,300-303[邦 訳9,190-191,

252-253,348,430-435頁 参照](コ ン ピュー タは 「身 のま わ りに散在 して い る相 互 に無 関係

に見 え る情 報 を総合 して、意 味 を持つ 全体像 を組 み 立 て る役 割 を果 たす もの と期 待 され て

[お り、]断 片 的 な情報 文化 に とっ て、ひ とつ の対 策 た り うる」 とも指摘 す る)。 「第二 の波 」
ぷ　 り　　

の文 明は専 門分 化 を、「第 三 の波 」の文 明 は 「全体 論」を強調 す る と指 摘 され る。Seeid.pp.

300-301[邦 訳430-431頁].Seealsoid.p.66[邦 訳102頁](「 第二 の波 」 の国家 は、 「統合

スペ シ ャ リス ト」 で ある官僚 と 「統合 ゼネ ラ リス ト」 で ある政治 家 が専 門家 を用 いて支 配

して いた とす る)。 「第三 の波 」 は、 「偏 りの ない、 オール ラ ウン ドな価 値観 を求 める。 自分

をな に にで も適合 させ うる、万能 性尊 重 の時代 に な る」 こ とか ら、 その文 明 で 中心 とな る
　 　　 　 て 　 　 　

生 産=消 費者 は、 断片的 イ メー ジ を 「自分 の手 でひ とつ ひ とつ の意 味づ け を行 っ て、総 合

的な世 界像 を形成 す る こ とが求 め られ て い る」 と もい われ る。Seeid.pp.387,389[邦 訳

555-556,559頁].
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欠 だか らで ある163。 この よ うな専 門の架橋 が不可能 であ るわ けで はない。 それ

を試 み る意志 があれ ば、それ は可能で ある。研 究者 個人 が 「異な る業界 の知 見

を 自らの問題 に関連づ けて考 え るよ うな広 い視 点を も[ち1」、「共通 点のあ る別 の

世界 の ものに学ぶ」164よ うに試 み るか、おそ らくい っそ う重 要な形態 として、

研 究者 がみず か らの専門 を超 え る人的ネ ッ トワー クを構築 し、学際的 ・融合 的

な研究 を遂行す るか、いずれ かす ることが必要 であ る。

政策 法学 は具体 的な法制度 に対す る詳細 な検討 と合理的 な法 システ ムを構築

す るための対案 の提 唱を重視す る。「放置 自転車等対策」の研究 がその例 であ る。

この研究 に対 して、 「そ んな研究 は 『放置』 して、高 尚な 『法治行 政』 の研 究 を

す るよ うに といった意 見 を寄せ る向 きもあ る」165といわれ る。 「地域未来学」に

対 して も同様 の意見 があ る。す なわち、 「地域未来学」は 「教養 の学 とい えるの

だ ろ うか。地域 と未来 の うちの[未来 ではな く1地域 のほ うに うん と重心 をおいて

よけれ ば、そ の文化 的経緯 を深 く考察 し他所 との比較 を行 いつつ特徴 を際立た

せ る とい うよ うな仕 事 に没入 していたい気 もす る。 そ うい う象 牙の塔的所作 は

人類 に とって絶 対必 要 な一部 分 な のだ が、政財 界 や ポ ピュ ラ リテ ィが 、役 に

立たぬ とい って許 さない。 それ を説 得す る時 間 も無駄 なので、学の伝統 を守 る

ことはか くれ てや りつつ、未来学 の踏 み絵 を踏 んでお くのが得策 なのだ ろ う。

許容範 囲内 と納得せ ざるをえない下請 けノル マであ る」166とい う 「地域未来 学」

プ ロジ ェク トに従 事 してい る大学 人か らの告 白で ある。本稿 は、未 来学 の学恩

を受 け る未来法学 を 「下請 けノルマで ある」 とは考 えない。それ は、現代 の 「教

養 の学 」を構成す るべ き不 可欠 の要素 であ り、伝統 的に 自由7科 と区別 され る

「3学部」の1つ である とされ てきた法学 残 りの2つ は、「医学 」と 「神 学」

であ る も構成す るべ き不 可欠 の要素 であ ると考 え る。

社会 学的事実 を重視 す る点 、お よび、法制度 の設 計 とい う課題 を重視す る点

で、未 来法学 は政策 法学 と課題 を共有 してい る。 しか し、未来 法学 は政策法学

その もので はない。 先 に述べ た よ うに、法 は、社 会意識 の変化や 技術 の進化 を

後 追いす る とい う性 質 と、 それ らを先取 りし、社 会 を一定 の方 向 に導 くとい う

163SeePage ,理 ρ盟note134,pp.329-330,348-349[ペ イ ジ前 掲書(注134)406-408,

428-429頁].

164畑 村 前掲 書(注16 、『危 険 学 のす す め』)200-201,246頁 。
165阿 部 泰 隆 「い わ ゆ る 自転車 法 の改正(3・ 完):放 置 自転車 等対 策 の立法 過程 と政 策法 学

的研 究 」『自治研 究』70巻12号(1994年)3,19頁 。

166鯵 坂 恒夫 「地域 未 来学 の可 能性 」『年報:Gaudeamusigitursparsoscongregavit』3号

(2017年)5,7-8頁 。 ここで、 「象 牙 の塔 的所 作 」で ある と開 き直 ってお こなわれ る仕事 が

なぜ 「絶対 必要 」 であ るの か につ い て説 明は ない。 「絶対 」 で あ るこ とが らについ て は議 論

が不可 能 であ るか も しれ な い。 「絶 対 」で あ る とい う信念 を共 有 しない者 に とって 、未来 に

影 響 を与 え る意 義 を明 らか にす る こ とな く、 あ る学 が必 要 であ る となぜ い えるの か を理解

す る ことは困難 で あ る。
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性質 とをもつ167。政策 法学は、両者 を重視す るで あろ う。 それ に対 して、未来

法学 は もっぱ ら後者 に焦点 を当て る。そ こで、未 来法 学の特徴 的な方法 と して、

例 えば、具体 的な法制度 を検討す る際 に、未来 を決 定す る複雑 な要素 を単純化

し、本 質的 な点 にのみ焦点 を当て る ことがあ る168。また、長期 的 な視点 か ら、

政策 とそ の実現 手段 その ものではな く、そ の基礎 とな る哲学 的考察 を重視す る

こともあ る。

3.未 来法学研究所の課題

先 に述べ た とお り、成膜大学法学部 は2018年 に創設50周 年 を迎 えた。 そ こ

で、今後50年 先 を見据 えつつ、同学部法律 学科 の教員 で共同研 究 をお こない、

その成 果 を社会 に発信 す る ことと した。そ こで設 定 した 目標 が未 来法学 の構築

であ る。未来法 学の構 築 を課題 とす る理 由は、未 来 を生 き る学生 を教育す る際

にその よ うな研 究が有益で あ ると考 え られ るこ と、お よび 、未 来 に向けた政策

の形成 にも貢献す る と考 え られ るこ とで あ る。政策 に関す る 「見通 しをつ くる

とい うことは、最低15年 とか20年 先 を見 なけれ ばい けない」。 しか し、官僚 は

2・3年 ごとに異動す るこ とか ら、現職 を大過 な く務 め、 よ り高位 の役職 に移 る

ことを 自己 目標 としてお り、政治家 も4年 ない し6年 後 の選挙 で勝利す ること

を 自己 目標 としてい るこ とか ら、両者 とも短期 的 に政策 を考 えるこ とにな る。

それ ゆえ、 「政官 には司令塔 な し」 とい う状況 とな り、 「民」 だ けが 中 ・長期 的

な見通 しを作 ろ うと してい る、 といわれ てい る169。研究者 は この よ うな 「民」

を構成す るもの として、未来 を志 向す る研究 をす るべ き立場 にあ るのであ る。

未来法学 の射程 は、50年 後、100年 後 に及 び うる170。 しか し、技術 の進化 の

速度 がマ ウスイ ヤーで ある現在 、その よ うな長期 的な展望 の下に、社会 と法 の

167先 述8頁 参照。
168伊 藤元重 「2030年 の 日本経済について考 える」あ らたにす編 『2030年 の 日本へ:あ ら

たにす 「新聞案内人」の提言』(2012年)21-22頁 参照。
169橘 川武郎 『2030年 に向けた 日本のエネル ギー政策』内外経済動向研究会編 『ECOレ ポ

ー ト』80号(2015年)1
,31頁 参照。 なお、国際会議について、合衆 国、 ソ連、フランス

の首席代表は一定 し、その場で 「古参」 となってい るのに対 して、 日本 の 「外務省その他

の関係官庁の方は、2、3年 で転任 され るので、 とうてい会議での継続性が維持できない」

とい う指摘がある。 山本草二 「国際会議 とのつ きあい」『現代法学全集第54巻:付 録10』

(1976年)1,2頁 参照。 日本の組織 の人事が、「就職」した者 による職務のパフォーマ ンス

を最大化す ることではなく、「就社」 した者が共 同体(に おける上司)に 尽 くす忠誠 を最大

化することを基準 としてお こなわれているとすれば、残念なが ら、官僚の人事が国際会議

で国益 を最大化するとい う観点からお こなわれな くても不思議 ではない。
170未 来法学研究所のプロジェク トが継続 し、2030年 を焦点 とす る論集 の刊行の後にも、

例 えば5年 ない し10年 ごとに、その成果 を 「未来法学叢書」 として世 に問 うていけること

になれば望外の喜びである。
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変 化 を考 察 す る こ とは い ち じる し く困難 で あ る。そ こで 、現 実 的 な 焦 点 と して 、

近 未 来 に 向 け て 日本 社 会 が どの よ うに変 容 す るか 、 そ の変 容 を 法 が どの よ うに

響 導 す る か 、逆 に 、社 会 の変 容 を受 けて 法 が どの よ うに変 化 す るか な どを取 り

あ げ る こ とに した171。 具体 的 に は 、 ほ ぼ10年 後 の2030年 を焦 点 とす る。 技 術

の進 化 の速 度 が マ ウスイ ヤ ー で あ る とす る と、技 術 の変 化 に とっ て10年 とい う

期 間 は人 間 に とっ て2世 紀近 い意 味 を もつ もの で あ り、人 間 の行 動 とい う意 味

で は 中期 的 な期 間 で あ るか も しれ な い が 、 技 術 の進 化 に とっ て は か な り長 期 的

な展 望 を必 要 とす る期 間 で あ る と考 え られ る。

2030年 は1つ の画 期 と して注 目 され て き た。100年 前 に刊 行 され たEarlof

Birkenhead,TheM70rldin2030(1930)[ノst・ 一一一ク ンヘ ッ ド、佐 藤 荘 一 郎 言睾 『2030

年 の世 界 』(1930年)1お よびJohnMaynardKeynes,EconomicPossibilitiesfor

OurGrandchildren(1930)[inTheCol1θotedWritingsOf,ノbhnMaynard

Kaymθs,Vol.IX:EssaysinPersuasion(1972),p.321[宮 崎 義 一一訳 「孫 の 世代 の

経 済 的 可能 性 」『ケ イ ンズ全 集 第9巻:説 得 論 集 』(1981年)387頁1は 、す で に

2030年 の世 界 を描 写 してい る172。 和 書 の 早 い例 と して は 、荒 川 泓 『エ ネ ル ギ ー ・

3つ の鍵:経 済 ・技 術 ・環 境 と2030年 へ の展 望 』(1996年)が あ る173。2030年

が と りわ け焦 点 と してふ さわ しい理 由 は 、21世 紀 初 頭 か ら同年 ま で が社 会 的 な

「移 行 期 」 で あ る と考 え られ る こ とに あ る174。 「2030年 ま で の 問 に 、 われ われ

日本 人 は 、社 会 の さま ざま な仕 組 み 、制 度 を根 本 か ら変 えて い き、2040年 か ら

の社 会 に備 え な けれ ば な らな い 」175の で あ る176。 世 界 的 に も、 社 会 変 革 を必 要

171就 職 を志 す者 は、10年 か ら15年 先 の社会 を想 像す る こ と、 と りわ け情 報技 術 の進 化 を

受 けて雇用 社会 が どの よ うに変 わ るか を想像 す る必 要 が ある と指 摘 され てい る。 大 内伸 哉

『君 の働 き方 に未 来 は あ るか?:労 働 法 の 限界 と、 これ か らの雇用 社会 』(2014年)192頁

参 照。 大 内の著 作 と して、『AI時 代 の働 き方 と法:2035年 の労働 法 を考 え る』(2017年)

が ある。

1721928年 か らの 「大恐 慌」 とい う危機 を受 けて 、100年 後 に関心 が寄 せ られ た1930年 と

異 な り、第1次 世 界大 戦 が終結 したば か りの1920年 や 、第2次 世界 大戦 た だ なか の1940

年 には、2020年 や2040年 を予測 す る著作 は刊行 され てい ない よ うで ある。
173荒 川 泓 『エネル ギー ・3つ の鍵:経 済 技術 ・環 境 と2030年 へ の展 望』(1996年)i頁 参

照(半 世紀 を超 える未来 につ い て語 ろ うとす る と、 「多 くは主観 的 な願 望 で あった り、 あ る

いは逆 に単 な るペ シ ミズム に過 ぎない もの とな る」 こ とか ら、2030年 を焦 点 に した と説 明

す る)。 なお 、「2030年 問題 」として 、航 空機 のパ イ ロ ッ トの不 足 が挙 げ られ る こ とが あ る。

河 合前 掲書(注72、 『未来 の年 表2』)136-138頁 参 照。

174三 菱総合 研究 所産 業 ・市場 戦 略研 究本部 編 『全 予測2030年 の ニ ッポ ン:世 界 、経 済、

技術 は こ う変 わ る』(2007年)1-3頁 参 照。
175三 浦展 『デ ー タで わか る2030年 の 日本 』(2013年)6頁 。
1762040年 ころまで が 「持 続 可能 な社会 へ の 『移 行期 』 と して重要 な意 味 を持つ 」 とす る

立場 もある。城 山英 明他 「は じめ に」城 山英 明他 編 『日本 の未来社 会:エ ネル ギー ・環 境

と技術 ・政 策』(2009年)i,頁 参照。 同書 に所 収 され て い る角 和 昌浩他 「日本 の2040年 将

来社 会 像」 は 、 「自己実 現社会 」、 「(国家主 導型)都 市 国家社 会」、 「新 しい公 の社 会 」 とい
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とす る課題 を果 た さず 、 「2030年 まで手 をこまねいていれば、時す でに遅 しだ」

177といわれ る。2030年 が 「バ ラ色 の未来」で ある とすれ ば、未来 につ いて研究

す る必要 はな く、それ をただ待望すれ ばよい。 しか し、2030年 は 「不安」178で、

「強烈 な危機 意識」179が もたれ てい る未来 で ある。それ だ けに、 同年 に向けた

研究 は重要 であ る。 なお、2030年 に危機意識 が もたれ る一 因は大 学人 に もあ る

といわれ る。 「政治家た ちの行状 を知れ ば、 当選 だ けを 目当てに生きてい ること

が歴然 としてい る人間 も少 な くない。 それ は、学問の究極 目的 とい うよ りは、

目先 の研 究費獲得 だ けに右往左往 してい る大学研 究者 や学者 と称 す る人 がい る

の と同 じであ る」180と指摘 され てい るのである。

本 プ ロジェク トは、2030年 にお ける 「人のつなが り」とい う共通 主題 の下に、

具体 的には3つ の重点分野 を確定 した。 「人 のつ なが り」のあ り方 をどの よ うに

構想す るかは、日本 が実現 を 目指 している 「Society5.0」 のあ り方 に とって も、

最 も大 きな課題 の1つ であ る。本 プ ロジェ ク トにい う重 点分 野は、法分 野の問

の 「垣根 」 を墨 守す るた めの ものでは ない。 む しろ、共通主題 の下で 「垣根 」

を超 えて協働 す るた めの社会 問題 に関す る便 宜的な枠組み であ る。 政策法学 の

立場 か ら指摘 され るよ うに、 「個別の課題 を追 ってい くと、今 までの法律科 目が

念頭 に置 いてきた垣根 はほ とん ど無用」181な のである。

第1の 分 野は、公権力 が担 う事務 と私 的 自治 に委 ね られ てきた事業 とが交錯

し、融 合す るなかで、公権力 が どの よ うに変容 し、それ を法 が どの よ うに饗導

し、整 除す るかに係 わ る分野で ある182。例 えば、 国際法 は、国家 のみ が大規模

な殺傷 能力 を もつ こ とを前提 と して形成 され て きた。 しか し、現在 で は、一一方

う3つ のシナ リオがあ りうるとする(174,176-178頁)。 同論文 は、各 シナ リオが国家の安

全 を保障 しうるものであるかど うかを検討 していない。安全保障の観点の欠如は、同書の

致命 的な限界である。例 えば、 「都市国家社会」に向か うシナ リオについては、地方 に国民

が居住 しなくなることによる安全保障への脅威について考慮 しないわけにはいかないはず

である。河合前掲書(注52)10,138-142頁 参照。
177ア タ リ前掲序文(注2)15頁 。
178産 経新聞社会部 『2030年 日本 「不安」の論点』(2010年)1-4

,233頁 参照。同書は労働、

地方、世襲、都市、「外国人」住民を取 りあげて検討 してい る。
179日 経BP総 研編前掲書(注14)2頁 。

180森 前掲書(注94)191頁 参照。 同書192頁 も参照(日 本 の社会学は、過去の社会学者

の業績顕彰 と、現在 についての感覚に基づ く多弁で成 り立ってい る」 と指摘す る)。
181大 橋前掲論文(注31)4頁 参照(法 律解釈学 と制度設計学 とは 「連続的な存在 として…

協働 が肝要」であるとも指摘する)。
182憲 法についても、社会の変化 に応 じて改正が必要であるにもかかわ らず、そ うされない

場合に、 「憲法を救済す る憲法解釈」の妥当性が問題 とな りうる。行政法について も、国民

がその実現のために利用 しうる訴訟制度が実効的なものであるか どうかが問題 とな りうる。

いずれ も、人のつなが りのあ り方 を最終的に確定す る権威 である裁判所 に焦点 を当てて、

判例の分析 と解説 に加 えて、裁判所 と他 の国家機 関の役割分担 も視野 に入れて法形成過程

を動態的に把握するための検討 がな される予定である。
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で、テ ロ リス ト(個 人また はそのネ ッ トワー ク)が 国家 に匹敵す る殺傷能力 を

獲得 し、大規模テ ロを実行す る よ うにな り、他方で、 「民間軍事会社 」の被用者

が武器 を使 用す るよ うになって きた。 そ こで、原則 として正規 の軍隊 の構成員

に戦 闘員 資格 を限定 してきた規則183や 、傭兵 の禁止 に関す る規則184を修正す る

べ きでは ないかが課題 となる。 また、責任能力 を当然 に認 め られ る 自然人 では

ない ロボ ッ トがAIを 搭載 し、害敵行 為 をお こな うよ うにな る と、それ が道 具に

す ぎない として、その行為 の責任 はそれ を指示す る者 に帰属 させ れ ば足 りるの

か、人間 か らの指示 と異 なる行為 を した場合 または ロボ ッ ト自身 の 「意思」 で

行為 した場合 に、その行為 の責任 を指示者 と製造者 いずれ に帰属 させ るのか、

ナ ノ技 術 を用 いた微 小 ロボ ッ トな どが無差別攻撃 をお こな う可能性 が ある こと

か ら、無差別攻撃 の可能性 ゆえに規制 され てい る大量破 壊兵器 と同様 に、その

開発 ・製 造 ・保有 ・使 用いずれ かの段階 を禁止す るべ きではないか な どが問題

とな るのであ る185。

第2の 分 野は、私的 自治に委 ね られ てきた活動 、例 えば、企業 と家族 の変容

を法 が どのよ うに受 け止 め、規制 してい くか とい う問題 であ る。例 えば、前者

と して、ICT技 術 が企業活動 を変化 させ るなかで、 「ヴァーチ ャル株主総会」 を

承認す る として、株 主の権利 の保 障な どの観 点か らそれ を どの よ うに規制す る

か とい う問題や 、投資判断 をAIに 委 ね るイ ンデ ックス投 資に対す る規制 のあ り

方 な どが検討 され る予定 であ る。また、少子化 に よる労働人 口の減少 に対 して、

外 国人(低 技能)労 働者 の受入れやICT技 術 を用 いた省力化 が進 め られ るなか

で186、生産性 の向上 と労働者 の権利 の保 障 とのバ ランスを どの よ うに とるかに

183SeeProtocolsAdditionaltotheGenevaConventionsof12August1949 ,andrelating

totheProtectionofVictimsofInternationalArmedConflicts,June8,1977,1125

U.N.T.S.609,Art.43,para.2.

184Seeid .,Art.47,para.1.
185他 に、 国際環 境 法 にお け る 「予防 」 の概 念 の導入 な ども興 味深 い論 点 で あ る。1987年

のモ ン トリオール 議i定書(MontrealProtocolonSubstancesthatDepletetheOzoneLayer,

Sep.16,1987,1522UNTS3)は 、 「まだ 中途 半 端 な科学 的実 証 に基づ い て規制 を強化 す る

措 置 を盛 り込 んだ」 こ とに よ って、 国際法 を変 質 させ た と指 摘 され てい る。SeeJonathan

Weiner,ThθNextOnθHulldrθdYears!Shapingthθ 」PatθOfOurLivill8Earth(1990),pp.

238-239[ジ ョナ サ ン ・ワイナ ー、根 本順 吉 訳 『次 の百年:地 球 は ど うな る?』(1990年)

293頁].ま た 、高技 能 の外 国人 労働者 の受 け入 れ につ いて 、 出入 国管理 法制度 が 戦略 的 に

設 計 され てい るか ど うか も興 味深 い論 点 で ある。 「日本 がIT技 術者 の獲 得 に遅れ た の も、

在 留資 格制 度 の壁 に阻 まれ たた め」 であ る といわれ るか らであ る。 入 管実 務研 究会 『入 管

実務 マ ニ ュアル 』(改 訂 第2版 、2007年)15頁 参照 。
186欧 米 におい て は、キ リス ト教 の影 響 を受 けて 、労働 は神 か ら人 間 に与 え られ た権利 かつ

義務 で あ り、 それ を機 械 に代 替 させ るべ きで はな い とす る 「生理 的 な違 和感 、警戒 心」 が

根 強 いの に対 して 、 日本 にお い ては 、ア ニ メー シ ョンな どの影 響 もあ り、人 間型 ロボ ッ ト

な どの利 用 に きわ めて好 意 的で あ る と指摘 され る。桑津 浩太 郎 『2030年 のIoT』(2015年)

166頁 参 照。 そ こで、 日本 にお いて は、外 国人 労働者 よ りもICT技 術 へ の依存 が 高 ま る と
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関連 して、いわ ゆる 「パ ワーハ ラスメン ト」の規制 の問題 も取 りあげ られ る187。

後者 として は、外 国の公的機 関か ら要求 され た場合 に、警視庁 また は道府県警

な どが発 給す る 「犯罪 経歴証 明書 」 を個人情報保護 の観 点 か ら規律 す る民法 の

あ り方 、お よび 、国家 による介入 を原 則 として排 除す る 「部分社 会」で あ ると

も考 え られ てきた家族 の なかでお こな われ る 「ファ ミリー ・バ イオ レンス」 に

つ いて、被害者 を保護 し、 その よ うな行為 を抑止す るために刑 法が どの よ うに

介入す るべ きであ るか な どが取 りあげ られ る予 定で ある。 また、苦痛 を軽減 し

つっ生命 を終 了 させ る技術 の進化 を受 けて、オラ ンダな どの よ うに、(積 極的)

安楽 死 に関す る自己決 定権 を承認 す るべ きであ るか、そ の よ うな承認が他人 に

よる生命 の終 了の強要 な どを もた らすおそれ ゆ えに、それ を解禁 す るべ きでは

ないか とい う問題 が取 りあげ られ る。 さらに、人 間の子 よ りも飼 い犬や飼 い猫

の数 が多 くなってい る状況 で、ペ ッ トな どの倫理 的取扱いや絶滅危 惧種 の保存

にな ど係 わ る 「動物法」 の問題 も取 りあげ られ る予定 であ る188。

いわれてい る。 同書103頁 参照。ICT技 術 は、 日本 における人間の仕事のあ り方を変える

創造的破壊者(「 デジタル ・デ ィスラプター」)と なる可能性が高い ともいわれ る。谷 田部

前掲書(注92)96-97頁 参照。
187一 般的に、専門技術職 は生産性が高 く、その比率が高い組織は生産性 も高い といわれ る。

日本企業がゼネ ラリス ト重視の人事施策を続 けてい ることは、 日本人の生産性が他国人の

それ と比べてきわめて低い原因である と指摘 される。谷 田部前掲書(注92)105頁 参照。

専門性=生 産性が低い と職場 を移 ることが困難であることから、それ を低いままに止 める

人事施策 と流動性 の低い労働市場は、パワーハ ラスメン トが横行する土壌である。 日本人

の生産性を向上 させ るために、 「個人の能力 を引き出す社会イ ンフラ」が必要である と繰 り

返 し指摘 されてきた。例 えば、谷川史郎 「掘 り起こせ 『日本の底力』:日 本人の付加価値 を

倍増」 自由民主党国家戦略本部編 『日本未来図2030:20人 の叡智が描 くこの国のすがた』

(2014年)245,256頁 参照。 しか し、企業は生産性 の向上に必ず しも取 り組んでいない。
「アンケー トで知る企業の本音」2019年6 .月25日 日経新聞19面 参照。経営者のなかに、

「勝ち組」 として勤 めあげ られるな らば、企業が長期的に競争力 を失な うことに無関心な

者が少な くないよ うである。 このよ うな経営者に とって、ゼネラ リス トである 自己よりも

専門性=生 産性が高い労働者は脅威 であ り、排除す るべ き存在 で しかない。生産性の向上

が 「一企業の枠 を超 えて国家的課題 となっている」(川上千佳 「自宅がオフィスになったら」

三菱総合研究所編 『働 きかたの未来:シ ンギュラリティとマネジメン ト2.0に よって組織 と

個人の関係はこ う変わる』(2015年)82,85頁)と い うよりも、現在の企業に対 して、未来

の社会 のために国家が変革 してい くべ き課題 になっているとい うべきであるか もしれ ない。
188生 殖補助 医療 の利用によって、子が 「授かる」ものではな く、「ロボ ッ ト化 してしま う」

懸念が表明されている。真木理衣 「何歳まで出産できますか?:高 齢出産の現状 と未来」

萱野稔人編 『「女子力」革命:人 生100年 時代 を生きぬ くために』(2018年)35,51頁 参照。

この指摘については、子が 「授 かる」 ものであるとする認識が実際に存在するか どうかが

問題 となる。 さらに、か りに存在する として も、その認識 は望ま しいものであるかど うか

疑義がある。 「授かっちゃった」ので、子を生み出した責任 を感 じることがない親 と、 自己

の意思で作 り出 したか、養子 として縁組 したか した親 と、 どちらが子 を手厚 く養育するか

が問題である。多 くの異性愛カ ップルが 「自然子」(婚 外子)や 養子に対 して、「自然主義」

ゆえにその出 自を隠 してきたの と異な り、同性愛カップル は、 自己の意思で親子になった

こ とを隠す ことな く、その子 を育ててきた。イ レーヌ ・テ リー、石田久仁子、井上たか子
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第3の 分野 は、法 とい う知 、お よび、知 に関す る法制度 の変容 の問題 であ る。

例 えば、 「批判法学制度派」の旗 手 として知 られ るロベル ト ・ア ンガーの構想 を

契機 として 、 「障がい者 」(を 当然 に含 むすべ ての人間)の 権利 の保 障 の問題 が

論 じられ る予定 であ る。 また、著 作権制度 、教 育サー ビスの品質 と契約責任 、

法教 育一一 法学部 学生の教育 のみな らず、義務教 育や生涯教 育 を含 めた 、国民

全員へ の法教 育一一 な どの問題 も取 りあげ られ る189。これ らの論 点 との関係 で、

高等教 育 が 「無料化 」 され る とい う政策 と 「人 のつな が り」 の関係 が 「あれ か

これ か」の関係 で ある可能性が ある とい う指摘が ある。 「人 と人 とのつなが りが

重 要で ある ことか ら、若者 も地元 志向が強 くな り、低学歴化 が起 きる可能性 が

あ る。 実際 、高 学歴化 は親 との同居 を抑制す る要因で あ り、 さ らに財政緊縮化

が進 むが故 に、 高等教 育は よ り狭 き門 とな るだ ろ う」190と い うので ある。 高等

教 育の無料化 が 日本 人の生産性 を他 国並み 、または、他 国を超 える水準 に引 き

あげ るこ とを 目的 とす る ものであ る とす る と、それが少子化 を抑 える育児 と、

高齢化 によっていっそ う必要 とされ る介護 とい う 「人 のつ なが り」 と矛 盾す る

ことな く達成 され るた めに、政策 的な工夫 を考案す る必要 があ る と考 え られ る

のであ る。

お わ りに

訳 『フ ランス の 同性 婚 と親 子 関係:ジ ェンダー 平等 と結婚 ・家族 の変容 』(2019年)128,

138-139,156-157頁 参 照。一般 に、2人 親 家庭 の うち、異 性 カ ップル が 同性 カ ップル よ りも

育 児 で成功 しや す い とす る証拠 はない といわれ る。SeeMarthaC.Nussbaum,From

DisgusttoHumanity:Sexua10rientationandConstitutiona1Law(2010),p.143.む しろ、

異性 カ ップル の子 よ りも、 同性 カ ップル の子 の方 が健 康 に優 れ、 かつ 、幸 せ を感 じてい る

とす る調査 もあ る。SeeSimonRCrouchetal,Parent-reportedMeasuresofChildHealth

andWellbeinginSame-sexParentFamilies=ACross-sectionalSurvey,BMO-Pub7ic

Uealth,V61.14(2014),pp.635,644.

189外 部 記憶 装置 のデー タを 自分 の知識 で あ るか の よ うに活用 す るこ とを可能 にす る

「BrainMachineInterface(BMI)」 が実用化 され る と、 「人 間が 時間 をか けて習 得す べ き

もの と しては 、単純 にデ ー タ と して保 存 で きない もの 、つ ま り人 間 が もつ創 造1生 とい った

もの にな る」 と考 え られ る。粕 谷 昌宏 「人類 を超 え る可 能性 」暦 本純 一監修 『オー グメ ン

テ ッ ド ・ヒュー マ ン:AIと 人 体科 学 の融合 に よ る人機 一 体 、究極 のIFが 創 る未 来』(2018

年)153,159頁 参照。 教 育の重 点 は 「コ ンテ ンツ ・べ 一ス か らコン ピテ ンシー ・べ 一 スへ」

変 質 され る必要 が あ るので あ る。 苫野 一徳 「現 代教 育」加 賀裕 郎他 編 『プ ラグマテ ィズム

を学ぶ 人 のた め に』(2017年)218-219,231頁 参 照(学 び にお け る 「個別 化 」、 「協 同化 」、

「プ ロジェ ク ト化 」 の融 合 を提 唱 す る)。 法 学教 育 の場合 には、 一言 でい え ば、 「法 的思 考

(1egalmind)」 の酒養 が 目標 にな る と考 え られ る。 この立場 で 国際法 教育 をお こな う試 み

と して、佐藤 義 明 『国際 法』(2020年 、近刊)参 照。

190松 浦 正浩 「高齢化 」城 山英 明他 編 『日本 の未 来社 会:エ ネル ギー ・環境 と技 術 ・政策 』

(2009年)48,74頁 参 照。 なお 、 同論 文76頁 も参 照(「 誰 もが人 と人 とのつ なが りを希 求

す るた め、高密 度 な都 市 とな る。郊 外 部や農 村 は大 き く疲 弊す る こ とだ ろ う」と指摘す る)。
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未来を考察す るためには創造的想像力が必要である。文学者の構想 してきた

　　

未 来 は現 在 で も参 考 とな る191。例 え ば 、電 気 仕 掛 けの 「ア ン ドレイ ド(∂刀(か61dθ)」

と して 理 想 の 女 性 を 創 造 す る こ と を 構 想 す るComtedeVilliersdeL'lsle-Adam,
へ

L'Evefuturθ(1886年)192、 委 縮 した 「可愛 ら しげ な地 上人 種 」イ ー ロイ とそれ

を捕 食 す る 「地 底 の 半 人 半 獣 」 モ ー ロ ック とに人 類 が 分 化 した未 来 を構 想 す る

H.G.Wells[HerbertGeorgeWells],The五 加 θMachine!.4111nvention

(1895)193、 そ して 、階層 制 の確 立 し、4つ の 階層 の うち上 か ら第2位 の子 どもが

「わ た しは 自分 がべ 一 タ で ほ ん と うに よか っ た。 なぜ な ら[第1位 の アル フ ァの

子 の よ うに1た く さん勉 強 しな くて い い か ら」と幼 児 期 に刷 り込 まれ るな ど して 、

各 階層 が みず か らの境 遇 に満 足 して い る未 来 を構 想 す るAldousHuxley,Brave

NewWorld:ANovel(1932)194な どは き わ め て示 唆 的 で あ る。 例 えば 、本 稿 との

191ハ ク ス リー に フ ランス語 の授 業 を受 けた著者 が1949年 に刊行 したGeorgeOrwell ,

1984:ANovel(NewAmericanLibrary,1981)[ジ ョー ジ ・オー ウェル 、高橋 和久 訳 『1984

年 』(2009年)]も 、未 来 学 の観 点 か ら必読 文献 で あ る。オ ー ウェル が 『1984年 』 と 『動 物

農 場』(山 形 浩 生訳 、2017年)で 描 い た 「画 一化 され た人 間像 」 と異 な る方 向に現実 の社 会

は動 いてい る とい う指摘 もあ る。SeeToffler,suρranote129,p.382[邦 訳547頁].し か し、

『1984年 』 の 「隷 属 と自由の け じめ がつ かな くな り、お ま けに もはや は っ き りと隷 属 よ り

は 自由 を選 ぶ とは いい きれ な くなっ た社 会 」(Heilbroner,supranote11,p.47[邦 訳52

頁])の 方 向に社会 が動 い てい る とい う方 が現 実 に近 い と考 え られ る。
192VilliersdeL'lsle-Adam ,L'Evefuture,indiuvrθseomp1∂tθs(AlanRaitt&

Pierre-GeorgesCastexeds.1986),763[ヴ ィ リエ ・ド ・リラダ ン、高 野優 訳 『未 来 のイ ヴ』

(2018年)].同 書 は、主人 公 で あ るエ ジ ソン に 「電気 のお か げで 、その うちに専制 政治 は

な くな ります よ。 大砲 もモ ニ ター 艦 も、 ダイナ マイ トも、軍 隊 さえな くな るはず です」 と

語 らせ てい る。Seeid.p.877[邦 訳346頁].同 書 は、フ ェ リー 二監督 の映 画 「カサ ノバ 」(1976

年)の 最終 シー ンを想 起 させ る。
193SeeH .G.Wells,TheTimeMachine(2005),pp.57-58,62[H・G・ ウェル ズ、池 央取 訳

『タイ ム ・マ シ ン』(2012年)100-101,108-109頁 】.同 書 の主人 公 タイ ム ・トラベ ラー は、

この よ うな未 来 につ い て、 「人 類 は 自殺 を遂 げた と言 うしか ない。 かつ て人 類 は調和 が取 れ

て平穏 な社 会 の永続 を 目標 に掲 げて 、ひ たす ら安寧 逸楽 を追 求 した。 そ の願 いが かな った

結 果 が これ だ か らね 」と述 べ る。Seeid.p.78[邦 訳133頁].同 書 は、映画 「猿 の惑星 」(1968

年)原 作 は、1963年 刊行 の ピエール ・プー ル 『猿 の惑星 』(高 橋啓 訳 、2000年)

を想 起 させ る。

194Huxley ,suρranote63,p.21[邦 訳41頁].同 書 は、映画 「マ トリックス」(1999年)を

想 起 させ る。 同書 は全体 主義 の悪 夢 を告発 した書物 で あ る とされ て い るが、そ れ は 「偽 善

だ よ。 遺伝 子操 作 、性的 自由、老 化 との戦 い 、 レジ ャー 文化 な どな ど、 あ りとあ らゆる点

で 『素 晴 ら しき新 世 界』 は われ われ に とって楽 園 さ。 それ こそ はわれ われ が到 達 したい と

願 い なが ら、 これ まで の ところ不 成功 に終 わ ってい る世 界そ の もの だ よ」 と して 、同書 の

予 言 が誤 って い るのは 、カー ス トご とに異 な る仕 事 を させ る必要性 が ロボ ッ ト化 に よって

消滅 した点 だ けで あ る、 とい う評 言 も存在 す る。SeeMichelHouellebecq,Lθs 一ρartieu7θs

ale-mθlltairθs:romall(2ded.1998),pp.194-198[ミ シェル ・ウエル ベ ック、野 崎歓 訳 『素

粒 子』(2006年)213-217頁].「 す ば らしい新 世 界」 が 「不 毛 の天 国」(Heilbroner,suρra

note11,p.47[邦 訳52頁])で あ る とす る と、不毛 で あ って も現 世 の煉 獄 よ りも 「天 国」
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関係 で注 目され る記述 として、 「『目的』 とい う概 念での説明 を許すな ら」、階層

制 を維 持す る基礎 とな る小児 に対 す る 「条件反射教 育」 の効果 は無 に され ると

世界統制官10人 の うちの1人 にハ クス リーが語 らせ てい ることが注 目され る195。

政策法学 お よび未来法学 の課題 の1つ は、個 々の法制度 の政策 目的 を明確化 し、

そのための合理 的な設計 を試み るところにあ り、政策 目的を問い直す ことな く、

既存 の法制度 の維持 ・運用 を自己 目的 とす る従来 の学説 を克服す るこ とにあ る。

しか し、社会政策 として は、既存 の法制度 の 自明視 こそ が、その安定 の要諦 で

あ るか も しれ ないか らであ る。

もちろん、文 学者 の創 造 的想像 力 によって構想 され た未来 は、技術的可能性

や社会 的妥 当性 の検証 の対象 とされ るべ き ものであ る。例 えば、「未来 の飛行機 」

であ る とされ た原 子力飛行機 は、事故が生 じた ときに放射性物 質の飛散 を防止

で きない とい う理 由で はな く、原 子炉 は飛行機 の揚 力 を超 え る重量 にな らざる

を えない とい う理 由で、航空 工学 的 に無理 があ る と指摘 され てい る。そ の意 味

で、原子力飛行機 とい う発想 は、 「想像 力が可能性 を超 えて暴走」 した例 であ る

といわれ るのであ る196。 しか し、そ の よ うな作 品のなかには、実際 の技術 開発

に影響 を与 えた ものが少 な くない ことも事実であ る197。「未来 は、過去 の人 々の

空想 に通 じていない ものには、まった く[abinitio]想 像 もできない」198のであ る。

に住み たい と考 える者 がい て も不 思議 で はな い。ハ クス リー は 、1932年 には 「す ば ら しい

新 世界 」が600年 後 の世 界 で ある として いた が、1946年 には 「あ と1世 紀 以 内 にあの おぞ

ま しい現実 が われ われ の前 に立 ち現れ るこ と も充分 あ りそ うな気 がす る」 と述 べ てい る。

SeeHuxley,id.atvii,xv[「 著者 に よる新版 へ の前書 き」 オル ダス ・ハ クス リー 、大 森望 訳

『す ば ら しい新 世界 』(2017年)373,386-387頁].
195Huxley

,id.p.145[邦 訳253頁].世 界 統制 官 は、 「労働 者 に過剰 な余暇 を与 えるの は残

酷 な こと」 で あ る と して、 「作 業 を7時 間半や れ ば、 ソー マ[興 奮 と幻 覚 を引 き起 こす 薬物]

が も らえて、 ゲー ムや、 制約 の ない成 功や 、触感 映 画 が楽 しめ る。 これ で何 が不足 な のか

ね」と問 う。Seeid.p.183[邦 訳323頁1.快 適 さで は な く 自由 世界 統制 官 に よれ ば、「不

幸 にな る権利 」 を欲 した人 間は 自殺 す るこ とにな る。Seeid.pp.197,213[邦 訳346,372

頁].同 書 で興 味深 い点 は、統 制 され た世界 の辺 境 に、純 粋科 学 の研 究 を続 ける こ とを選 択

で きる 「島」や 「イ ンデ ィア ン村 」 が併存 す る と され てい る こ とで あ る。 同書 に着想 を得

た と思 われ る 「未 来 の歴 史書 」 は、2320年 代 か ら2330年 代 に 「機械 憎悪 パ ラ ノイ ア」 が

流 行 し、そ の患者 は、監 禁 され るか、 「機 械 をな くした 隠退所 」 で ある 島に移住 したか した

とす る。SeeBrianStableford&DavidLangford,TheThirdMil1θnnium!.4」Uistorγofthθ

World,.4.02000-3000(1985),p.139[ブ ライ ア ン ・ステイ ブル フォー ド、デ ビ ッ ド ・ラン

グ フォー ド、市 場泰 男他 訳 『2000年 か ら3000年 まで:31世 紀 か らふ り返 る未 来 の歴 史 』

(1987年)138-139頁 】.こ の患者 の後 喬 は、後 代 に、 「ホモ ・サ ピエ ンス の 『生 きた化石 』」

と して、 ホモ ・サ ピエ ンス とは別 種 とな った人 類 の後喬 た ちに笑 われ る存在 とな った とい

われ る。Seeid.p.193[邦 訳193頁 】.

196石 川 憲 二 『「未来 マ シ ン」 は どこまで実 現 した か?:エ アカー ・超 々音 速機 ・腕 時計型

通信 機 ・自動調 理器 ・ロボ ッ ト』(2012年)14-15頁 参 照。
197暦 本 前掲 論文(注121)6頁 参 照。
198Clarke ,理 ρ蝦note17,p.6[邦 訳5頁].ク ラー クは、一 流 の科学者 でSFを 愚 弄す る者
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未来 法学 の試み は、その よ うな技術 的可能性や社会 的妥 当性 の検 証 をお こない

っ っ、法学者 な りの創 造的想像力 を駆使 しよ うとす るものであ る。 未来 が不安

に満 ちた ものであ ろ うと、希望 を寄せ うる もので あろ うと、未 来法学 の試 みは

知 的好奇 心を刺激せず にはい られ ない もの とな るはず であ る。

を し ら な い とす る 。Seeid.p.6-7[邦 訳5頁].
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付録1:「 トロッコ問題 」 と 自動運転 車の設計 について

未来法学研究所 の第1回 研 究会 において、いわゆ る 「トロッコ問題 」 を契機

と して、 自動運転 車 につい て対話 がお こなわれ た。想 定す る状 況 によって回答

が異 な るものの、 ここで は、典型 的な 「トロッコ問題 」 と、赤信 号 を無視す る

歩行者 の問題 を検討す ることとす る199。

典型 的な 「トロッコ問題 」は、 トロッコの軌道 が2股 に分 かれ てい る とき、

一方 の軌道 の うえに歩行者 がお り、そ ち らに進 めば歩行者 を礫 死 させ るお それ

があ るが、他方 の軌道 は途 中で陥没 してお り、そ ち らに進 めば トロ ッコの運転

手 が死亡す るお それ があ る状況 を想定す る200。この よ うな状 況で、 トロッコの

進路 を決定す る転轍機 を操作す る転轍手 が トロッコをいずれ の軌道 に誘導す る

べ きであ るか とい う倫理 的なジ レンマ につ いて考察す るのであ る。

このジ レンマにつ いては、い くつ かの回答 の候補 があ りうる。

まず 、転轍手 がジ レンマ に直面す る状況 を生 じさせ ない とい う技術的 な回答

があ りうる201。転轍 手がいずれ の方 向に操 作 して も、歩行者 また は陥没 の前 で

トロッコが停止す るよ うに、 トロッコの制 限速度 を遅 くす るとい う回答 であ る。

「一般 交通 ノ用 二供 スル為敷設 スル 軌道」 を走行す る トロ ッコに は、軌道法 が

適用 され る(同 法第1条1項)。 同法 の下で制定 され た軌道運転規則 の第53条

は、 「動力制動機 を備 えた ものにあつ ては、最 高速度 は毎 時40Km以 下、かつ、

平均 速度 は毎時30Km以 下 と し、そ の他 の ものに あつ ては、最高速 度 は毎 時

25Km以 下、かつ 、平均速度 は毎時16Km以 下 とす る」 と規 定 してい る。 さ ら

に、 「一般交通 ノ用 二供セサル軌道」 を走行 す るもの については、国土交通省令

が適用 され るが(軌 道法第1条2項)、 道 路に軌道 が設置 され てい る併用軌道 を

走行す るものには、軌道法の下での要件 に加 えて、道路 交通法第22条2項 の下

で、 当該道路 の制 限速度 に従 うこ とが義務づ け られ る。そ こで、 これ らの規則

において制 限速度 を十分遅 くすれ ば、転轍手 が歩行者 の方 向に トロ ッコを誘導

して も、被害 は生 じない ことにな るのであ る。

しか し、歩行者や 陥没の位 置 、お よび、 トロッコの 自重 との関係 で一概 には

199自 動運転車の設計については、人間が異常を感知 した ときに、人間の判断を優先す るか

(航空機 の場合 には 「ボーイ ング型」 と呼ばれ る)、機械 の判断を優先す るか(「 エアバス

型」)と い う問題が存在す る。2つ の安全思想 について、畑村前掲書(注95)197-200頁 参

照(最 も危険なのは、安全思想 の混在であると指摘する)。
200例 えば、谷 田部前掲書(注92)51頁 参照。
201転 轍手が転轍 を中立にす るとい う回答 もあ りうる。そ うす ると、 トロッコが一定の速度

以下である場合 には、いずれの軌道を進む こともなく、脱輪 して両軌道 の中間で停止す る

こ とから、被害があるとしても、運転手が軽傷 を負 うにとどまる可能性 が高い といわれ る

のである。ただ し、この回答が成立す る前提 は、両軌道の中間に被害 を受 けうる人や もの

が存在 しないことである。
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い えない ものの、人 に衝突 して も絶対 に安全 であ る速度 での走行 を義務づ け る

な らば、 当該速度 は歩 く速度 とあま り変 わ らない もの とな り、 トロ ッコがその

機能一一 一定 の時間 に貨客 を一 定の場所 に移動 させ る機 能一一 を果 た しえない

ことにな る202。 トロッコがその機 能 を果 たす こ とに よって得 られ る社会 的効用

と、軌 道 に歩行者や 陥没が存在す る確 率お よびそれ らが存在す る場合 に歩行者

または運転手 に及 ぶ損 害 とを比較衡 量 して、制度 を設計す るべ きで ある とす る

と、発 生す る確 率の きわ めて低 い事故 を防止す るた めに トロッコの制限速度 を

完全 に安全 なほ どに低 速 とす る 「本質安全 」203を満 たす制度 は、社 会的 に受 け

入れ られ ない と考 え られ る204。

つ ぎに、軌道 に人 が滞在す る こ とを禁 止 し、当該 禁止 に違反 した人 は保護 し

ない とい う制度 を設 計す る ことも可能で あ る。 その場合 には、転轍 手 は、予想

され る損害 を衡 量す るまで もな く、陥没 の存在 を認 知 してい る場合 には、その

方 向では な く、歩行者 のい る方 向 に トロ ッコを進 めるこ とが(少 な くとも法 的

には)許 容 され るこ とになる。禁止 を犯 した歩行者 が死 亡 した として も、それ

は 自招 危難 であ る と考 え られ るか らで ある。転轍 手が陥没 の方 向 に トロ ッコを

進 めた場合 には、転轍 手 はその過 失が証 明 されれ ば、運転手 に対 して賠償義務

を負 うこ とにな る。 ただ し、その場合 には、陥没 な どの危険 を排 除 し、軌道 を

安全 な状態 に維持す る義務 を負 う設 置者 ・管理者 も、それ が私 法人の場合 には

工作物責任(民 法第717条1項)、 それ が国や 地方公 共団体 な どの場合 には営造

物責任(国 家賠償 法第2条1項))に 基づい て、運転 手に対 して賠償義務 を負 う

可能性 があ る。

この点 は、社会 にお ける規則 のあ り方 と関連す る。 例 えば、ニ ュー ヨー ク市

において は、歩行者 は信号 が赤 で も道路 を渡れ る と考 える場合 に は歩 き始 め、

自動 車は歩行者 のその よ うな行動 を想 定 し、た とえみず か らへの信 号 の指示 が

青 の場 合で も一 時停止 して い る。 そ こで は、歩行者 と自動車 はいずれ も信 号の

指示 に従 うべ きであ る とい う 「規則(rule)」 よ りも、歩行者 は 自動 車 よ り優先

され るべ きであ るとい う 「原則(principle)」 がいわば 「生 きた法」 と して機能

してい る205。これ とは対 照的 に、 ドイ ツにおいて は、運転 手は 「自分 が正 しい

202衝 突 した際に人を切断 しない ように車輪 に覆い をした り、衝突 の衝撃を大幅に吸収す る

ダンパーを トロッコの先頭 に装着 した りす るなどの措置 をとるこ ともできる。
203「 本質安全」が達成できない場合 に、危険の存在 を前提 として、それをセンサーなどに

よって制御する 「制御安全」が要求 され る。畑村前掲書(注16、 『危険学のすす め』)195-196,

202頁 参照。畑村洋太郎 『失敗学実践講義』(文 庫増補版、2010年)54-58頁 も参照。
204「 本質安全」 と 「制御安全」 とならんで重要な概念 として、 「トー タル設計」 と 「付加

設計」がある。畑村 同書(『 失敗学実践講義』)151-160頁 参照。 「日本 には、将来を見据 え

て全体の計画を立て、それを実行する とい う考 えがあ りません」 とい う指摘がある。 同書

320頁 参照。 「付加設計」に頼 りすぎるとい うのである。
205事 故が発生 した場合には、ニュー ヨーク州においては 自動車登録の際に保険への加入が
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と思 った ときには進 む。相手 をひいて も進み ます。 ドイ ツ人 に とってルール は

絶対 です。譲 り合 うとか、相手 の出方 を うかが うとか、そ うい う気 持 ちはあ り

ませ ん。ぶつか って も絶対 に行 くのです」206と指摘 され る。 ドイツにおいては、

規則 が原 則 の下にあ り、 目的実現 のた めの手段 にす ぎない とい う理解 はな く、

その遵守 が 自己 目的 と考 え られ てい るよ うであ る。

ニ ュー ヨー ク市 にお ける法 の運用 は、交通 規則 が 「調整 問題(coordination

problem)」 を解 決す る規則 にす ぎず 、 自動車が到達す る前 に道路 を渡 りきれ る

歩行者 が、信号 の指示 が赤 であ るが ゆえに歩道 で時間 を無為 にす ごす ことは、

社会 的 コス トを発 生 させ る とい う認識 の うえに、事故 が起 きないか ぎ り規則 の

遵 守 を求 めず 、事 故が発生 した場合 には、規則 を遵 守 したか違反 したか とい う

要 素 も含 め、個別 的 に判断す るもので ある と考 え られ る。 自動 車 はそれ 自体 が

危 険で ある ことか ら、信号 を遵守 す るこ とが絶対 的 に要求 され るの に対 して、

歩行者 はい わば 「抽象 的危険性 」 をもたず 、具体 的な状況 の下で危 険性 を発生

させ るにす ぎない こ とか ら、事故 が発 生 した ときに信 号 を遵 守 してい なけれ ば

義務 づ け られ てい る こ とか ら、保 険 に よって処 理 され る こ とに な る と考 え られ る。他 州 で

登録 され てい る 自動 車 に よる事故 の場 合 には 、ニ ュー ヨー ク州 の不法行 為 法 の原 則(純 粋

比 較過 失原則)に 従 っ て、歩行 者 と 自動車 の過 失 の割 合 に応 じて損害 を負 担 させ る こ とに

な る と考 え られ る。 これ らの点 につ いて は、 ニ ュー ヨー ク州 弁護 士 で ある安部 圭介 教授 の

ご教示 に感 謝 申 し上 げ る。

206ネ ル ケ無 方 『曲げ ない ドイ ツ人 決 めない 日本人:ド イ ツ人禅 僧 が語 る 日本 人 の才能 』

(2016年)183-185頁 参 照。 ネル ケ 自身 は、ル ール の絶 対視 は 「ドイ ツ の国民 性 の美 点」

とは い えず 、 「ぶつ け られ る く らい な ら、道 を譲 ろ う」 とい う日本 人 の柔軟 性 が見習 われ る

べ きで ある とす る。 もっ とも、 日本 では 、強者 が弱者 に無理 や り譲 る よ う要求 す る こ とが

多 い ので はな いか とも指 摘す る。 同書186頁 参 照。佐 藤 は、ベ ル リンにお いて 、 自動 車 が

通 ってい ない道 路 の横 断 歩道 で信 号 の指示 が赤 の ときに、10人 近 い歩行 者 が渡 るこ とな く

待 ってい る現場 に遭 遇 した。 そ の とき、事 故 の防止 とい う信 号 の 目的 に照 ら して具 体的 に

判 断 しよ うとしな い姿 に、上 官 の命 令 を 「自然 法」 に照 らして吟 味す る ことな く、それ に

従 った人 々の姿 をみ た気 が した。

もち ろん、上 官 の命 令 に抵抗 した者 を 「自然 法」 が保護 しえない な らば、命令 へ の抵 抗

を義務 づ け るこ とがで きな い。 「法 的義 務 を設 定す る者 は,そ の義 務 を遵守 した者 を保 護 し

な けれ ば な らない(ob7igo,ergoprotθgo)」 か らで あ る。SeeCarlSchmitt,Das

intθrnationa7rθchtiicheVerbrθehθndθS・4ngrieffskriegesunddθrGrundsatz"nullum

crimen,nullapoenasinelege"(HelmutQuaritsched.,1994),P.79[カ ール ・シ ュ ミ ッ ト、

新 田邦 夫訳 『攻 撃戦 争論 』89-90頁(2000年)].こ の 見解 は、聖 書 シ ラ書15章16-17節

の記述 を踏 ま えた もの であ る と考 え られ る。 す な わ ち、 「も しあなた が戒 め を守 ろ うとす る

な らば、戒 め はあ なた を守 るで あろ う」 とい うもので あ る。SeeADiscussionofFreeWill,

inCo77θctedWorksOfErasn?usVo7.76∵Controvθrsies(CharlesTrinkaused.,Peter

Macardletransl.1999),pp.1,26[デ シデ リウス ・エ ラスム ス、山内宣訳 『評論 「自由意志 」』

(1977年)23頁 】.

ま た、い うまで もな く、1つ の挿話 を 「国民性 」で説 明す る とい う過 度 の一般 化 に も慎 重

でな けれ ばな らな い。実際 に、「スイ ス人 は、交 差点 の近 くに車が い な くて も青信 号 を待 つ」

とい う指摘 が あ るが(Page,suρranote134,p.372[邦 訳457頁])、 スイ ス と ドイ ツの人 々

の法 的思考 が 同 じとは か ぎ らな いの であ る。
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損 害 を負 担す るこ とが要求 され るにす ぎない とされて いる と考 え られ る。 それ

に対 して、 ドイ ツにおいて は、規則 を墨守す るこ とによって発 生 し うる社会 的

コス トは、規則制定 の際 にすで に算入 されてい るので、 「ル ール は絶対 的に守れ

ばスムーズ にい く」207と してい るもの と考 え られ る208。例 えば、 自動車 が信 号

の指示 を確 認す るだ けで はな く、歩行者 の行動 に注意 を払 わな けれ ばな らない

ことも社会的 コス トで ある ことか ら、それ を発 生 させ ないために、信号 の指示

に違反 してい る歩行者 を保護す る必 要 はない と してい る と考 え られ るの であ る。

ここでは、信号 の指示 に違反す るこ とに よる危 険性 が 自動車 の場合 と歩行者 の

場合 とで異 な るとい う区別 はな され ていない。

ニ ュー ヨー ク市の 「生 きた法」 の思考 も ドイ ツの法的思考 も、一一定 の合理性

を もつ。 しか し、それ らは両立 しえない。いずれ の法的思考 に よるか は、 自動

運転 車の プログ ラム を設計す る際 に、 自動運転者 に規則 の遵 守 を超 えて 「相 手

の出方 を うかが う」 こ とをに組 み込むか ど うか一一 ニ ュー ヨー ク市の法 的指 向

に よれ ばそ うす るで あろ うが、 ドイ ツの法的指 向 によれ ばそ うしないで あろ う

一一 を選択す る際に問題 とな り、ひいて は交通規則 を超 えて社会 にお ける法 の

あ り方 を決定 してい くことにな ると考 え られ る。

207ネ ル ケ同書185頁 。
208こ の よ うな ドイ ツ法(大 陸 法)の 制度 と、英 米法 の制 度 がイ ノベ ー シ ョンに与 え る影 響

につ いて 、先述8-9頁 参照。
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付録2:汎 用技術の開発の規制について

国際法 と未来 に関わ る注 目され る論点 として、いわゆ る汎用(dualuse)技 術

の開発 の問題 があ る。例 えば、 「自然 に学ぶ技術」は軍事 目的に使用 され る危 険

性 が常 に存在 し、昆 虫な どの生体 を応 用す るバ イオ ミメテ ィクス も 「諸刃 の剣

なのか も しれ ない」 といわれ る209。 この論者 は、軍事 目的に使 用 され うる研究

は 「首 を傾 げた くなる よ うな もの」で ある としなが ら、 「いずれ に して も、中国

や韓 国 を中心 と して、ア ジア諸 国 におい て もバ イオ ミメテ ィクス は急速 に発展

しつつ あるよ うだ」 と認 めてい る210。同 じ状 況 はバイ オ ミメテ ィクス以外 で も

存在す る。例 えば、 レーザー技術 について も、「わが 国だ けが遅れ てい る」211と

指摘 されてい るのであ る212。問題 は、隣国が包丁 に も刀一一 落語 で は 「人切 り

包 丁」 と呼 ばれ る一一 に も使用 で きる 「刃物 」 を研 い でい るときに、そ の隣国

と 「刃物」 を研 ぐこ とを 自制 し合 う協定 を締結 し、そ の履行 を確保 す るための

実効 的な措置 を とるこ とな く、一 方的 に 「剣 」 を研 ぐこ とを避 け、徒手空拳 で

い るべ きで あるか ど うかで ある213。 さ らに問題 となるのは、国家 のみ な らず 、

テ ロ リス トも汎用技術 を開発 した り、入 手 した りす る可能性 があ るこ とであ る。

生物兵器 禁止条約や化 学兵器禁止 条約 に もかかわ らず、民生 イ ノベー シ ョンと

して 「遺伝子組換 え病 原体」や 、化 学兵器 の致 死力 と生物兵器 の伝 染力 を兼備

したハ イ ブ リッ ド型 の兵器 が開発 されて しまえば、それ らをテ ロ リス トが利用

す るお それ があ るのであ る214。

軍事 目的で利用 され うる科学 ・技術 の開発 を一方 的 に 自制す る と、軍事力 の

2〔〕9藤崎憲治 『昆 虫未 来学:「4億 年 の知 恵」に学ぶ 』(2010年)239頁 参照。ハ ク ス リー は、

未 来 のヘ リコプ ター が昆 虫 の飛 行 に倣 っ た もの とな るこ とを示唆 してい る。SeeHuxley,

suρranote63,p.51[邦 訳92-93頁].

210藤 崎 同書 同頁 参照 。 なお 、合 衆 国 にお いて は 「動物 の体 内で人 間 の臓器 をつ くった り、

同一個 体 内に遺伝 子 情報 が違 う細 胞 が混在 してい るキ メ ラ動 物 をつ くっ た り」 す る研 究 が

お こなわれ て い るに もかか わ らず 、 日本 にお いて は、 「もちろん 、 … 日本 で は倫理 的 に、

とて もそ んな研 究 はで きませ ん」 と して 、そ の よ うな研 究 の可能性 が初 めか ら否定 され て

い る。藤渕 航 「ips細 胞 が幸 せ な社 会 をつ くる」三菱総 合研 究所 編 『働 き かた の未 来:シ ン

ギ ュラ リテ ィ とマネ ジメ ン ト2.0に よっ て組 織 と個 人 の関係 は こ う変 わ る』(2015年)38,42

頁 参照 。

211兵 頭 前掲 書(注142)114頁 。
212ス テ ィー ヴン ・ホー キ ング も参加 してい た 「ス ター シ ョッ ト計 画」 は、地球 周 回の人 工

衛 星 を破 壊 す る兵器 と して 「間違 い な く… 使 用 で き る」レー ザー を開発 す る計 画 であ った。

小 泉前 掲書(注119)287-288頁 参 照。
213清 の康 煕帝 は、西 洋人 に よる解剖 学 の講 義 を受 けた後 で 、「風 紀上 面 白か らず と し」て、

解剖 学 の輸 入 を厳 禁 した。 この禁 止 は 「観 念論 的 な 自殺行 為 」 であ った と評 され てい る。

雨宮庸 蔵 「訳者 序」オ グ ヴァー ン、雨宮庸 蔵 、伊藤 安 二訳 『社会 変化 論』(1944年)1,39,41

頁 注8,9参 照。

214SeeAttali ,suρranote98,p.161[邦 訳155頁].
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非対称性 が拡大 し、相 対的 に強い国が相対的 に弱 くな った国に侵 略す る誘 因 を

与 えることにな り、また、テ ロ リス トもテ ロを実施す る誘 因 をもつ ことにな る。

その よ うな態度 を とる政府 は、国民に対す る責任 を放棄 してい る と考 え られ る。

さ らに、 同 じ態度 を とる科学者 は、 自己が国籍 とい う紐帯 を介 して社会契約 を

結 んでい る国家 また は 自己が帰属 す る社会 に対 して、責任 のあ る態度 を とって

い るか ど うか疑義 が ある。歴史 に照 らせ ば、その よ うな態度 が 自己満足 にす ぎ

ない ことは明 らかであ る215。第2次 世界大戦 を前 に、ケイ ンズは、「我 が方 の不

十分 な軍備 とい う状 態 は、 ただ、力以外 に何 ら議論 とい うもの を知 らない山賊

国家[brigandpowers]を 勇気 づけ るだけであ り… 指 導的な平和 主義 国家 に よる

優越 的武 力 の集 団的保 有 こそが、今 日の状 況下で、平和 の最 良な保障 だ」216と

主張 してい た。 い うまで もな く、軍事 目的 で利用 され うる科 学 ・技術 の 「利用

を正 しく管理 し、性急 な開発 を防 ぐこと」や、「一国に独 占させ るこ とを許 さず 、

この分 野で企業や 国家や科学者 同士が競争す るの を最小 限に くい とめる」 こと

がで きれ ば、それ は望 ま しい217。経済 的負担 な どの理 由で、国々がそ の よ うな

合意 を締結す る可能性 が無 いわ けでは ない。 しか し、そ の よ うな合 意が実 際に

締結 され るまでは、それ を懲漁す る申入れ をお こない、交渉 に開かれた態度 を

と りつつ も、軍事 力の均衡 を維持 す る程度 に、軍事 目的 で利用 され うる科学 ・

215「 チ ャイ ナ ・マネ ー」 が 「ジ ャパ ン ・マネ ー」 と比 べて 注 目され てい る一 因 は、 中国が

それ を 「経 済 、外交 、場 合 に よって軍 事 の面 で、 自分 の影 響 力 を高 め る手 段 と して積 極 的

に利 用 してい る こ とで あ る。 日本 は まだ その ノ ウハ ウに欠 けてい る」 と指 摘 され てい る。

イ ワン ・ツ ェ リッシ ェフ『2030年 の世 界経 済:新 興 国 と先 進 国共 同 リー ダー シ ップの時 代』

(2014年)87頁 参 照。 日本 で は、 「ジャパ ン ・マ ネー 」 をそ の よ うな手段 と して利 用 す る
べ きで ある と認識 され てい ない ので はな いか 、認 識 され て い る と して も、そ の よ うに利 用

す るノ ウハ ウに欠 けてい るので はない か(ノ ウハ ウを十 分 もつ か ど うか検 証 され てい ない

ので はない か)、 そ して 、支払 った資金 に見合 う影響 力 の 向上 は得 られ て い ない ので はない

か(外 交官 が個 人 的な信 頼 の(表 面的 な)表 明 と 自国へ の信 頼 とを混 同 し、前者 が あれ ば

自国 の影響 力 が高 め られ る と先験 的 にみ な して 自己満 足 し、影 響 力 が向上 したか ど うか を

実 証 してい な いの では ない か)な どの問題 が存 在す る と考 え られ る。

216TotheEditorofThθf>bwStatθsmallalldNation ,13July1936,血ThθCol1θetθd

WritingsofJohnMaynardKeynθs,Vo7.XXVIII'Soeia7,Po7iticalandLitθraryMZritings

(1982),pp.46,48[「 『ニ ュー ・ステ イ ツマ ン ・ア ン ド ・ネ イ シ ョン』 の編 集長 宛 て 、1936

年7H13日 」那須 正彦 訳 『ケイ ンズ全集 第28巻:社 会 ・政 治 ・文学論 集』(2013年)67,

69頁].こ の書簡 を受 けた編 集長 も、翌年 には 「独 裁者 が、絶 望 的 に面 目を失 うこ とな しに

手 を引 くには遅 きに失す る こ とにな る以 前 の、 断 固た る姿勢 がな お有 効 に機 能 し得 る時 に 、

[連合 王 国は 、独 裁者 の行為 を]黙 過 し、及び腰 であ った」 こ とを認 め てい る。SeeFrom

K)カgs7eyMartin,2July1937,カnThθCollθctedレ 晦 五118写Ofc/bhnMaymardKeynes,Vo7.

IX'EssaysinPersuasion(1972),pp.58,59[「 キ ングズ リー ・マー テ ィ ンよ り、1937年7

.月2日 」那須 正彦 訳 『ケイ ンズ全 集 第28巻:社 会 ・政 治 ・文学論 集』(2013年)82,83頁 】.

217SeeToffler ,suρranote129,p.148[邦 訳215-216頁].SeeHeilbroner,suρranote11,p.

161[邦 訳184頁](「 問題 は、い か に して科 学 と技術 との侵 入 を防止す るかで は な く、 その
一切 の社会 的結果 を生 じさせ な が ら も

、意識 的な社 会 的統制 を加 えて、 いか に してそれ を

侵入 させ るか で ある」 と主 張す る).
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技術 の開発 を継続す ることは、平和 を維持す るために不 可欠 であ る。

日本学術会議 は1950年 に 「戦争 を 目的 とす る科 学の研 究は絶対 に これ を行 わ

ない」(強 調佐藤)と す る声 明を公表 して い る。 この声明 は、 「戦争 」 に 自衛権

の行使 に よる武力行使 を含 め るか ど うか、「戦争 を 目的 とす る」ものではないが、

「戦争 」 の際 に利 用 され うる研 究はお こな うのかな どの点 で、あい まい な もの

であった。 そ こで、同会議 は1967年 の声明で、 「軍事 口的のための科学研 究 を

行 わない」(強 調佐藤)と 言い換 え、前者 については、それ を含 め ることを示唆

した。 この方針 に従 うと、 日本 が 自衛 権 を行使す る場合 に利用 しうる軍事技術

は、他 国で開発 され た技術 を輸入 しない かぎ り、1950年 以前に取得 した もので

固定 され るこ とにな る。他 国は当然 これ らの声 明が公 表 され た後 で開発 され た

軍事技 術 を利用す るこ とか ら、 日本 が 自国の防衛 に成功す る見込み はほ とん ど

な く、無抵抗 で降伏 す る しかな くな る。 この よ うな帰結 を もた らして も、 自己

の研 究の成果 が軍事利 用 され るこ とが ない よ うに研 究課題 を設 定す る 自己検 閲

を 自然 科学者 に要求 した り、軍事利 用 され る科 学 ・技術 がそ もそ も存在 しない

とい う前提 で、科 学 ・技術 の軍事利 用 を制御 しつつ平和 を構築す る制度 の設計

と運用 を研 究す る必 要 はない と社 会科学者 に要 求 した りす るこ とが、合理 的な

科学 ・技術政策 であ るか ど うかには疑義 があ る。

さらに、 日本学術会議 の2017年3月24日 の 「軍事的安全保 障研 究に関す る

声 明」は、民生分 野の研 究資金 の拡 大 は必要 であ る としつつ 、 「研 究成 果 は…

軍事 目的に転用 され 、攻撃 的な 目的のために も使用 され うるため … 研究 資金 の

出所等 に関す る慎 重な判断 が求 め られ る」 と主張す る(強 調佐藤)。 それ ゆえ、

「軍事的安全保 障研 究 と見 な され る可能性 のあ る研 究」 につ いて、そ の適切性

を審査す る制度 を設置す るべ きであ ると提言 した218。この提言 の前提 は、「汎用 」

を 「用 途 の両義性」 と呼び、民生 と軍事 とを区別で き るとす る立場 であ る219。

この立場 は二重 に意 味がない。第1に 、民生 と軍事 との区別 は不 可能 であ る。

当初 は軍事利用 の可能性が 「皆無 」で あった と して も、後 に研 究成 果が軍事 に

利用 され るこ とがあ る。逆 に、軍か らの研究資金 による研究 の成果 が民生利用

され る こ と もあ る。 第2に 、 「攻 撃 的 な 目的 の た め に も使 用 され うる」 か ぎ り、

218日 本学術会議 「軍事的安全保障研究に関す る声明」(2017年3H24日)1頁 参照。 同

会議 は、「政府による研究への介入が著 しく、問題が多い」として 「科学者 の研究の 自主性 ・

自律性」が必要であるとする。 た しかに、政府か らの研究の自由は重要である。 しか し、

同会議は、 日本学術会議法の下で内閣総理大臣に よって任命 され る会員 で構成 され、国費

が支弁 されている機関である。 同会議の活動が、同会議か らの研究の自由が問題 とされ る

よ うなものになるとした ら、それ も重大な問題である。
219日 本学術会議科学 ・技術のデュアルユース問題 に関す る検討委員会 「科学 ・技術のデ ュ

アルユース問題 に関する検討報告」(2012年11H30日)iii,5,8頁 参照。
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防御 的な 目的 のため にも使用 され うる技術 の開発 を 自制す るべ きで ある とす る

と、 日本 が防衛力 を十分保持す る見込み はまず ない。 さらに、 この立場 を とる

と、経 済的不利益 が計 りしれ ない。 「『攻撃的 な 目的』 で研究す る他 国が民 間の

イ ノベ ー シ ョンにつなが る成果 を挙げ、軍事 ではな くビジネ スで優位 に立って

しま う」220可能性 が高いので ある。民 間航 空機 が 「ほ とん ど、軍用機 の型 か ら

発達 してい る」221こ とはよ く知 られてい る。また、「マス ター ドガス」の開発 が

抗 白血病薬 の開発 に結 びつ いた ことか ら、「毒ガスの研 究 も人類 の役 に立つ研 究

にな り得た。科 学は ど う使 うかに よって人類 に対す る福音 ともな り、脅威 とも

な る」222とも指摘 されてい る。この問題 は2030年 に向けてます ます深刻 とな る。

とい うの も、「2030年 、『知』を獲得 した技術の ほ とん どは… デ ュアル ユース ・

テ クノロジーであ り、結果 、軍 と民 の境界 はます ます不 明確 な もの とな る」223と

考 えられ るか らであ る。

汎用技術 の開発 を制 限 しよ うとす る主 張にみ られ るのは、「或 ることを他 か ら

区別す る能力 の衰弱 」224であるよ うにみ える。 「軍事 」には、国際法 の下で禁止

され てい る 「侵 略」な どの武力行使 と、例 えば、国連憲章第51条 に よって正 当

な行為 で ある とされてい る 自衛権行使 に よる武力行使 とが存在す る。汎用技術

を どち らの 目的で利 用す るかは、 当該技術 の本性 の問題 ではな く、政治 的決 定

の問題 で ある。 それ にもか かわ らず、武力行使 はその法的性質 を問わず避 け る

べ きであ ると した り、汎用技術 を侵 略のために利用す るこ とを防止す ることは、

その利 用 に関す る政 治的決定 の次 元で可能 であ るにもかかわ らず一一 憲法 の下

で正 当に選 出 され た政府 をまった く信 頼 しないな らば、可能 ではない と考 え る

ことにな るか も しれない一一 、その開発 の次元 でな けれ ば不 可能 で ある と した

りしてい るよ うにみ え るのであ る225。

220日 経BP総 研 編前 掲書(注14)78-79頁 参 照。
221SeeClarke ,suρranote17,p.62[邦 訳71頁].
222船 山前掲 書(注7)163-164頁 参 照。
223三 菱総合 研 究所産 業 ・市場 戦 略研 究本部 編 前掲 書(注174)31

,36-37頁 参 照。
224TotheEditorofTheNewStatθsmanandNation ,15August1936,inThθCo77θcted

MritingsofJohllMaynardKeyzlθs,Vo7.XiYVIII!Soeia4PoliticalazκdLitθraryMZritillgs

(1982),pp.50,52「 『ニ ュー ・ステイ ツマ ン ・ア ン ド ・ネイ シ ョン』 の編集 長宛 て、1936

年8.月15日 」那須 正彦 訳 『ケイ ンズ全集 第28巻:社 会 ・政 治 ・文学論 集』(2013年)72,

74頁].

225開 発 す る際 に、 リバ ースエ ンジニ ア リン グを防止 す る設計 として摸 倣 を阻止 す る こ とや 、

開発 した うえで、製 品 の所有権 を開発者 の下 に残 し、管 理可 能性 を担保 した り、 当該 製 品

の製 造 ・販 売 をお こな う会社 を上 場す る ときに、議 決権 種類株 式 を発行 し、そ の意 思決 定

をお こな う議 決権 を開発者 に留保 し、 当該 会社 が軍 事会社 に買収 され る ことを防止 した り

す る ことに よって 、開発者 が 当該 製 品の軍 事利 用 を禁 止 す る こ とも不 可能 で はな い。 山海

嘉 之 「ロボ ッ トスー ツ のあ る未 来:人 とテ クノ ロジー が支 え合 う医療介 護 イ ノベー シ ョン」

三 菱総 合研 究所編 『働 きか たの未 来:シ ンギ ュ ラ リテ ィ とマ ネ ジメ ン ト2.0に よって組織 と
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日本 学術会議 の声明の前提 にあ るの は、 日本 が汎 用技術 を開発 しなけれ ば、

他 国 もそれ を開発 しない、 または、他 国 はそれ を開発 して も一一 日本 と異 な り

一一侵 略のために利用す ることはない とい う認識 であ ると考 え られ る。問題 は、

この認識 が根拠 を もつ ものであ るか、単 な る妄信 であ るかであ る。 「ゲーム論」

の知見 に よれ ば、長期的 に安定 した関係 を確立す るた めに、一方がまず 「協力 」

を選択す ることは重要 であ る。そ うすれ ば、他方 も 「裏 切 り」ではな く 「協力 」

を選択 し、「ウィン=ウ ィン」の選択が繰 り返 され るはずだか らで ある。しか し、

一方 が 「裏切 り」 を選択 した場合 には、他方 は 「裏切 り」で応 酬 し、 「協力」 を

選択 しなけれ ば利得 が剥奪 され ることを実証 し、 「協力」 を選択す るよ う誘導 し

なけれ ばな らない。 「裏切 り」 に対 して 「裏切 り」で応酬す る能力 をもたなけれ

ば、「協力」 を続 けて も相 手の 「裏切 り」 に搾 取 され るだ けで ある226。この知 見

を汎用 技術 の問題 に応 用すれ ば、事実 として、 日本 が これ まで汎 用技術 の開発

を差 し控 え、「協調 」を選択 して きたの に対 して、隣国はその開発 に遭進 し、「裏

切 り」 を選択 してきた とい わ ざるをえない。 「裏切 り」に よって この よ うな搾 取

され てい る状況 を無為 に延長す るこ とは、 日本 に とって合理 的選 択で ある とは

考 えられ ない227。

個 人 の関係 は こ う変 わ る』(2015年)56,59頁 参照 。
226画 期 的 な業績 として、seeRobertAxelrod,ThθEvolutionofCooρeration(rev.ed.2006)

[ロバ ー ト・ア クセル ロ ッ ド、松 田裕 之訳 『つ きあい方 の科 学:バ クテ リア か ら国際 関係 まで』

(1998年)】.こ の原 則 は、 関係 者 のカ の均 質性 を前 提 と してい るこ とや 、 「協調 」 と 「裏

切 り」 とい う2つ の選 択肢 に よるゲー ム につ い ての もの で ある こ とな どか ら、力 の不 均衡

が あ り、争 点 も複 数 ある国家 間 の関係 に機械 的に適 用 され るべ きで はな いか も しれ ない 。

しか し、 国際法 の基盤 が勢力 均衡 と相 互主 義 であ る と考 えるな らば 、状況 のマ クロな理解

の指針 と して有 用 で ある。 「正 しく愛す る こ とは時 に正 し く憎 む こ とで もあ り、適切 に憎 む

こ とは愛す るこ とで もあ」る。TheHandbookoftheChristianSoldier,inCo71θctedMlorks

OfErasmusVo7.66:Spiri'tuali∂,Enehiridion,DθContθmpt1Mundi1,,刀 θVidua

Christiana(JohnWO'Malleyed.1988),pp.1,90[デ ジデ リウス ・エ ラスム ス、金 子晴 勇

訳 「エ ンキ リデ ィオ ン」『宗教 改革 著作集 第2巻 』(1989年)5,117頁].「 逃 げ る人 は も う

1度 戦 うこ とにな る」(デ モ ステネ ス)の で あ る。Seeid.p.109[邦 訳149頁].先 に挙 げた

『未 来 のイ ブ』 第1巻17章 も、 「頭 の悪 い人 た ち には、悪 人 を許 して しま うとい う、許 し

がた い欠点 が あ る」とい うジャ ン ・マ ラス の言葉 を掲 げ てい る。SeeVilliersdeL'lsle-Adam,

suρranote192,p.808[邦 訳146頁].

227マ キ ャベ リは、 「ロー マ人 は災 い をは るか以 前 に感 知 して常 にそれ に対 して 対策 を施 し、

また戦 争 を避 け よ うと して事 態 をそ のま ま放 置 してお きは しな かっ た。 何 故 な らば、戦 争

は避 け られ な い もので あ り、先 に延 ばす ことは相手 の利 益 にな る こ とを知 っ てい たか らで

あ った」 と しつ つ 、 「人 間 は恐 怖 の ゆえ に他 人 に攻撃 を加 え る」 とも指 摘 して い る。佐 々木

毅 『マ キ ア ヴェ ッ リと 『君 主論 』』(1994年)187,217頁 参 照。 この指 摘 は、相 手 に対す る

「裏 切 り」 が 、相 手 に よる攻 撃 を思い 止 ま らせ るだ けの強度 をもつ と同 時に、相 手 に過剰

な恐怖 を与 えて 攻撃 させ る こ とがな い よ うな強度 に止 め る必 要 が あ る こ とを示 唆 してい る。

日本 にお い ては 、外 交 におい て、謙譲 の美徳 が重視 され て い るよ うにみ え る。た しか に、

自己評 価 が高す ぎる人 が、相 手 の 「裏切 り」 に対 して 、力量 を超 える 「裏 切 り」 で対抗 し

よ うとす る と、自己 に不利 な結果 とな りそ うで あ る。「法 は ま さ しく蜘蛛 の巣 に他 らな ない、
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国際法 は、そ の開発 を禁止す る条約 を批准 した場 合 を除 き、軍事技術 の開発

を各 国の 自由に委 ねてい る。 国際法の下 で禁止 されて いない軍事技術 の開発 を

自国 が 自制 す れ ば他 国 もそれ を 自制 す るは ず で あ る とい う根 拠 は国 際 礼譲

(comity)以 外 には存在 しない。 他 国が 自制 しな くて も、国際法違反 に対 して

許容 され る対抗措置(counter-measure)他 国の先行違 法行為 に対す る措置

と して とられ る行為 は、一定 の条件 の下 で違法性 が阻却 され る一一 によって、

それ を中止 させ た り、救済 を提供 させ た りす るこ とはできない。 可能 なのは、

他 国の好意 を非友誼 的であ るとして、合法 的な報復 をお こな うこ とのみであ る。

そ して、報復 として有効 な手段 は、相互主義(reciprocity)に 基 づいて、自国 も

当該技 術 を開発 し、相 互抑止状況 を維 持す るこ とだ けであ る。 この点で 、想起

され るのは、朝鮮 民主主義人民共和国が 「マス ター ドガ ス、ホスゲン、サ リン、

VXガ ス な どの化 学兵器 を保 有 し」、 「炭疽菌やペス トな ど、13種 類 の生物兵器

を … 『テ ロ行為や全面戦争 の際 に利用す る恐れが ある』」 と指摘 された り、 「北

朝鮮 は核 兵器 を使 って 日本 も攻撃 しよ うとす る」 と予想 され た りしてい る こと

であ る228。

なお、 クラー クは、知能 を もたない機 械 は凶暴 で あ り うるか も しれ ないが、

知能 が高 まれ ば高ま るほ ど合理 的で ある とい う理 由で協力性 を大 き くす るはず

であ ると して、 「機 械 を積 極的 な敵の よ うに思い描 く人 は、ジ ャングル のなかで

受 けついだ人 間 自身 の攻撃本能 を、 もはやそ んな もの のな くなった世界へ持 ち

こんで考 えてい るにす ぎない」229と指摘 してい る。機械 について のこの よ うな

評価 に対 して、人間 の未来 につい て、 「政治や経済 は、権力や 富にかかわ るもの

であ って、いずれ も成 熟 した大人 に とっての主要な関心事 、いわんや唯一絶対

蚊 や蝿 は捕 ま った まま だが 、大 きな鳥 な ら難 な く破 るこ とが出来 る」 こ とも一 面 の真 実 だ

か らで ある。SeeTheEducationofaChristianPrince,inCol1θetθdMZorksofErasmusVo7.

27:Literar7andEdueationalMZritings5(A.H.TLevied.,NeilM.Cheshire&MichaelJ.

Heathtransl.1986),pp.199,271[デ ジデ リウス ・エ ラス ムス、片 山英男 訳 「キ リス ト者 の

君 主 の教育 」『宗教 改革 著作集 第2巻 』(1989年)263,351頁].し か し、客観 的評価 よ りも

自己評 価 が高 い主体 は 、果 敢 に踏 み 出す こ とに よって他者 との競争 に勝 つ確 率 が高 くな り、

結 果 的 に 自己 に優 位 な秩 序 を樹 立 す る こ とが あ る とも考 え られ る。 辻本 悟 史 『大人 の直感

vs子 どもの論 理』(2015年)103-104頁 参照(citingD.D.Johnson&J.H.Fowler,The

EvolutionofOverconfidence,NaturθNo.477(2011),317-320)。

228SeeAttali ,躍 ρ盟note98,pp.84,86-87,175[邦 訳84,86,167頁].ア タ リは、北 朝鮮 は

水爆 も開発 す るで あ ろ うとして 、それ に対 抗す るため に、 日本 と大韓 民 国 も核 開発 を進 め

るはず で あ る とす る。Seeid.p.165[邦 訳159頁1.「 危 機 が迫 って い る と 自覚す るこ とが

絶 対 に必要 だ。 そ うした 自覚 こそ が 、危機 を回避 す るた めの唯一 の方 法 なの だ」 とい うの

で ある。Seeid.p.182[邦 訳174頁 】.

229SeeClarke ,suρranote17,p.205[邦 訳221頁].こ の指摘 は 、次 のマ キ ャベ リの指摘 が

通 用 しな い世界 が近 づ いて い る ことを示唆 す る。 「人 間は ほ とん ど常 に他人 の踏 み しめた道

を歩み 、そ の行 為 に際 して模 倣 す る もので あ る」とい う指摘 で あ る。佐 々木 前掲 書(注227)

201頁 参 照。Cf.Heilbroner,suρranote11,pp.20-21[邦 訳21頁].

49



未来法学の構想 IFLDiscussionPaperNo.1(2019年)

のそれ であ るはず がない」で あるこ とか ら、 「現在 お こなわれ てい る政治経 済 を

め ぐる論争 の大部 分が、かつ て中世の最 も鋭 い頭脳 がそ の全 エネル ギー を費 消

した神 学上 の論争 とお な じよ うに、取 るに足 らぬ もの、 あ るいは無意味 な もの

にみ える時代 の到来 を信 じ、かつ望 んでい る」 とす る230。また、未 来 に都市 が

消滅 し、 「地理的 、国家的、民族 的な意識 も、その結果 として消滅 す る」 ことに

なれ ば、「ちい さな地球。それ はわが家 にす ぎないのだ」231と認識 され るよ うに

な るはず であ るとす る希望 を表 明 してい る。

230SeeClarke ,suρranote17,p.5[邦 訳3-4頁].人 間が利 己的 で あ る とい うの は 「神話 」

で ある と して 、人 間が利他 的 ある とい う前 提 で組 織 のマ ネ ジメ ン トを考 え るべ きで ある と

い う主張 も存在 す る。亀 井信 一 「人 は なぜ働 くのか 」三菱 総合 研 究所編 『働 きか たの未 来:

シ ンギ ュラ リテ ィ とマネ ジ メ ン ト2.0に よっ て組 織 と個 人 の関係 は こ う変 わ る』(2015年)

4,17-23頁 参 照。人 間 が完 全 に利 己的 で あ る とい うの が 「神 話 」で あ るよ うに、人 間が完 全

に利 他 的 であ る とい うの も 「神 話 」 であ る と考 え られ る。 そ うであ るな らば 、制度 の設 計

は、人 間 の利 他性 を最大 限 に発 揮 す る こ とと、人 間の利 己性 を前 提 と して人 間 を誘 導す る

こ とを と もに課題 とす る こ とにな る。

231SeeClarke ,suρranote17,p.60[邦 訳68頁].
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